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序 章 

 

 本学は、20年後の価値観への柔軟な対応を目指した新たな中期計画（2020年度～2024年

度）を 2020年に策定した。その後、同年よりこれまで中期計画の実現に向けて、自己点検・

評価活動の見直しを行ってきた。特に大学各部局（学部、研究科、センター、その他部署）

の年次計画と、その実行内容、実施結果、並びに次年度に向けての再計画とつながる PDCA

サイクルの効率的実施体制の確立に力を入れることで、「教育研究の質保証と水準の向上」

を目指してきた。 

 一方、自己点検・評価活動を推進していく中で、これまでに 2009年、2016年度、そして

本 2023年度に大学評価（認証評価）を受審し、それまでの活動内容の成果と今後に向けて

の改善点の指摘を受けた。2024年度は、指摘内容の改善に向けて、改善策と 2025年度から

の第 4期認証評価の目標である「教育の質保証」と「教育の成果の可視化」の実施策を検討

し、その実現に向けて以下に示す２つの観点から活動を進めた。 

 

① 2023 年度における基準協会の受審結果に基づく指摘事項に沿った大学組織改善策の

策定 

② 2025年度からの第 4期認証評価システムに対応した「教育の質保証」体制の確立 

 

上記 2点に関する活動の詳細は、本章で記述している。 

 

なお、本学は、点検・評価活動への客観性を担保するために、2021 年度より基準 4（教育

課程・学習成果）、基準 5（学生の受け入れ）、および本学の特色が表れている基準 9（社会

連携・社会貢献）の 3つの基準に関して、外部評価委員より、将来構想計画の策定や各年度

の自己点検・評価報告書のとりまとめに当たっての詳細な指導・評価を受けてきた。 

本年度の本学の活動に対しては、総評として以下の指摘を受けた。 

 

（１）基準 4 

 大学の教育理念である「学問による人間形成」の具体化を目指した「協創力」の設定によ

り、他者と協働して社会課題を解決する力を養成する事としており、授業時間 105分設定を

軸とした、学生の学修意欲を向上ための「時間」と学修環境」の確保と整備、JUポートフォ

リオの導入など、学生側と教員側の双方向性の多数の改善を行ったことや、IR 室の学長室

IR 推進課への発展したことに対しては、評価者からの積極的な評価を受けた。 

その一方、教学マネジメントの面からは、学修及び研究面での順次性、方向性の可視化を

さらに進めるために、「協創力体験演習」など、工夫された全学共通基盤科目の発展と内容

の充実と展開が必要であるとの指摘を受けた。 

 また、「修学達成度の見える化」を進めるために、様々な視点からの改善策が実施されて

きてはいるものの、調査・分析が必要な課題が潜んでいる可能性が考えられるとの指摘も受

けた。具体的には、１）教員とのさらなる密な情報共有が必要であり、DP、CPの確認のため

参考とする「学生便覧」、「講義要項」、「大学院履修手引」の類の文言の共通化、２）大学、

学部・研究科間の統一感の調整、３）今年度実施した授業改革の短期的評価及び今後の長期



 

 

的効果を測定し、改善を行うための継続的分析などの具体的実施事項の明記など、お互いの

理解をさらに進めるための具体的改善策の提示が必要であるとの指摘を受けた。 

 

（２）基準 5 

 18 歳人口減少など、学生募集が困難な社会情勢に端を発した志願者減少が大きな課題と

なるなかで、１）オープンキャンパスの来場者増、２）選抜制度の拡大、３）地方入試会場

の設置、４）それらに伴う年内入試の志願者数増加など、課題の克服に向けた具体的な施策

に多様な観点から取り組んできた点は、点検・評価・改善のための組織運営の基盤が確実に

強化されていることの具体的現れと判断でき、引き続き積極的な改善策の実現を期待する

と積極的評価を受けた。 

 一方で、大学受験の「年内入試シフト」に伴う志望校選定の早期化に合わせた、従来の 6

月・7月・8月を主戦場とする入試広報スケジュールの見直しが学生募集の改善・強化の観

点から必須であるとの指摘を受けた。具体的には、学生募集に成功している他大学の実施例

を参考に、多種多様な施策を展開することで、入学定員充足率/定員充足率に関する定員管

理のための具体的な改善策にも結び付けていく必要があるとの指摘を受けた。 

 

（３）基準 9 

 地域連携センター（TJUP）と図書館（地域相互協力図書館）を中心とする城西大学の社会

連携・社会貢献活動は、近隣の自治体や大学、研究機関等と連携・協働して実施されてきた

点が地域活性化、地域交流の拡大につながってきたと積極的評価を受けた。 

一方で、以下の 2点からの改善策の提案を受けた。 

１）公開講座の新規参加者を更に増やすための方策として、現状での参加状況を分析、開

催内容の周知方法、開催時期及び回数、過去に開催した講座の詳細な情報公開、また、

大学訪問時の施設利用案内の周知。 

２）国際交流事業として、「北坂戸にぎわいサロン」で記念イベントが開催されたが、  

城西大学の特性を活かした、今後の開催回数の拡大や新たな展開。 

 

このほかの基準に関する指摘内容の詳細については、本章で記述している。 

本報告書を通して、「城西大学は、高度の教育及び学術研究の中心機関として自主的・自

律的な存在であり、学生教育に基づく知的活動によって社会に貢献し、その発展を支えてい

くことを目的とする。」ことが基準協会も認めた“本学の長所”であることを本学の構成教

職員全体が再認識するとともに、「国内外の高等教育機関との教育・研究連携を通したグロ

ーバル化に対応する」ことで“本学の長所”をさらにいかし、城西大学がこの坂戸の地に設

立されていることの意義を社会に発信し続けるための一助となることを切望する。 

 

 

                        全学自己点検評価委員会委員長 

白幡 晶 

第 1章 理念・目的 

１．現状説明 



 

 

 

1.1 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の目 

的を適切に設定しているか。 

 

城西大学は、「学問による人間形成」を建学の精神として 、1965（昭和 40）年に創立者

水田三喜男によって開設した大学であり、「学問・研究だけでなく、豊かな人間性を持ち、

お互いが尊敬しあえるような人材を育成し、それによって未来の希望ある国や社会を建設

していこう」という、水田三喜男の夢を実現し、実行していく教育の場となっている。本学

は、その建学の精神「学問による人間形成」に基づき、「社会に有為な人材を育成するとと

もに、人類文化の発展に寄与すること」を理念としている。 

大学の理念を踏まえ、教育上の目的として、学部では「知識と専門の学術を教授研究し、

知的・道徳的能力の涵養を図ることによって、広い教養と深い専門的知識や技能を備え、主

体的かつ協同的に地域社会、国際社会に貢献し得る人材を養成すること」、研究科では「学

術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて文化の進展に寄与すること」を定めてい

る。従って、大学の理念・目的に基づき、各学部・学科、研究科・専攻の教育研究上の目的

を適切に設定している。 

 また、大学および大学院の目的については、大学学則第２条および大学院学則第１条に定

めている。 

一部の研究科においては 2023年度の大学基準協会による大学評価において指摘事項があ

ったことなどを踏まえて、認証評価の対応組織である全学点検評価委員会が各学部・学科・

研究科の教授会に指示を出し、2024 年度は、各学部・学科・研究科の教育研究上の目的の

見直しを行った。現状では、学部・学科、研究科における組織の理念・目的を検証するプロ

セスは組織ごとにまちまちであるが、今後は、毎年度末の自己点検・評価に合わせて妥当性

や独自性の確認を行うこととしている。 

 

 

1.2 大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に明 

示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

 

 学部・研究科の教育研究上の目的については、城西大学学則第２条並びに城西大学大学

院学則第１条にそれぞれ定め、明確に示している。また「学生便覧」には、創立者・水田

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科又は専攻ご

とに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設定とその内容 

評価の視点２：大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性 

評価の視点１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科又は専攻ご

とに設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適切な明示 

評価の視点２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理念・ 

       目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表 



 

 

三喜男の想い、教職員・学生に期待することや大学・大学院学則を収録している（https:

//www.josai.ac.jp/for_students/handbook-for-students/2024_binran/）。 

 本学の HPには、入学年度毎に大学、各学部・学科、大学院、各研究科・専攻の理念お

よび教育研究上の目的や学生便覧を掲出し、HPを通じて教職員や学生などの大学全体の構

成員へ周知するとともに保護者、高校生等のステークホルダーに加え、社会に対して広く

公表している（https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/2024/）。 

 その他、学外向けの行事（父母を対象とした懇談会）など、機会があるごとに教職員に

よる理念・目的等の確認と社会への直接的公表を進めている。 

 新任教員には、新任教員研修会を実施し、本学の理念・目的を理解する機会を設けてい

る。 

 

 

1.3 大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を実現していくため、大学としての将来 

を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

 

 2020 年には建学の精神である「学問による人間形成」の下、自律した個を備え多様な価

値観を尊重する人材の育成というミッションを改めて確認した上で、本学校法人は、大学の

構成員による意見交換に基づいた経営・運営の指針として、中期計画（2020 年 4 月 1 日～

2025年 3月 31日まで）を定め、1.教育と研究の充実、2.学生支援体制の充実、3.開かれた

キャンパスの整備、4.国際化された教育システムの展開、5.情報化の推進、6.ブランド力の

強化、7.募集力の強化と定員管理、8.地域貢献力の強化、9.組織、10.説明責任の 10項目を

掲げた。さらに、中期計画の実現に向けて、各年度に事業計画を策定・公開し、中期計画の

各項目における具体的な取り組み方針を示している。 

 この中期計画を受けて、「1.教育と研究の充実」を推進すべく、2022年度には、現学長に

より建学の精神をより現在の社会ニーズにマッチさせた「「協創力」を身に着けた人材育成」

とすることが提案され、教学マネジメント会議において承認された。2023 年度にその具体

的実施方法の検討を教学マネジメント会議で進め、2024 年度には、「「協創力」を身に着け

た人材育成」を実現するための教育プログラムの実践を全学共通基盤科目として開始して

いる。この 2024年度の事業計画並びに教育成果は、各組織の自己点検評価プロセスに組み

入れられており、その報告は、その年度終わりに事業報告書として HP に掲載しており、法

人（理事会・常務理事会）において各年度の計画の達成状況の検証を行っている。 

 また、次の中期計画（2025 年 4 月 1 日～2030 年 3 月 31 日）の策定に際しては、2023 年

に受審した認証評価結果等を踏まえ、1.教育力の強化、2.学生支援力、就職・進学支援力の

強化、3.ブランド力・学生募集力の強化、4.国際力の強化、5.研究力の強化、6.地域連携・

社会貢献力の強化、7.IT・DX 推進力の強化、8.組織・経営力の強化の 8 項目を設定し、教

育の質保証、時代に即した学部再編と将来構想の検討、学生募集強化などが盛り込まれてい

る。 

評価の視点１：将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定 

      ・認証評価の結果等を踏まえた中・長期の計画等の策定 



 

 

 

 

２．長所・特色 

 建学の精神に基づいた大学の理念・目的をはじめ、各学部・研究科において理念・目的が

連関して設定されている。 

 

 

３．問題点 

 教育の現場である各学部・学科、研究科の理念・目的の設定の適切性を検証する。 

 

 

４．全体のまとめ 

 大学全体としては、建学の精神に基づいた理念・目的の設定、明示と公表は適切に行わ

れている。様々な媒体を通じて、建学の精神、理念や教育目的等の教職員及び学生、ステ

ークホルダーへの周知に努力している。また、中期計画に基づく年度毎の事業計画を示

し、定期的に検証・見直しを実施して、目標達成に向けて全学を挙げて取り組んでいる。 

 

  



 

 

第 2章 内部質保証 

１．現状説明 

 

2.1 内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

 

2023年 10月の大学基準協会認証評価における実地調査において、内部質保証に関わる

規程中の組織の役割が不明瞭であり実態に合わない点や、内部質保証の方針が分かりにく

いことを指摘された事を受けて、2023年度中にこれらの指摘課題を改善すべく関連規程の

改訂・充実と方針の明確化を進めた（全学自己点検評価委員会（全学委員会）、教学マネ

ジメント会議議事録、資料）。その結果、「城西大学自己点検・評価に係る規程」において

組織の役割を明確化し、新たに内部質保証に関する大学の基本的な考え方を示した「城西

大学内部質保証の方針」を策定して、その中に、改善を進めるプロセス等を円滑に進める

よう関連組織の連携方法などを詳細に記述した。すなわち方針では、内部質保証の推進組

織として、点検評価結果に基づく課題改善を全学に指示する「教学マネジメント会議」及

び「教学マネジメント会議」とは独立に、「学部・学科」、「研究科・専攻」「部局」の自己

点検・評価を指揮し、評価結果を統合する「全学委員会」、及び全学の自己点検・評価報

告書から課題を抽出し、改善施策を「教学マネジメント会議」に提案する「大学運営会

議」の三つの組織による質保証の全学的な PDCAの運用、さらに、学位プログラムの PDCA

や教育研究を支援する部局の PDCAと全学の改善課題に向けた PDCAの関係を明確にした。  

 これらの方針や手続きは、教学マネジメント会議で報告するとともに、全学 FDを通し

て周知を徹底し、また、ホームページ上に公開することで、全教職員に共有している（教

学マネジメント会議議事録、全学 FD開催通知他）。 

(理念等・ポリシー・各種方針：https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/) 

 

 

2.2 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

 

 学位プログラムの質保証に関しては、各「学部・学科」、「研究科・専攻」が責任を持つ

ために、学部、研究科の委員会あるいは担当者が PDCAの何を担うかを明確化することを

前提とした自己点検・評価を推進しており、授業レベルの PDCAについては、各組織の教

評価の視点１：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設定とその明示 

      ・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

      ・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織（全学内部質保証推進組織）の権限と役

割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研究科その他の組織との役割分担 

      ・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCAサイクルの運用プロセス

など） 

評価の視点１：全学内部質保証推進組織・学内体制の整備 

評価の視点２：全学内部質保証推進組織のメンバー構成 



 

 

務委員会等が責任を持つこととしている。これらの体制に基づいた本学の内部質保証プロ

セスでは、全学的な改善のための PDCAを推進する組織として「教学マネジメント会議」

が責任を負っているが、全学的な点検・評価のプロセスは、「学部・学科」、「研究科・専

攻」、及び教育研究を支援する「部局」における毎年度の自己点検・評価結果（中長期計

画に基づく事業計画の進捗状況も含む）に基づき、「個別点検・評価委員会（個別委員

会）」が取りまとめた自己点検・評価報告書原案を、「全学委員会」による自己点検・評価

報告書としてまとめることで進められる。 

 自己点検・評価報告書は学長に報告されたのち、常務理事会と共有され、必要な場合に

学長は常務理事会からアドバイスを受ける。学長・副学長等からなる「大学運営会議」に

よって、常務理事会からのアドバイスを加味して評価結果における課題が整理され、改善

計画案が作成される。改善計画案は「教学マネジメント会議」に提案・審議承認されたの

ち、「教学マネジメント会議」が具体的計画を策定し、「学部・学科」、「研究科・専攻」及

び各「部局」に改善の実施を指示する。 

 各部局における改善結果は、次年度の点検・評価の際に検証され、各部局の点検評価を

通して自己点検・評価報告書に反映される（全学委員会、教学マネジメント会議議事録及

び資料）。 

 内部質保証に関する主要な役割を果たす組織の役割と権限は、「城西大学内部質保証の

方針」にまとめられており、自己点検・評価に関わる組織のより詳細な役割権限等は、

「城西大学自己点検・評価に係る規程」に明記されている。 

「教学マネジメント会議」のメンバーは、委員長である学長ほか、副学長、学長補佐、

学部長、研究科長、別科長、事務局長、その他学長が必要と認めた者によって構成され

る。 

 自己点検・評価報告書をもとに、課題をまとめ、改善計画案を教学マネジメント会議に

提案し、対応を指示する「大学運営会議」のメンバーは、学長、副学長、学長補佐、事務

局長によって構成される。また、本学の自己点検・評価を総括する「全学委員会」のメン

バーは、委員長である評価担当副学長ほか、点検評価情報管理部長、図書館長、各学部

長、各研究科長、別科長、リベラルアーツセンター所長、数理・データサイエンスセンタ

ー所長、教職課程センター所長、教務部長、入試部長、学生支援部長、地域連携センター

所長、国際教育センター所長、大学事務局長、学長室長、点検評価情報管理部事務長によ

って構成される。さらに最終的な自己点検・評価報告書案作成の際には、評価の妥当性を

確保するために、学外の評価者（他大学、自治体、教育産業）を委員として加え、学外の

視点を加えている。 

 以上のことから、内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制は整備している。 

 

 



 

 

2.3 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

 

ホームページ上に掲載されている 2024年度入学者対象の３つのポリシーは文科省「三

つのポリシーの策定と運用に係るガイドライン」を参考に作成されているが、明文化され

ていなかったので、2024年度に「３つのポリシーを策定するための基本方針」としての素

案を作成し、来年度にはホームページ上に掲載予定である。なお、現在の３つのポリシー

に関しては、全学のポリシーを参考に学部・学科、研究科・専攻で作成しており、概ね整

合したものとなっている。この方針には、教育活動における継続的な質の保証と向上を図

るために、定期的な見直しのもとに運用を行うことが定められている（「３つのポリシー

を策定するための基本方針」）。 

「城西大学内部質保証の方針」にある方針及び手続きに従って、上記の３つのポリシー

の実現に向けて内部質保証の活動は概ね毎年度のサイクルとして実施される。 

 教育の PDCAを機能させる取り組みとして、2024年度入学者に対する３つのポリシーの

大幅な改訂への対応として、学習成果の検証を含めた自己点検・評価の実施体制を学位プ

ログラムレベル（学部、研究科レベル）、全学レベルで構築すべく、学部、研究科、部局

の構成員からなる新たに「教学マネジメント委員会」を「教学マネジメント会議」の下部

組織として設置して、内部質保証の各レベルの PDCAサイクルの連携を強化する事を進め

ている（教学マネジメント会議議事録）。現状では、各学部・研究科の３つのポリシーに

基づく教育活動の検証及び改善は、各学部・研究科における取り決めに基づいて PDCAを

回すこととしているが、各学部・研究科ごとの自己点検・評価報告書の作成と全学委員会

への提出を義務付けすることで運営支援を行なっている。しかし、2023年度の報告書への

記載事項が学部、研究科によって大きく異なり、全学的な教育活動の把握が困難な状況で

あったことから、2024年度から報告事項もきめ細かく指定し、一連のプロセスを推進する

支援組織である点検評価情報管理部が、全学委員会の指示のもと適切な PDCAサイクルが

円滑に推進されるように部局等に介入を行っている。  

  また、全学 DPの主要テーマとして”協創力”を掲げることで 2024 年度から開始し

た、学生全員が履修する全学共通基盤科目の実施をモデル教育とした各学部や研究科所属

教員による FDを通して、学習成果の可視化やそれに基づく改善を授業レベルで行う方法

を学部・研究科に周知することもポリシーに基づく教育活動の支援と考えている。 

評価の視点１：学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針の策定のための全学

としての基本的な考え方の設定 

評価の視点２：方針及び手続に従った内部質保証活動の実施 

評価の視点３：全学内部質保証推進組織による学部・研究科その他の組織における教育のPDCAサイクル

を機能させる取り組み 

評価の視点４：学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施 

評価の視点５：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上の計画的な実施 

評価の視点６：行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に対する適切

な対応 

評価の視点７：点検・評価における客観性、妥当性の確保 



 

 

 学部・研究科その他の組織における自己点検・評価は、毎年度の計画及び報告案の点検

評価情報管理部への提出を義務付け、個別点検委員会において認証評価における基準グル

ープごとに他の部署との議論の場を設けることで、客観性、妥当性の一助としている。ま

た、IR推進課が教学データ等を一元的に調査可能とする体制を整えつつあるので、学部ご

とに、留年、退学等との解析を通した客観的指標の提供を開始している。 

 本学の内部質保証の取り組みは、全学的に動き始めたのは最近であり、学習成果の向上

に十分寄与しているか検証できるまでには至っていないが、内部質保証の取り組みを進め

るにあたり、共通認識を得るための FDや研修など、教育手法、学習成果の可視化等に関

する複数学部教員の集まりや、学生支援に関する部局を超えた集まりによる議論の場を複

数回設定しており、学生を主体と考える意識が構成員に広がることには寄与をしている。

また 2024年度中に確立する予定の学部、研究科、部局における PDCAサイクルの推進に責

任を持つ委員会等の活動成果に基づき 2025年度から検証する予定である。 

 認証評価機関からの指摘事項に関しては、「全学委員会」で共有し、次年度の自己点

検・評価報告書に記載し、その報告書に基づいて学長副学長より構成される「大学運営会

議」が対応計画案を策定する。策定した対応策案に基づき内部質保証推進組織である「教

学マネジメント会議」に提案する。「教学マネジメント会議」は計画案を承認後、該当す

る学内各部署に具体的な対応計画が指示することになる。行政機関からの指摘事項は、

「大学運営会議」及び学長室学務課に共有されたのち、事務局長が該当事務局に対応を指

示することになる。その際、指摘事項は「教学マネジメント会議」にも通知され、全学的

な情報共有が行われる。 

 その他、全学委員会のメンバーとして学外の評価委員を加えているので、全学の自己点

検・評価の客観性・妥当性を高める工夫と言える。 

 

 

2.4 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表し、 

社会に対する説明責任を果たしているか。 

 

 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の公表については、ホーム

ページ上に公表している（https://www.josai.ac.jp/about/efforts/evaluation/、http

s://www.josai.ac.jp/about/information/）。大学の諸活動については適宜、父母との懇

談会、広報誌、SNSなどの媒体を利用して公表に努めている。 

 公開情報の正確性の確認については、ホームページに掲載する情報の完成後、作成部署

の責任者が内容を確認している（2022年度自己点検・評価報告書、第２章）が、全学レベ

ル、学部、研究科、部局レベルの公表情報に関する組織的なチェックシステムなどの仕組

みづくりは今後の課題と言える。 

 

評価の視点１：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表 

評価の視点２：公表する情報の正確性、信頼性 

評価の視点３：公表する情報の適切な更新 



 

 

 

2.5 内部質保証システムの適切性について定期的な点検・評価を行っているか。また、 

   その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 内部質保証システムの自己点検・評価は、「城西大学内部質保証の方針」及び「城西大

学自己点評価に係る規程」に、自己点評価報告書をまとめる際に、内部質保証システムが

有効に機能しているかの検証を、「教学マネジメント会議」及び「全学委員会」の中で、

行うことが明記されている。検証を行うにあたっての具体的な方法については明文化され

ているわけではないが、新しい内部質保証システムが始まった 2024年度では、目標（育

成すべき人材を示した全学 DP）を目指して、教育の充実と学生の学習成果の向上に向けた

教育活動を、組織的に行なっているか、定期的に継続して行なっているか、第三者の視点

を参考にしながら行なっているか、十分な情報公開のもとに行なっているか等の視点で検

証を行っている。 

 個別委員会の位置付けが不明瞭であることを 2023年度の自己点検・評価報告書で内部

質保証システムにおける全学レベルの課題の一つとして指摘されたことを受けて、2024年

度は、「個別委員会」の役割、権限ならびに、学部、研究科、部局において PDCAサイクル

を回すことに責任を持つ委員会等を明確化するための改善策を「全学委員会」で検討を進

めている（全学委員会議事録、資料）。また、個別点検・評価委員を認証評価の基準ごと

のグループに分け、全学的な課題への対応についても議論する場を設けることで、学位プ

ログラムの PDCAや教育研究を支援する部局の PDCAと全学の改善課題に向けた PDCAの関

係を明確にする仕組みを導入した。 

 

 

２．長所・特色 

 全学の内部質保証の推進に責任を負う組織として設置されている「教学マネジメント会

議」には、学長、大学執行部、各部局長、事務局管理職員が対面やオンラインで会議に参

加し、大学教員、事務局職員が一体となって教育研究活動の把握および教育の質の向上に

向けた PDCAサイクルを回す仕組みを導入している。 

 また、本学の内部質保証システムが円滑に運用されるように PDCAサイクルの展開を確

認する点検評価情報管理部では、学長室ＩＲ推進課と連携し、各部局における自己点検・

評価に必要なデータ提供及び分析結果の利用を促し、領域ごとの自己点検・評価報告書原

案を報告する「個別点検・評価委員会」を支援している。 

 さらに外部評価委員による「基準 4 教育課程・学習成果」、「基準 5 学生受け入れ」、

「基準 9 社会連携・社会貢献」のチェックを行い、学外の意見等を反映した自己点検・

評価報告書を毎年作成している。 

評価の視点１：全学的なPDCAサイクル等の適切性、有効性の定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価における適切な根拠（資料、情報）の使用 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

 

 

３．問題点 

 昨年度と同様、学習成果の可視化も含めてアセスメントポリシーが、明示されていない

学部・研究科もあるため、全学的な教育目標の達成の検証が不十分な状況であり、学部・

研究科による内部質保証体制の不均衡について、早急な対応が求められる。このことは学

生主体の教育という意識が学部・研究科間で大きく異なることとも関連するので、学生主

体の教育に関する FD の実施も次年度の重要課題として考える必要がある。 

「城西大学内部質保証の方針」の策定によって内部質保証に関係する組織についての不

明瞭な役割や権限はかなり改善されてはいるが、学部・研究科のやるべき業務が不明瞭で

あり、学位レベルと大学レベルの PDCAの関係をより明瞭にする必要がある。 

 

 

４．全体まとめ 

 新たな内部質保証体制を運用する初めての年度となるため、2023年度の認証評価の指摘

に対応するための改善計画案に沿った以下の活動を進めた。 

 「城西大学内部質保証の方針」を新たに策定するとともに「城西大学自己点・評価に係

る規程」を「城西大学内部質保証の方針」に合わせて改訂し、これに伴い新たな内部質保

証システムを FD・SD、「全学委員会」、「教学マネジメント会議」において周知し、教職員

に現状把握のための情報共有を継続的に行なった。また、IR推進課に情報分析の専門職員

を採用し、教学データ等を一元的に調査可能とする体制を整え、各学部にデータ利用に基

づく教学の課題改善への支援を開始した。 

 2023年度の報告書において問題点として指摘された課題に関しては、昨年度と同様、学

習成果の可視化も含めてアセスメントポリシーが、明示されていない学部・研究科もある

ため、全学的な教育目標の達成の検証が不十分な状況であり、学部・研究科による内部質

保証体制の不均衡について、早急な対応が求められる。 

 

  



 

 

第３章 教育研究組織 

１．現状説明 

 

3.1 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織の

設置状況は適切であるか。 

 

 本学は、建学の精神「学問による人間形成」に基づき、教育研究・学問の動向や社会の

要請、国際的環境を適切に踏まえた教育研究組織を設置している。本学の理念・目的に沿

って編成された教育研究組織は、学士課程では社会科学系（経済学部、現代政策学部、経

営学部）と自然科学系（理学部、薬学部）を融合した５学部８学科と大学院経済学研究

科、経営学研究科、理学研究科、薬学研究科の４研究科８専攻で構成されている(https:/

/www.josai.ac.jp/about/operation/organization/)。 

 総合大学という特徴を活かし文理融合した教育を取り入れ、社会の要求する有為な人材

の育成するとともに人類文化の発展に寄与すること理念とし、理念に基づいた教育研究上

の目的に照らして学部・研究科構成は適切である。 

 本学の附置組織は、今年度より語学教育センターを改編して全学共通の教養教育を行う

リベラルアーツセンターを設置した。また、先進的な数理科学の教育研究の基盤としての

役割を担う数理・データサイエンスセンター、理学・薬学の教育・研究支援のための機器

分析センター、生命科学研究センター、薬用植物園、アイソトープセンターをはじめ、地

域連携センター、国際教育センター、教職課程センター、スポーツ振興センター、女性人

材育成センターと図書館、水田美術館などから構成されている（https://www.josai.ac.j

p/about/operation/organization/）。 

 本学の理念に基づいた教育研究上の目的として幅広い教養と深い専門知識と専門的知識

や技能を備え、主体的かつ協同的に地域社会、国際社会に貢献し得る人材を養成するとい

う目的に照らして附置組織構成は適切である。 

教職課程の全学的な実施組織として、教職課程センターを設置している。全学部から教

職に係る教員を指導教員として配置し、教職課程を円滑に運営すると共に、教員養成に関

わる学習支援や情報提供を実施している。また、教職支援室を設置し、学生がいつでも学

べる環境を整え、有識者の相談員による支援も実施するなど、同センターを通じて、全学

的に教職課程を適切かつ効果的に運営している

（https://www.josai.ac.jp/teacher_training/）。 

 

 

3.2 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結 

評価の視点１：大学の理念・目的と学部（学科又は課程）構成及び研究科（研究科又は専攻）構成と

の適合性 

評価の視点２：大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性 

評価の視点３：教職課程等を置く場合における全学的な実施組織の適切性 

評価の視点４：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への配慮 



 

 

果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 教育研究組織の適切性については、整備された「内部質保証システム」に則り、担当部

署より選出された個別点検・評価委員（教育研究グループ）が各部局および各センターの

自己点検・評価シートを基に点検・評価を実施し、その結果を「全学点検評価委員会」へ

報告している。具体的には、授業アンケートを含む各種アンケート結果や志願・入学手続

き状況等の入試結果等のＩＲ情報、中期計画・事業計画、学則・諸規程などに基づき、各

部局で点検・評価を実施し、改善すべき点があれば、その内容を「大学運営会議」を経て

内部質保証推進組織である「教学マネジメント会議」に諮問し、その結果をふまえた改善

策およびその実施に関わる方針とともに、次年度の事業計画へ反映させている。 

 大学中期計画、事業計画に基づき、今年度、語学教育センターからリベラルアーツセン

ターへ組織の再編成を行ったが、今後、リベラルアーツセンターの活動を検証し、その有

効化に関する施策を検討する必要がある。また学問分野の動向、社会的要請等に留意しつ

つ、中期計画で示された通り、理学部では 2025年４月より東京紀尾井町キャンパスに情

報数理学科（入学定員 60名）を開設予定としており、適切な準備、広報戦略を打ち立て

てきた。それに伴い東京紀尾井町キャンパスで二校地制だった数学科を坂戸キャンパスの

みとし、入学定員を 120名から 60名とした。また、化学科は、「化学・生命科学科」へ名

称変更を予定している。2026年度には現代政策学部は名称変更、薬学部薬学科は収容定員

変更、経営学研究科は博士後期課程設置に向けた対応準備など、大学運営会議、教学マネ

ジメント会議で審議しながら教育研究組織の改善・向上に向けて取り組んでいる。 

 

 

２．長所・特色 

 本学は、建学の精神に則り、理念・目的、教育方針を定め、社会科学系と自然科学系が

融合した教育研究組織となっており、社会の要請等に応じながら発展してきている。また

教育研究施設として多くの附置組織があり、理念・目的の達成及び地域社会国際社会に貢

献し得る人材育成に向けて有効に機能している。 

 「リベラルアーツセンター」への組織再編成は、単に語学の知識に留まらず、学生に幅

広い教養を提供し、専門分野に偏らない総合的な知識と独立した思考力を育む一歩となっ

ている。 

 教職課程のための「教職課程センター」を設置しており、教職課程を円滑に運営すると

共に、教員養成に関わる学習支援や情報提供を実施し、学生が実践的な教育スキルを身に

つけることができる指導を行っている。 

 数理とデータサイエンスを駆使した課題解決力養える「情報数理学科」の開設により、

二校地制だった数学科が坂戸キャンパスのみとなった。化学科は、化学と生命科学を中心

に幅広い知識と技能を身につけ、社会で活躍できる人材を育成することができる「化学・

生命科学科」へ名称変更をおこなった。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく教育研究組織の構成の定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

 

 

３．問題点 

 2024年度以降は、新たに構築した内部質保証体制のもと、まだ行われていない各センタ

ーでの定期的な自己点検・評価に取り組み、その結果に基づく改善・向上を検討すべきで

ある。特に組織再編成した「リベラルアーツセンター」の活動を検証し、その有効化に関

する施策を検討すべきである。 

 「情報数理学科」設置におけるカリキュラムデザインにおいて、協創力を段階的に高め

るような授業の設置について検討すべきである。 

 2026年度には現代政策学部は名称変更、薬学部薬学科は収容定員変更、経営学研究科は

博士後期課程設置に向けた対応準備など、教育研究組織の改善・向上を図ることが望まれ

る。 

 

 

４．全体まとめ 

 学部・研究科および附置組織は、理念・目的に沿って適切に設置されている。学問・研

究の動向および国際化を含む社会的要請を考慮し、10を超えるセンターが活動している。

また、各学部・研究科及び担当部署において、中長期の事業計画に基づき、そこに示され

た重点課題および上記の問題点で抽出した課題を中心に、その解決に取り組んでいる。 

 組織の適切化に向けて、理事会、常務理事会が時宜を見て組織改編の可能性を精査し、

改善・向上を計っている。今後、本学の特色が発揮されるように、改善・向上を進めなが

ら教育と附置組織の連携を強化し、教育・研究を充実させる。 

  



 

 

第 4章 教育課程・学習成果 

１．現状説明 

4.1 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

   

建学の精神「学問による人間形成」に基づき、大学及び大学院において、全学の教育研

究上の目的と卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー、以下 DP)を定めた上で、

学部・学科、研究科・専攻ごと定期的に整合性等を確認し、策定している。建学の精神を

実現するために、「競争から協創へ」「協創力」を養う教育を掲げ、2022 年度に大学・大学

院全体の３つのポリシーの見直しを行い、2023年度に公表し、2024年度新入生から適用

している。 

【大学の DP】 

１. 学問における学びを通じて、教養を高め、自らの人間形成の基礎を培い、倫理観・責

任感を身につけ、常に社会の状況と課 題・ニーズに関心を持ち、人類文化の発展に貢献

しようとする心構えを有している。 

２. 大学での学びを通して、自己と他者とを尊重し、他者との対話を通して互いの理解を

深め、他者と力を合わせて何かを作り上げていくことを意味する“協創”によって、社会

に存在する様々な問題の解決を目指す志を有している。また、グローバルコミュニケーシ

ョンにおいて求められる基礎的な英語力を有している。 

３. 自身の専門に関する学びを通じて、専門における知識と技能に加え、思考力・判断力

を高め、将来にわたり自らの専門性を高めていこうとする心構えを有している。 

【大学院の DP】 

１. 学問における学びを通じて、教養を高め、自らの人間形成の基礎を培い、倫理観・責

任感を身につけ、常に社会の状況と課題・ニーズを解析し、人類文化の発展に貢献する能

力を有している。 

２. 大学院での学びを通して、自己と他者とを尊重し、他者との対話を通して互いの理解

を深め、他者と力を合わせて何かを作り上げていくことを意味する“協創”において、リ

ーダーシップを発揮する能力を有している。 

３. 自身の専門に関する深い学びを通じて、専門における知識と技能に加え、思考力・判

断力をさらに高め、新規の知見を見出し、また新しい価値観の創造に関わることで、極め

て高い専門性を獲得するだけでなく、それを将来にわたり発展させようとする態度を有し

ている。 

以上の３項目にわたる資質・能力を身につけたかという視点で評価し、学士、修士又は

博士の学位を授与すると明示している。この方針を踏まえ、各学部・学科および研究科に

おいて、授与する学位ごとに DPを定めている(資料 4-1 https://www.josai.ac.jp/about

/operation/policy/）。 

評価の視点１：課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、態度等、当該学

位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定（授与する学位ごと）

及び公表 

 



 

 

大学・大学院および学部学科、専攻のいずれの DPについて、大学ホームページ（HP)の

大学案内の『教育目標・各種方針・ポリシー』（資料 4-1 https://www.josai.ac.jp/abou

t/operation/policy/）に入学年度ごとに掲載し、社会に広く公表している。また新入生

に関しては、入学時のガイダンスで周知し、その他の学年は、年度初めの各学年ガイダン

スで確認・周知している。 

 

 

4.2 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

 

 建学の精神に基づき定めた DPに示す学修目標に、全ての学生が到達するように、カリ

キュラム•ポリシー（教育課程編成・実施の方針、以下 CP）に従ったカリキュラムを構築

している。 

【大学のＣＰ】 

１. 人間形成の過程で必要となる学びを提供するために、物事を多角的に捉える力、社会

と問との接点を探究する姿勢、人類文化社会へ貢献するための意識を養うという視点で、

全学部共通科目を含む必修科目を学生の段階的な成長を促すように各学年に設定する。そ

の評価は自己評価を基本とし、長期型ルーブリックを用いた評価をポートフォリオに蓄積

して学生自身による振り返りを促すとともに、教員による学びの促進を意図した形成的評

価を随時実施する。 

２. “協創“による社会問題の解決に取り組むために、全学部の学生が協力して課題解決

を創造する学内外連携授業を必修科目として各学年に設定する。その評価には、教員によ

る評価だけでなく、ルーブリックを用いた自己評価・ピア評価など多様な視点を取り入

れ、学習の成果物はポートフォリオに蓄積して、自身の振り返りを促す。英語力について

は、大学共通基本科目において習熟度別のクラス編成を実施して、個人のレベルに合った

学習を可能にする。 

３. 各学部・学科において求める専門性を獲得するという視点でカリキュラムを策定す

る。その評価には、学生の学習活動の改善を目的とした形成的評価を適宜行い、期末に記

述式試験を実施するだけで合否判定するのではなく、各科目の特性に合わせた様々な評価

方法を適用して、合否の判定を伴う総括的評価を実施する。その成果については GPAを用

いて学生に対してフィードバックを行う。 

  

評価の視点１：下記内容を備えた教育課程・編成・実施方針の設定（授与する学位ごと）及び公表 

      ・教育課程の体系、教育内容 

      ・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

評価の視点２：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 



 

 

【大学院のＣＰ】 

１. 人類文化の発展に貢献する能力を養うために、自身の専門を含む広い範囲の特論科目

もしくは特修科目を設定する。その評価においては、形成的評価を適宜行い、各科目の特

性に合わせた様々な評価方法を適用して、合否の判定を伴う総括的評価を実施する。 

２. “協創“による社会問題の解決においてリーダーシップを発揮するための科目とし

て、能動的活動を主体とする演習科目、もしくは講究科目を設定する。その学内外での学

びにおいて、多様な評価者が関わる形で形成的評価を行い、また、各科目の特性に合わせ

た様々な評価方法を適用して、合否の判定を伴う総括的評価を実施する。 

３. 自身の専門に関する学び及び探究を深めるため、研究論文作成を行う。研究計画の策

定及び研究実施の過程において形成的評価を適宜行い、合否の判定を伴う総括的評価は、

複数の研究科担当教員が関わる形で、各研究科が示す基準に基づき、論文審査及び最終試

験において行う。 

 以上の 3項目を設定している。この方針を踏まえ、各学部・学科および研究科・専攻に

おいて、授与する学位ごとに CPを定めている(資料 4-1 https://www.josai.ac.jp/about

/operation/policy/）。 

大学・大学院のいずれの CPについて、大学ホームページ（HP) の大学案内の『教育目

標・各種方針・ポリシー』（資料 4-1 https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy

/）に入学年度ごとに掲載し、社会に広く公表している。また、新入生に関しては、入学

時ガイダンスおよび年度初めの各学年ガイダンスで確認・で周知している。 

 

 

4.3 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教

育課程を体系的に編成しているのか。 

 

教育課程の編成については、学則に明示しており、新しく開設された全学共通基盤科目

である「協創力体験演習（必修）」とセミナー（ゼミナール）科目と基礎英語科目を含め

評価の視点１：各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

      ・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

      ・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮 

      ・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

      ・個々の授業科目の内容及び方法 

      ・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

      ・各学位課程にふさわしい教育内容の設定 

      ・初年次教育、高大接続への配慮（【学士】） 

      ・教養教育と専門教育の適切な配置（【学士】） 

      ・コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配慮等（【修士】【博士】） 

      ・教育課程の編成における全学内部質保証推進組織等の関わり 

評価の視点２：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の適切な実施 



 

 

た「基本科目（必修）」、各領域の専門性を修得する「専門科目（必修、選択必修、選

択）」、専門に関連する科目や教養教育科目で構成する「関連科目（選択）」、教職関連科目

などから構成する「自由科目（選択）」の 5つの科目群を設置して、各学部・学科では、

DP 達成のための CPに基づき、順次性と体系性に配慮するとともに授業科目を適切に配置

している。 

 特に 2024年度に開設された全学共通基盤科目は、DP１，２の達成に必要な３科目（い

ずれも半期・必修）を設置し、文理融合のアクティブ・ラーニング型授業となっており、

文系、理系という枠にとらわれない視点を養い、協創力を高めることを狙いとしている。

１年生で履修する「協創力体験演習Ⅰ」は、課題に対して、議論するなど能動的に取り組

むことで”協創”を体験し、相互理解・相互尊重の態度や課題解決の能力を身につけるこ

とを目的とした科目となっている。２年生では「協創力体験演習Ⅱ」、３年生では「協創

力実践演習」と体系的に履修するよう設定している。 

 大学院では、各研究科（専攻及び学位課程）において、CPに基づき、専門性を高める

「特論（特修）科目」「特論演習科目」と学位論文の指導等に関する「論文指導」を配置

し、科目の順次性及び体系性に加え、コースワーク及びリサーチワークのバランスに配慮

した教育課程を編成している（資料 4-2 https://www.josai.ac.jp/for_students/handbo

ok-for-students/2024_binran/）。 

 教育課程の科目の順次性及び体系性は、各学部・学科の履修系統図（カリキュラム・マ

ップ、カリキュラム・ツリー）や科目ナンバリングを整備し、ガイダンスでも活用するほ

か、いつでも確認できるようにホームページで示している（資料 4-1 https://www.josa

i.ac.jp/about/operation/policy/）。 

 一方、大学院では『学生便覧』やホームページに科目一覧表と履修方法を掲載している

のみであるため、教育課程の順次性や体系性及び学位授与方針との関連を分かりやすく示

す工夫が望まれる。 

 各科目の単位数については学則に明示しており、1単位の授業を 45 時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、授業形態（講義、演習、実験、実習、実技）

に応じ、教育効果及び授業時間外に必要な学習等の内容を考慮して、各授業の単位数を定

めている。この授業時間外の学習については、シラバスに具体的に記載している。即ち、

原則、対面での講義を中心とした科目を 2単位、演習を中心とした科目を 1単位と設定

し、講義要項等で周知している（資料 4-3 https://www.josai.ac.jp/inforesearch/syll

abus/）。 

 2023年度からは、授業１回あたりの授業時間を 90分から 105分に変更し、各学期を 13

週に改め、学修時間を確保しつつ、長期休暇期間には、インターンシップや海外留学、資

格取得等の正課外活動が積極的に取り組める環境に整えた。また、2024年度には 105分授

業の適切性を検証するため、学生に対して「授業時間等に関する意識調査」を実施し、調

査結果と今後の方針を公表した。 

 初年次教育として、大学では、経営学部で「基礎ゼミ」、理学部化学科で「化学基礎セ

ミナー」、それ以外の学部・学科では「フレッシュマンセミナー」を基本科目として配置

し、大学での学習に必要な知識やスキルを身につけ、主体的、自律的に行動することやコ

ミュニケーション能力を高めている。 



 

 

 高大接続に関して、新入生の入学決定時期に即した内容で、全学部で入学前教育を実施

しており、入学後の初年次教育や専門基礎教育に繋がるようにしている。一部の学部で

は、入学前にスクーリングして学ぶ機会や在学生からのアドバイスを受ける機会も設けて

いる。また、城西大学探究学習ガイドブックを作成し、附属および幾つかの近隣高校と協

定を結び、各学部・学科の特徴に合わせた大学教育の教育内容を提供している（資料 4-4

 https://www.josai.ac.jp/research_learning_guidebook/#target/page_no=1）。 

各学部・学科では、学士の基本となる「基本科目（必修）」および教養教育科目で構成

する「関連科目（選択）」、と各領域の専門性を修得する「専門科目（必修、選択必修、選

択）」の順次性及び体系性は、各学部・学科の履修系統図（カリキュラム・マップ、カリ

キュラム・ツリー）や科目ナンバリングで示している。なお、本年度はリベラルアーツセ

ンターが教養科目を見直し、次年度の開講に向けて準備を進めている（資料 4-5 https:/

/www.josai.ac.jp/about/operation/policy/2023/）。 

大学院研究科においては、マップのおよびツリーの策定の検討が行われているのが現状で

ある。 

 DPで示す「大学での学びを通して、自己と他者とを尊重し、他者との対話を通して互い

の理解を深め、他者と力を合わせて何かを作り上げていくことを意味する“協創”によっ

て、社会に存在する様々な問題の解決を目指す志を有している。」の修得の達成のため、

全学共通基盤科目「協創力体験演習」や、社会や産業界等での経験を有する実務家教員に

よる授業科目も幅広く開講し、より社会のニーズを踏まえた教育を実現している。このよ

うな授業は、シラバスに実務経験がどのように授業に生かされているのかを示している。

また、地域、社会、産業界での実習となる「インターンシップ」では、社会で必要とされ

る適正や将来計画を立てる力を身に付けることを目的として実施している。加えて、キャ

リア教育の一環として、キャリアサポートセンターにおいて入学時より段階的にキャリア

形成に関するガイダンスを実施し、チームビルディング、コンペティション力、思考力、

想像力の醸成を図っている。また、4年制は 2年次、6年制は 4年次に職業適性検査を実

施するとともに、キャリアデザインノートを配付し、自己理解を深め就活時の履歴書作成

に役立てている。 

 

 



 

 

4.4 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

 

 大学及び大学院設置基準に基づき、1単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容

をもって構成することを前提に、学則及び大学院学則に授業形態ごとの授業科目の単位の

基準を定めている。  

 単位の実質化を図るため、各学部・研究科のシラバスに、授業時間外の学習内容や時聞

を記載している。また、2023年度に各学部・学科で 1年間に履修登録できる単位数の上限

(CAP制）を「教学マネジメント会議」で例外規程の有無を具体的に協議・検討した上で、

学生便覧に明記し設定している。 

 履修指導については、年度初めのオリエンテーション期間に履修ガイダンスを実施して

おり、進級、卒業要件に関わる指導、履修上の留意点、成績評価と試験方法について説明

し、入学年度別の『学生便覧』にも掲載している。さらに、学生からの履修相談について

は、授業時間外にオフィスアワーを設けているほか、担任教員や事務職員、初年次の基本

科目であるフレッシュマンセミナー担当教員または、各学科の教科委員会委員が適宜応じ

る体制をとっている。 

 教務部が作成するシラバス作成ガイドラインに従い、シラバスの記載内容の統一を図っ

ている。シラバスには「科目名」「配当年次」等の基本情報に加え、「授業の目的・目

標」、「準備学習等の指示」、「教科書」および「参考書」を記載する欄を設けており、「授

業の目的・目標」には 3つの方針に準じて、カリキュラム・マップ、科目ナンバリング表

評価の視点１：各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための

措置 

      ・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（1年間又は学期ごとの履修

登録単位数の上限設定等） 

      ・シラバス内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業内容及び方法、授業計

画、授業準備のための指示、成績評価方法及び基準等の明示）及び実施（授業内容と

シラバスとの整合性の確保等） 

      ・授業内容、方法等を変更する場合における適切なシラバス改訂と学生への周知 

      ・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法（教員・学生 

間や学生同士のコミュニケーション機会の確保、グループ活動の活用等） 

      ・学習の進捗と学生の理解度の確認 

      ・授業の履修に関する指導、その他効果的な学習のための指導 

      ・授業外学習に資する適切なフィードバックや、量的・質的に適当な学習課題の提示 

      ・授業形態に配慮した 1授業あたりの学生数（【学士】） 

      ・研究指導計画（研究指導の内容及び方法、年間スケジュール）の明示とそれに基づく研

究指導の実施（【修士】【博士】） 

・各学部・研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推進組織等の関わり

（教育の実施内容・状況の把握等） 



 

 

と整合した記載となるよう促している。また、常勤・非常勤に係わらず全教員はシラバス

にオフィスアワーを明記し、学生からの質問等に対応できる体制を整備している。 

シラバス内の「準備学習等の指示」には、単位数の計算方法を示し、各教科に、授業の

方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、概ね 15 

時間から 45 時間までの範囲で授業時間を設定している。そこで、2023年度からは 105 分

の授業時間で 13週の授業期間となったことから、１回の授業に必要な授業外学修時間の

目安(実時間）を 1 単位の科目で 1 時間 15 分、2 単位の科目では 3 時間 30 分と設定

し、具体的な予習・復習時間を、内容とともに各学部・研究科の科目シラバスで指示して

いる。また、2023年度から、全学的に、土曜日を原則、休業日とし、対面授業等の実施を

ほぼ停止し、その分、各教科のシラバス内の指示に従った予習・復習等の自学自修による

学習時間の確保を容易に出来るようにしているほか、学内には個人やグループで学習でき

る「学習スペース」を多数配置し、環境面からもサポートしている。一方、学生アンケー

トで授業以外で週何時間程度学習しているかを調査した結果では、2022年度・2023年度

と変化は少なく、全くしていないが 16.7％、週 3～5時間が 24％であり、学習時間の確保

について課題といえる。 

 学修成果の可視化の一環として、2014年から全学で GPA（Grade Point Average）制度

を導入した。GPAの結果を、成績通知表や成績証明書に記載して学期ごとに通知すること

により、学生は、自らの学修成果の推移を知り、主体的に学習の管理ができるようなって

いる。また、年度初めには必ず履修ガイダンスを実施しており、進級、卒業要件に関わる

指導、履修上の留意点、成績評価と試験方法についても説明をしている。これらのこと

は、入学年度別の学生便覧にも記載している。尚、各教科における形成的評価は、大学ポ

ータルサイト「JU NAVI」及び eラーニングマネジメントシステム(WebClass 等)を用いて

各教員から出される演習問題や、教科によって実施される中間テスト、授業ごとの小テス

トの実施とフィードバックによって、学生の進捗状況を相互に把握できている。さらに、

2024年度より導入された「ＪＵポートフォリオ」により、学生は長期型ルーブリックを用

いて自己評価を基本とした評価を行い、教員は学びの促進を意図した形成的評価をするこ

とで学習の進捗状況と理解度を把握している。 

 授業期間 7週目（または 8週目）に、全学的には、授業中間アンケートを実施し、履修

者の状況把握に努めている。中間アンケートでは授業改善を目的としており、授業外学習

についても調査している。調査結果を受け、授業担当教員は、授業期間 10週目までに、

アンケート集計結果とともに授業改善等を検討し、授業中または、WebClass や各学部掲示

板を介して、履修者および IR推進課へフィードバックしている。期末に実施した授業評

価アンケートにおいて、授業中間アンケート後の学生の満足度や授業内容がシラバスと整

合性をもって実施されていたのかを確認し、各学部掲示板を介して、履修者へフィードバ

ックを行っている。さらに、一部の学部では、HP上へ行アンケート結果として公表を行っ

ている。 

教育課程の編成・実施方針に基づき、全ての学部・研究科において、教育研究上の目的

や課程修了時に身につけるべき知識・技能等の修得に適した授業方法として、科目の内容

に応じて講義・演習・実習の授業形態を採用している。 



 

 

 また 105分授業になったことから学生の主体的参加を促すため、科目の特性に応じて積

極的にアクティブ・ラーニング、課題解決型学習(PBL :Project Based Learning）、反転

授業、フィードルワークを取り入れるようシラバスガイドラインにて依頼しており、開講

授業科目の 63.8％が実施している。 

 なお、学生の学習を活性化するため、eラーニング、コモンズやグループ学習室、個別

学習室等を整備し、多種多様な学びを支援している。また、ハイフレックス型授業やオン

デマンド型授業を導入しており、授業動画を公開するなど学生が反復学習を行えるよう、

工夫している。 

 全教員は、年度末に担当授業に関する自己評価および授業改善計画等を含めた「教育活

動報告書」を学長・学部長宛に提出し、各学部・研究科等では、授業における改善の支援

等を行っている。 

授業形態に配慮し、語学科目、理学部化学科や薬学部で開講する実験系の科目について

は、1授業あたりの学生数を 1クラス 50名以下(実習においては、教員を複数名配置し、

教員や TA１名当たり 5～20名以下）に制限しているほか、「コミュニケーション基礎英

語」では、受講前にプレイスメントテストを実施し、その結果により習熟度別にクラス分

けを行い、効率的かつ円滑に授業を実施している｡また、300名を超える大講義は、実施せ

ず、超えた場合には、2クラス以上に分けて実施しているが、次年度からは最大 200名に

制限し、オンラインを活用した授業の制度化を検討している。 

シラバスの内容については、教務部による「シラバス作成のためのガイドライン」に則

り、各授業担当者が作成している。作成されたシラバスは、「全学教学マネジメント委員

会」を発信者として学位プログラムごとに確認し、必要に応じて、各担当者に修正を指示

しているほか、シラバス公開後に変更が生じた場合には、大学ポータルサイト「JU 

NAVI」及び eラーニングマネジメントシステム(WebClass等)を用いて学生に周知してい

る。なお、シラバスについての検証については、今後授業アンケート等で調査・検証する

予定となっている。 

 やむを得ない事由によりシラバス公開後に訂正等が生じた際は、本学のポータルサイト

JUNAVI及び WebClass を用いて学生へ周知している。更に、特に重要度が高い内容の変更

においては、別途、対象学生を集めてガイダンスを開き、周知徹底を図っている。 

 各学部・学科で 1年間に履修登録できる単位数の上限(CAP制）を設定している。また、

一部の学科において、上限を超えて履修登録を行うことを可能とした付帯事項に関して

は、「全学教学マネジメント会議」で全学的に検討・設定し、履修する学生に対する単位

の実質化を図る措置を取っている。 

学部における卒業研究指導に関しては、各学部・学科の単位に合わせて、年度初に学

部・学科において、実施開始、研究発表会や研究論文の提出スケジュール等のガイダンス

を実施するとともに、それらスケジュールに従って配属先のゼミや研究室の特徴を活かし

た研究指導が実施される。 

 大学院では、各研究科の学位課程ごとに、入学から学位授与までの研究指導のスケジュ

ール及び内容を『大学院履修手引』を通じて学生にあらかじめ明示している。その上で、

指導教員は入学時に提出する研究計画書に基づき、論文テーマの設定、調査等の論文作成

に向けた指導を行っている。 



 

 

 

 

4.5 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

 

 成績評価にあたっては学則にも明示しており、各科目のシラバスに記載した評価方法に

より実施し、学生便覧にも記載され評価基準を満たした場合に単位を認定している。 

成績評価の客観性及び厳格性を担保するため、学生が成績評価について疑義がある場合

は、当該教員に成績照会を求めることを可能としている。加えて、GPA 制度を導入し、成

績通知書で開示している。GPAの活用例として、管理栄養士を養成する薬学部医療栄養学

科においては、教職課程も併せて履修をする場合に必要な GPAの基準を設け、これを継続

的に維持することを求めている。 

 学生が他大学、大学院又は大学以外の教育施設等において履修した授業科目の単位及び

入学目前の既修得単位の認定については、学則・大学院学則の定めにより、本人の申請に

基づき、学部教授会又は研究科委員会で単位認定の可否を判断している。 

 教務部が作成するシラバス作成ガイドラインに従い、記載内容の統一を図り、「授業の

目的・目標」、「準備学習等の指示」、「授業の目的・目標」、「講義スケジュール」および

「成績評価方法」等に関し、事前に教員間で協議の上、コンセンサスを得て明示するとと

もに、「教務関係手引き」に成績評価のガイドラインを記載し、それに従って同一評価を

実施し、平準化を図っている。また、同一科目をオムニバス形式で実施する場合は、「講

義スケジュール」内の各コマに担当者名を記し、そのコマ数の比率に準じた中間試験や学

期末試験を実施し、協議の上、総括的評価を行っている。 

 卒業・修了要件については、学則及び大学院学則に規定し、『学生便覧』に学科又は専

攻ごとに明示している。また、学位の授与については、学則、大学院学則、「城西大学学

位規程」に基づき、学部においては「教授会」、大学院においては「審査委員会」「研究科

委員会」及び「大学院委員会」の議を経て、最終的に学長が決定しており、適切な責任体

制及び手続のもとで、適切に行っている。 

評価の視点１：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

      ・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

      ・既修得単位等の適切な認定 

      ・成績評価の客観性、厳格性、公正性、公平性を担保するための措置 

      ・卒業・修了要件の明示 

      ・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組織

等の関わり 

評価の視点２：学位授与を適切に行うための措置 

      ・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示・公表 

      ・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置 

      ・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

      ・適切な学位授与 

      ・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推進組織等の関わり 



 

 

 大学院においては、学位論文の審査に際しては、城西大学学位規程に定め、大学院履修

手引で周知を図っており、研究科及び学位課程ごとに定める学位論文審査基準又は最終試

験実施要領に基づき、複数名の審査委員による審査や学位論文発表会等、客観性及び厳格

性を担保するための措置を講じている。例えば、薬学研究科では、審査委員会において、

原則 2回以上の非公開発表を経て、主研究指導教員（配属講座主任）と複数の副研究指導

教員によって形成的評価と総括的評価の 2段階評価を実施している。副研究指導教員は、

研究分野が類似している教員及び研究分野が異なる教員あるいは学外者から選出してい

る。所定の評価を取得した学位論文については、各研究科委員会にて学位を授与すべきか

否か意見を取りまとめ、全学の「大学院委員会」に諮り、学長が学位授与の可否を決定し

ている。これらの過程を経ることで、学位論文審査について客観性、厳格性を確保してい

る。 

 

 

4.6 学位授与方針に明示した学生の学習成果の適切な把握及び評価しているか。 

 

学習成果を適切に把握するため、テスト、学生への授業アンケート調査、アセスメント

テスト、ルーブリック、卒業研究、修士論文、博士論文等に加えて、2024度全入学生から

JU-ポートフォリオを実施し、活用している。例えば、アセスメントテストとして、経営

学部、薬学部薬科学科、薬学研究科及び経済学部、理学部化学科では民間企業が提供する

PROGテストを 2022年度から実施し、2023年度からは、全学的に複数学年に対して実施し

て、成長度の一端を評価している。また、2024年度からは、卒業生アンケート調査や就職

先へのアンケート調査に加え、インターンシップや課外活動を含めた自己評価を基本とし

た長期型ルーブリックを用いた評価をポートフォリオに蓄積して学生自身による振り返り

を促すとともに、教員による学びの促進を意図した形成的評価を随時実施し、学修の向上

や就職活動などに役立てている。 

上記のように、多様で、複数の方法により学位授与方針に示した学習成果の把握・評価

に取り組みをはじめている現状であるため、実際に総合的に、どれをどれだけ成長すれ

ば、各 DPを達成したかを明確にするなど、今後、学習成果を適切に把握し、評価する方

策や検証の確立が望まれる。 

評価の視点１：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定（特に

専門的な職業との関連性が強いものにあっては、当該職業を担うのに必要な能力の修

得状況を適切に把握できるもの。） 

評価の視点２：学位授与方針に明示した学生成果を把握及び評価するための方法の開発 

      《学習成果の測定方法例》 

      ・アセスメントテスト 

      ・ルーブリックを活用した測定 

      ・学習成果の測定を目的とした学生調査 

      ・卒業生、就職先への意見聴取 

評価の視点３：学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等の関わり 



 

 

 2022年度に設置された IR室は、2024年度に学長室 IR推進課となり、各種アンケート

等の集計・分析、外部アセスメント（PROGテスト）の分析を行い、結果を各学部事務室に

提供している。 

テスト、学生への授業アンケート調査、アセスメントテスト(PROG テスト）、各学科共通

ルーブリック評価に加えて、2024年度入学生からは、全学的に JUポートフォリオになど

による自己評価を含めた複数の方法により学位授与方針に示した学習成果の把握・評価に

取り組んでいる。加えて、各学年、卒業時および数年後の就職先へのアンケート調査につ

いて、学生サービス課およびキャリアサポートセンター主導で、取り組みが開始された

が、それらの評価結果と学習成果との連間 自己評価を基本とした JU ポートフォリオ実

施されるようになって来ており、3つの方針の改定に伴い全学的なルーブリックを用いた

評価を行うこととしていることから、その着実な実行が望まれる。 

 

 

4.7 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。 

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 検証体制の点検・評価は、改定された「内部質保証システム」に則り、各学部・学科、

研究科は自己点検・評価シートを作成して点検評価情報管理部に提出をする。また、各学

部・学科、研究科より選出された個別点検・評価委員が各部署の自己点検・評価シートを

基に点検・評価を行い、「全学点検評価委員会」へ報告している。 

 具体的には、中期計画・事業計画、大学への満足度や学修・生活状況などの実態を把握

するための学生アンケートや卒業者数・就職者数・進学者数などのＩＲ情報、各授業中間

アンケート、授業期末アンケートを基に各部局にて点検・評価を行い、改善すべき点があ

れば大学運営会議を経て内部質保証推進組織である「教学マネジメント会議」にて改善実

施指示とともに、次年度の事業計画への反映を行う。またＦＤ等を実施し、教育課程の取

り組みについて改善・向上につなげている。 

 改善・向上に向けた取り組みの概要の例としては、2024年度ポリシーの見直しに伴い

「協創力」育成のため、全学共通基盤科目が開講された。また、授業時間を 90分から 105

分に変更したことについて効果測定を行いＩＲ推進課にて調査内容等の測定・分析を行っ

た。今後、ＩＲデータを基に教育活動の改善向上に向けた取り組みを引き続き継続してい

く予定である。 

  また、大学認証評価結果で改善課題となった「理学部における上限を超えた履修登録」

については、2024年度よりキャップ制に係る学則改正を行い、2024年度入学生から全学

部で運用しており、改善されつつある。今後、適切性を検証していく。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

      ・学習成果の測定結果の適切な活用 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 



 

 

各授業に対する点検・評価として、全学的に、教務部主導で、授業アンケートを授業期

間の 7週目に授業中間アンケートを、学期末に授業評価アンケートを実施している。授業

中間アンケートにおいては、結果を踏まえて各教員が授業改善に取り組み、授業期間 10

週目までに履修者にどのような工夫を講じるかについてフィードパックすることとなって

いる。さらに、期末の授業評価アンケートにおいては授業中間アンケート後の学生の満足

度を確認している。これらのアンケート結果や改善事例については全学 FD （または学

部・学科 FD）の機会に共有することとしている。 

 また、１つの教科をオムニバスで実施しているものに関しては、アンケートおよびフィ

ードバック期間の設定が難しいが、一部の学科では、期末時に学科レベルで、担当教員に

関するアンケートをとり、集計結果を担当教員に配布するとともに、ポータルサイトの

WebClassおよび掲示板上で、担当教員及び履修者へ次年度向けたフィードバックを実施し

ている。 

 

 

２．長所・特色 

 本学の教育理念の中核である「協創力」は、個々の専門性を発展させるだけでなく、他

者と協働して社会課題を解決する力を養成することを目的としている。この理念は、建学

の精神「学問による人間形成」を具体化するものであり、全学的な教育方針に組み込まれ

ている。特に「協創力体験演」は、本学の全学共通基盤科目として独自の教育プログラム

を提供しており、学部横断型のチームで現実の課題に取り組むことで、学生の協創力と問

題解決能力を向上させることが可能である 

 「協創力」を育む教育を基盤に、学位授与方針（DP）を明確に整備し、各学部・学科お

よび研究科・専攻ごとに定期的に見直しを行っている。このプロセスは、教育プログラム

の質向上に直結しており、社会のニーズの変化に迅速に対応している。 

 DP達成を目指した教育課程の編成・実施方針（CP）を策定し、「協創力体験演習」を中

心に据えた共通教育と専門教育の連携を強化している。特に全学共通教育では、文理を超

えた視点を養うことで、学生が多角的な視野で社会課題を考察する力を身に付ける教育環

境を提供している。 

 授業時間を 105分に設定したことにより、従来の授業よりも深い学びを実現することが

可能となっている。この形式は、グループディスカッションやプロジェクト型学習など、

より高度な教育手法を取り入れることを可能にし、学生の理解を深めるとともに主体的な

学びを促進している。 

 

  



 

 

３．問題点 

 大学院では、カリキュラムの順次性や体系性が十分に示されておらず、学位授与方針と

の関連性を分かりやすく示す工夫が求められる。履修系統図やカリキュラム・マップの策

定・公開を進める必要がある。                                                       

 各学部・学科の特性に応じた学習成果を測定するための指標に関して、2024年度入学生

か全学的に JUポートフォリオによる自己評価など複数の方法により DPに示した学習成果

の把握・評価に取り組み始めているものの、各 DPの達成度を評価するための明確な基準

を示すには至っていない。今後、学習成果を適切に把握し、評価するための方策や基準の

確立が望まれる。                     

 個々の授業科目の見直しに繋がる効果的なアンケートの実施に関して、１つの教科をオ

ムニバスで実施しているものに関しては、アンケートおよびフィードバック期間の設定が

難しく、より効果的な授業アンケート方策の見直しが必要と思われる。 

 

 

４．全体まとめ 

 本学の教育課程は、建学の精神「学問による人間形成」を基軸とし、「協創力」を中核

とした教育理念に基づいて体系的に整備されている。特に「全学共通基盤科目（協創力体

験演習）」は、本学独自の教育プログラムとして高い成果を上げており、学生が社会問題

解決に主体的に取り組む力を育成するものとして大きく評価されるものである。また、教

育評価手法の多様化やポートフォリオ活用を通じて、学習成果の向上を図る取り組みも顕

著に進められている。 

一方で、大学院教育における順次性・体系性の確保や、学部の教養科目と専門科目の配

置見直しなど、解決すべき課題も残されている。今後、全学的な視点でこれらの課題に対

応し、「協創力」をさらに強化した教育システムの構築を目指す必要がある。 

また、学習成果を適切に把握及び評価するための方策についてさらに検証と改善を続け

る必要がある。 

 

  



 

 

第 5章 学生の受け入れ 

１．現状説明 

 

5.1 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

 

 入学者受入の方針は、本学の建学の精神である「学問による人間形成」及び理念、教育

方針を踏まえ、学位授与の方針や教育課程の編成・実施の方針に基づいて定められてい

る。また、同方針内では、入学試験に関して、修得しておくべき知識等の内容・水準等を

明示した入学者受入の方針が設定されている。 

１. 多様な事象に興味を持ち、人々の暮らしにおける課題・ニーズは何かという視点を持

って、社会のルールに従って、責任感を持って行動し、自己の理想に向かって学ぶ意

思を有する人 

２. 他者との対話を通して自らを高め、他者と協力して社会の課題に取り組む意思を有す

る人 

３. 自らが学ぼうとする学部・学科における専門的な学びを修め、教養を高める意欲があ

り、そのために必要な学部・学科で指定する教科の学習に取り組んでいる人 

 

 各学部学科・研究科は、大学全体の方針とそれぞれで定める学位授与方針と教育課程編

成・実施の方針に基づき、入学前の学習歴、学力水準、能力等に関する求める人物像及び

その水準等を入学試験ごとに判定する方法を明示している。例えば、経済学部経済学科で

は、 

１. 多様な事象に興味を持ち、人々の暮らしにおける課題・ニーズは何かという視点を持

って、社会のルールに従って、責任感を持って行動し、自己の理想に向かって学ぶ意

思を有する人 

２. 他者との対話を通して自らを高め、他者と協力して社会の課題に取り組む意思を有す

る人 

３．自らが学ぼうとする経済学部経済学科における専門的な学びを修め、教養を高める意

欲があり、そのために必要な経済学部経済学科で指定する教科（英語、国語、社会

科、数学）の学習に取り組んでいる人 

としており、全学的な一体性・整合性が確保されている。 

各学部学科・研究科の入学者受入の方針は、理念・目的及び３つのポリシー、各種方針

とともに、本学ホームページにて公表している（https://www.josai.ac.jp/about/operat

ion/policy/）。 

評価の視点１：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ方針の適切な

設定及び公表 

評価の視点２：下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

      ・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

      ・入学希望者に求める水準等の判定方法 



 

 

また、大学案内及び学生募集要項には、大学全体及び各学部の情報が掲載されており、

受験生並びに保護者が理解しやすいように明示され、広く公表している。特に総合型選抜

では、「求める人物像」を学生募集要項の各学部学科のページに記載し、修得しておくべ

き知識等の内容・水準について補足説明を行っている。さらに、詳述した冊子「総合型選

抜 SPECIAL BOOK」を作成し、受験生へ配布することで「求める人物像」の周知に努めてい

る(https://admission.josai.ac.jp/examination/data/material/)。 

 

 

5.2 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切に整

備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

 

本学の学生募集活動は、入試部入試課を中心に各学部と連携し、にオープンキャンパ

ス、入試説明会、学内見学会、進学相談会、高校訪問、模擬授業、高大連携、SNSを活用

した広報活動など、さまざまな手法で展開している。 

 募集方法・選抜制度については、文部科学省から毎年度通知される「大学入学者選抜実

施要項」に則り、かつ入学者受入の方針に沿って、学長を委員長とする「入試制度検討委

員会」で学生募集の基本方針、入試制度及び日程、募集人数が検討され、「入学試験委員

会」で実施方針が審議・決定される。また、これらの委員会の方針に基づき、各学部では

学部長を委員長とする実施委員会において実施案が検討され、教授会の決定を経て成案と

されている。 

 学士課程では、「学校推薦型選抜」「総合型選抜」「一般選抜」「共通テスト利用選抜」

「特別入試」「編・転入試」等の入試制度を設けている。各研究科の学生募集は、各研究

科の責任において実施され、入学試験の出願資格、選抜方法等は、各研究科で定め実施し

ている。「一般入学試験」「社会人入学試験」「特別入学試験」「推薦入学試験」等の様々な

方式による入学試験が実施されており、学部・研究科ともに制度、運営体制を適切に整備

している。 

 入学者選抜実施については、学長示達を事前に通達し、面接試験担当者および筆記試験

監督者に対し公平性を徹底するようにしている。合否については、各学部・研究科におけ

る判定教授会等において厳正に審査し、審査結果については、全学入試判定委員会にて審

議されている。 

評価の視点１：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定 

評価の視点２：授業料その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

評価の視点３：入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切な整備 

評価の視点４：公正な入学者選抜の実施 

      ・オンラインによる入学者選抜を行う場合における公正な実施 

評価の視点５：入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

      ・オンラインによって入学者選抜を行う場合における公正な受験機会の確保（受験者の通

信状況の顧慮等） 



 

 

 また、印刷物及びホームページへの掲出により、募集人数、志願者数、受験者数、合格

者数、入学者数、倍率、合格者最高点、合格者最低点が公表され、受験生に情報提供して

いる。さらに、著作権により公表できない場合を除き、過去 3年間分の入学試験問題をホ

ームページに掲出することで、全学的に入学者選抜の公正性・透明性を担保している（ht

tps://admission.josai.ac.jp/examination/past/）。 

 入学にあたり必要な費用（入学申込金、授業料、その他の費用）に関しては、学生募集

要項に明示するとともに、提携教育ローンや国の教育ローン、大学独自の奨学金や日本学

生支援機構の奨学金制度等も含め、本学ホームページに掲載している（https://admissio

n.josai.ac.jp/examination/scholarship/）。 

 また、本法人内設置学校からの編・転入者及び大学院への進学者の入学金免除などにつ

いても募集要項に記載し、経済的支援に関する情報を提供している。 

 各学部・学科では、特待生入試制度に関する規定に基づき、入学者受入の方針に合致す

る知識と意欲を有する受験生を対象として、一般選抜 S日程（学業特待生選抜）及び一般

選抜 A日程で、成績上位合格者に対して授業料の減免を行う「特待生入試制度」や留学意

欲のある学生に奨学金を給付する「グローバルチャレンジ奨学金制度」を設置している

（https://admission.josai.ac.jp/examination/schedule/snittei2024/）（https://admi

ssion.josai.ac.jp/examination/scholarship/global/）。 

 

 

5.3 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか。 

 

 本学では、大学全体での定員管理方針に基づき各学部学科・研究科で入学定員・収容定

員の管理を行っている。入学試験実施後、各学部の教授会の下部組織として設置された入

試実施委員会等が、昨今の志願者動向や他大学の志望動向を適切把握し、合格判定案を作

成する。その後、教授会で審査され、学長を委員長とする入試判定委員会において報告・

決定されている。 

 また、入学者確定後（4月 1日付）、入学試験委員会が、入試結果として入学定員の充足

状況を確認している。学士課程における入学定員充足率は過去５年間の平均で 0.85，収容

定員充足率は過去５年間の平均で 0.92と若干下回っている。大学院については、各研究

科委員会が入試の合否判定を行い、入学定員の超過・未充足については、大学院委員会が

定員の充足率を確認している。大学院全体の入学定員充足率は過去 5年間の平均で 0.66、

収容定員充足率は過去５年間の平均で 0.63といずれも下回っている。 

評価の視点１：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

      ・入学定員に対する入学者数比率【学士】 

      ・編入学定員に対する編入学生数比率【学士】 

      ・収容定員に対する在籍学生数比率 

      ・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 



 

 

 定員の未充足の学部学科に関しては、積極的な進路説明会への参加、高校訪問、高大連

携、SNSを活用した広報活動、多様な入学者選抜制度を通じて募集活動を実施している

が、近年の 18歳人口の減少による影響も大きく、一部の学部学科、研究科では入学（収

容）定員率が不十分な状況が続いており、今後の対応策が検討されている。 

 なお、入学者の数、収容定員及び在学する学生数については、本学ホームページ大学情

報公開内教育情報の公表のページで公表している（https://www.josai.ac.jp/about/info

rmation/publication/）。 

情報公開については、他部署との連携を通じて、日常的に検証され、最適化に取り組ん

でいる。 

 

 

5.4 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結

果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 入学者受入の適切性については、各学部学科・研究科において、入学者選抜結果や入学

者の本学に対する満足度などのアンケート調査結果に基づいて点検・評価が実施され、

「入学試験委員会」にて各学部・研究科長より報告される。 

 また、新しく整備された「内部質保証システム」に則り、個別点検・評価委員（入試グ

ループ）が各部局の自己点検・評価シートに基づいて点検・評価を行い、その結果を「全

学点検評価委員会」へ報告している。さらに、入試に関連するＩＲデータ（入試形態別の

在学生成績分析等）を基に点検・評価を行い、外部評価委員による評価・指摘を受けてい

る。改善すべき点が認められた場合には、「大学運営会議」を経て内部質保証推進組織で

もある「教学マネジメント会議」にて改善指示がなされ、次年度の事業計画へ反映され

る。必要に応じて、入試制度の見直しも実施される。 

 改善に向けた取り組みとして、本年度はオープンキャンパス実施回数を増やし、更にナ

イトオープンキャンパスを新設し、休日に参加できない受験生向けに夕方開催を設定し

た。理学部化学科及び薬学部薬科学科では、３日間の研究室インターンシップを実施し、

高校生に大学での研究体験を提供した。また、入試制度も新しく公募制推薦入試や学業特

待生選抜 S日程を追加し、受験の選択肢を拡大した。さらに、一般選抜 A日程では以前か

ら実施していた本学・東京会場に加え、仙台及び新潟会場を地区会場として新たに追加

し、受験生が地元で受験できる機会を確保した。外国人留学生の留学生の募集強化に対し

ては、ベトナム現地での学校説明会に入試課職員を派遣し、募集活動を実施した。オープ

ンキャンパス自体も来場者数は昨年度より増加しており、年内入試の総合型選抜 A日程、

学校推薦型選抜 A日程の出願者も増加したが、一部の学部学科については、前年比出願率

が減少しており、年明け入試（一般選抜、共通テスト利用選抜）の志願状況、手続き状況

を確認しつつ、対策を講じる方針である。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

 また、多様化する入試制度により入学した学生の入学後の学修状況等を踏まえ、今後、

入学者選抜の妥当性等を検証する予定である。          

 大学院募集については、長期履修制度を導入することで、社会人学生の受験機会を強化

した。また、海外からの受験希望者向けにホームページで広く周知している(https://ww

w.josai.ac.jp/gra_pharmacy/medicalnutrition_major/gvm/)。 

 

 

２．長所・特色 

学部に関しては、オープンキャンパス、進路説明会、高大連携等を実施することによ

り、本学の学部学科に関する理解が深められている。特に年内入試（総合型選抜や学校推

薦型選抜）においては、志願者数が増加した。各学部では、アドミッションポリシーに基

づき厳正な選抜を実施しており、評価配点を面接審査に重点的に配置することにより、学

部学科のミスマッチ等の解消、学習意欲低下による除籍・退学の減少、並びに学生満足度

の向上等が期待される。 

 

 

３．問題点 

 近年、18歳人口減少傾向や大学院進学率の低迷の傾向は続いている。積極的な進路説明

会への参加、高校訪問、高大連携、SNSを通じた広報活動、多様な入学者選抜制度を通じ

て募集活動を実施しているが、一部の学部学科及び研究科では入学（収容）定員率が不十

分な状況が継続しており、今後の対応策の検討が求められている。 

 

 

４．全体まとめ 

本学では、学生の受け入れ、在籍学生数及び収容定員の適切な定員管理を継続的な目標

としている。入試に関連するＩＲデータ（入試形態別の在学生成績分析等）の点検・評価

結果、「大学運営会議」や「教学マネジメント会議」における改善指示に基づき、本年度

の具体的な諸施策の実施結果を踏まえ、さらなる工夫を進め、定員充足に努める方針であ

る。 

 オープンキャンパス方法（研究室インターンシップ等を含む）及び入試制度において、

推薦や選抜日程の新設・地区会場等の工夫を加え、海外での説明会や外国人留学生の募集

の強化等も実施した。その結果、オープンキャンパス来場者数増加、年内入試の出願者増

加が見られた。しかし、一部の学部学科では出願率が減少しており、今後の入試状況を注

視し、必要な対策を講じる必要がある。 

 大学院募集は、長期履修制度を導入により、社会人学生の受験機会を強化するととも

に、海外からの受験希望者向けにホームページで広く周知している。今後も必要な対策の

検討を継続する。 

さらに、SNSをはじめとする ICT潮流の変化に対応した広報活動、障がいある学生の受け

入れ体制の整備、大学独自の奨学金を含む奨学金制度とその充実や広報についても継続し

て検討する必要がある。 



 

 

  



 

 

第 6章 教員・教員組織 

１．現状説明 

 

6.1 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部・研究科等の教員組織

編成に関する方針を明示しているか。 

 

大学として求める教員像や教員・教育組織編成の方針は、「教員・教員組織の方針」と

して設定されている。この方針は、建学の精神である「学問による人間形成」を踏まえ、

大学及び各学部、研究科の理念・目標を理解してその実現に向けて学生の意欲を向上さ

せ、教育研究に取り組むこと、及び、大学が社会から求められる役割を認識し、大学運

営、社会貢献を他の教員と協力して推進することがあるべき教員像として求められてい

る。 

 教員組織の編成にあたっては、文部科学省の設置基準に則った基幹教員数を配置すると

ともに、大学及び各学部、研究科の理念・目標を達成するために十分な教員組織を整備す

ることを方針としており、本学の HPで広く公表しており、学内でも共有されている（htt

ps://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/）。 

 各学部・研究科・センターの求める人物像は、本学の「建学の精神」それぞれの「理

念」や「研究上の目的」を理解していることを求め、また本学での教育研究活動を遂行す

る能力を求めている。 

 例えば経営学部の教員組織の編成方針は、「大学設置基準等関連法令の求める基準を充

たすとともに、本学の教員組織の方針と経営学部が求める教員像に合致した教員を適切に

配置することを教員組織の編成方針とする。本学の中期目標を踏まえつつ、本学部に適切

な教員組織を編成する。年齢、性別、実務経験者と学術的研究者等のバランスにも配慮

し、専門領域をはじめとした各種の多様性を確保する。そして、教育、研究、社会貢献、

学部運営等の課題に対し、組織力・チームワークによって適切に対応できる委員会等の体

制を構築する。また、教員の募集、採用、昇格には適切性、透明性を保ち、大学、学部の

求める専門性を重視し、ファカルティ・ディベロップメントによって、教員組織としての

質の向上を継続的に目指す。」としている。 

 各学部・研究科等の方針は本学の HP で広く公表しており、学内でも共有されている

（https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/）。 

 

 

評価の視点１：大学として求める教員像の設定 

      ・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等 

評価の視点２：各学部・研究科等の教員組織の編成に関する方針（分野構成、各教員の役割、連携のあり

方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 



 

 

6.2 教員組織の編成に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員組

織を編成しているか。 

 

本学の大学全体及び各学部の基幹教員数は、大学設置基準等に定められた必要教員数を

満たし、適正な配置をとっている。 

 教員組織の編制については、各学部のカリキュラムに従い、その軸となる学問領域を中

心に基幹教員を配置し、上記方針と教員組織との整合性を取るとともに、各学位課程の目

的に即した教員配置を実現している。 

 本学大学院の研究科教員は全員が学部に所属しており、研究科として独自に教員採用に

関わる議論を行うことはなく、教員の採用・昇任については学部において意見をまとめて

それを学部長から学長さらに理事長に上申する形式をとっている 。教員組織の編制に当

たっては、年齢、性別等のバランスにも配慮することを示している。 

大学全体の基幹教員（教授・准教授・助教等）の男女比率については、大学全体で男性

名 159名（73％）、女性 58名（27％）と男性が多いが女性教員は各学部に配置されている

（https://www.josai.ac.jp/about/information/publication/kyoin/）。 

また、外国人教員数は、大学全体で 14名（6％・男性 7名、女性 7 名）となっており、

各学部・センターに配置されている。 

大学教員の年齢構成は、20-30歳代 21.6%、40-50歳代 56.7%、60歳以 21.6%と広く分布

しており、職位においては教授 43.6％、准教授 29.1％、助教等 27.3％、教育研究を実施

するうえで支障がでないよう、全体としてバランスに配慮している

（https://www.josai.ac.jp/about/information/publication/kyoin/）。 

教育上主要と認められる授業科目における基幹教員の配置について、各学部・学科では

全学共通基盤科目、基本科目（語学科目除く）、専門科目の主要科目および各研究科の授

業科目についてはそれぞれの専門性に即した基幹教員が原則配置されている。                                        

大学院における研究科担当教員はすべて学部に所属するため研究科独自の採用は行って

いないが、研究科担当教員の資格については、「城西大学大学院担当教育職員資格審査内

規」により、所属する研究科長の推薦に基づき「研究科委員会」において資格を審査し、

所属教員の資格を決定している。薬学研究科では、5年に 1度、業績調査を実施してお

評価の視点１：大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

      ・教員組織の編制に関する方針と教員組織の整合性 

      ・各学位課程の目的に即した教員配置 

      ・国際性、男女比 

      ・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成への配慮 

      ・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授又は准教授）の適正な配置 

      ・研究科担当教員の資格の明確化と適正な配置 

      ・教員の授業担当負担への適切な配慮 

評価の視点３：教養教育の運営体制 



 

 

り、内規に定めた基準を満たしているかを確認している。また、研究科担当教員の配置に

ついては、教育課程の運営上必要な教員を充てることとしており、適正に行っている。 

本学では、期間教員一人当たりの責任コマ数を通年換算で 6コマ、超コマ手当の支給上

限を 10コマとすることで、過度な担当コマ数を抑えるようにしている。2024年度の基幹

教員一人当たりの担当授業コマ数の通年平均値（大学院・学部・短大・別科を含む）は、

経済学部が 8.4、現代政策学部が 7.3、経営学部が 7.7、理学部が 8.8、薬学部が 8.1、リ

ベラルアーツセンターが 7.1となっており、特に、理学部化学科（11.3）、薬学部薬科学

科（9.6）と数値が高いが、大学全体では 2023 年度平均 8.2に対し、2024年度は平均 7.9

と授業単負担は軽減されている。しかしながら、理系学部・学科では実験実習の授業など

もあり、いまだに 10 コマを超過する教員が存在する。このため、大学では全学部・セン

ターを通じて各学部（学科）、研究科（専攻）の担当委員会等にて、カリキュラムの再検

討を行い、その一環として授業科目数の削減を含めた対応を引き続き検討・実施してい

る。これによって、教員の研究時間を確保と教育研究の質を担保するための取り組みを行

っている。 

今年度より基幹教員制度が始まったばかりであり、他大学・企業等を兼務するクロスア

ポイントメント制度の対象者はいない。 

職員と教員の役割分担、協働・連携については、全学的になされており、「城西大学学

則（第 15条）」、「城西大学大学院学則（第 8条）」に教育研究実施組織等に「その教育研

究上の目的を達成するため，教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制す

る。」と規定しており、それぞれの役割や責任に関して明記している（城西大学学則 htt

ps://www.josai.ac.jp/media/31-gakusoku-daigaku_20240917.pdf）（城西大学大学院学則

 https://www.josai.ac.jp/media/30-gakusoku-daigakuin_20240917.pdf）。 

 教職協働による大学運営ができるよう、FD 研修・SD研修への教職員の参加や各種全学

委員会の参加など推進しているが、一方で、実際は教員と職員の職掌が不明確である部分

もあり、一部教員への過度な職務負担が生じている。 

本学ならびに本学大学院の学則にて指導補助者の制度が設置されており、指導補助者に

対し必要な研修を行うことが定められている（城西大学学則 https://www.josai.ac.jp/

media/31-gakusoku-daigaku_20240917.pdf）（城西大学大学院学則 https://www.josai.a

c.jp/media/30-gakusoku-daigakuin_20240917.pdf）。例えば、薬学研究科の大学院生は指

導補助者（ティーチング・アシスタント）として、教員の教育補助を行なっている。年度

はじめに研修会を実施しており、教育に関連する教員向けの FDに参加する機会も設けて

いる。 

 

 

6.3 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関する基準及び手

続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 



 

 

教員の募集については、学長示達において「募集については公募が望ましい。」と明示

して HPに教員公募のページを作成し募集を行っている。同時に、JREC-INにも公募情報を

公開し、広く募集している。教員の新規採用については、各学部の教員組織編制方針に基

づき、必要な人員を選考し、適任者を学長へ推薦し、学長から理事長へ上申し、理事会で

審議することになっている。昇任については、城西大学業務規則に従い、採用・昇任を実

施している。採用・昇任に関しては、学部ごとの規定に則して資格審査を行い、全学の基

準であるステップ評価制度に基づいて学長に推薦する。ステップ評価制度は、職位事に昇

任時に必要な論文数などが示された評価表を用い、教育研究業績や社会貢献活動などを確

認し評価する制度で、本学の基準としている。各学部から推薦された候補者について、

「全学教員評価委員会」での審議を経て学長から理事長へ上申し、理事会によって決定さ

れる。大学院研究科の基幹教員はすべて学部に所属するため、研究科独自の採用は行って

いない。ただし、研究科ごとの取り決めにより、研究指導教員及び研究指導補助教員の資

格を審査し、研究科委員会において所属教員の資格を決定している。 

 以上のように、教員の募集・採用・昇任は明文化した規定と手続き、及び客観的な審査

に基づいて公正に行われており、適切と判断できる。一方で、ステップ評価の詳細は開示

されてないことから、教育の質向上のためには教員評価を客観的に公平にそして透明性を

持って実施することが望ましいので、本評価の開示の是非を含めた議論が必要である。 

 

 

6.4 ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の

資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

 

本学における FD 活動は、「城西大学・城西短期大学 FD委員会規程」に基づき、学長を

委員長とする全学 FD 委員会を中心に、組織的に全学的な FD活動を実施している。全学 FD

研修会は 、ＦＤポリシーに基づき教員の教育・研究活動等の改善を目的に実施している

他、特別ＦＤ研修会も行っている。研修会には教員だけでなく、事務職員も参加してお

り、2024年度は「リベラルアーツ教育について」や全学共通基盤科目「協創力体験演習

Ⅰ」の成果と課題の報告、「学修者本位で協創する学びの実現に向けて」外部講師による

「学問への扉」について現在までに 4回実施した。なお、研修会終了後には参加者へのア

ンケートを実施し、意見の聴取等も実施している。FDには毎回 300人前後の教職員全員が

参加している。また新任教員向けに「新任教員研修会」を毎年４月に開催し、大学の理

念・目的、各種方針等、各センターの教育活動等を共有する場としている。さらには、SD

研修会を現在までに 2回実施しており、これについても教員および職員が参加している。 

評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 

評価の視点３：指導補助者に対する研修の実施 



 

 

 各学部・研究科・センターではそれぞれ独自の FD委員会を設置しており、それぞれの

特徴に応じた活動を実施している。実施内容については、報告書を作成、大学に提出して

おり、全学 FD委員会での報告を通じて共有化を図っている。 

教員の教育活動の評価として、各学期に授業中間アンケートならびに期末アンケートを

実施している。授業ごとのアンケート集計結果は各教員に配布され、全教員が授業中間ア

ンケート後に授業の改善報告を提出している。 

 教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価については、毎年度、すべての教員から

「教育活動報告書」、「研究者業績データベース」を Webにて提出を求めており、それを基

に各所属長は教育・研究活動をはじめとして、大学運営に対する貢献度、社会との関係強

化等、幅広い対象をもって「ステップ評価表」を作成している。 

 教員の研究業績については、大学の HPで公表している。また、教育研究活動において

卓越した貢献をした教職員を顕彰する目的で「城西大学・城西短期大学顕彰制度」を設

け、表彰している。 

 以上のように、教員の資質向上の取り組みは適切なものと評価している。 

2024年度の授業中間アンケートの回収率は学部・学科間で異なり 38%〜99%であった。

講義に対する学生の評価は授業の内容、話し方、資料の適切さ、学生への対応などを各 4

段階評価しており、いずれも平均値が 3.5付近あるいはそれ以上を示す高評価であった。

教員からの改善報告書の提出率は 49.5%であり、アンケートを十分に活用している結果で

ある。 

 また、各学部・センターでは「城西大学・城西短期大学学部等教員評価委員会内規」に

基づき、全学では「城西大学・城西短期大学 全学教員評価委員会内規」に基づき、評価

委員会を通じて提出された「ステップ評価表」および「業績評価報告」をもとに評価を実

施している。 

本学では、学部ではワークスタディ・プログラム（WSP）制度、研究科ではティーチン

グ・アシスタント（TA）制度があり、学部生・大学院生が低学年の指導補助を行ってい

る。TA制度に関しては、研修を実施した後運用している。WSP制度は各授業単位で研修を

行なっている学科もあるが、まだ本制度を十分に活用できていない状況である。 

 

 

6.5 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をも

とに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教員組織の適切性については、全学については、「全学委員会」を通じて、学部・研究

科・センターでは、それぞれの点検・評価委員会を通じて、点検・評価を実施している。

また、「内部質保証システム」に則り、各学部・研究科・センターには、毎年度、評価シ

ートの記入を求め、各部局にて PDCAサイクル内容を振り返るようにしている。評価シー

トは、点検評価情報管理部委員会が内容を確認し、全学委員会で情報共有するとともにそ

の内容についての改善すべき点があれば「大学運営会議」を経て内部質保証推進組織であ

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

る「教学マネジメント会議」にて改善指示とともに、次年度の事業計画への反映を行う。

取り組みについては、法令上必要とされる教員数を適切に管理し、不足が生じないように

人事計画に基づき適切に行った。また本年度より導入された基幹教員制度については、次

年度以降検証を行い、さらなる有効化について問題点の整理を行う予定である。 

 以上から、教員組織の適切性に関する定期的な点検・評価、改善・向上に向けた取り組

みはおおむね適切に行われているものと判断できる。 

 

 

２．長所・特色 

本学は 2024年度より基幹教員制度を導入した。導入にあたっては、教職員に基幹教員

制度について理解を深めるため、2024年 2月に特別ＦＤ研修会を開催した。基幹教員とな

る専任教員は各学位プログラムの編成に責任を担うため、教授会規程の教授会構成の見直

しを行った。また大学全体及び各学部の基幹教員数は、大学設置基準等に定められた必要

教員数を満たし、適正な配置をとっている。 

 

 

３．問題点 

基幹教員導入において、今後、クロスアポイントメント等の働き方の多様化や民間から

教員を任用する場合は、教育研究の質の低下を招かないよう、基幹教員の情報（学位、教

育及び研究業績、経歴など）を公表し、外部からの検証が受けられるようにデータベース

の整備が求められる。 

 また、中長期的な視点で採用計画を策定し、適正な教育組織の整備を行う必要がある。

さらに、基幹教員一人当たりの担当授業数が過大となっている教員がいるため、引き続き

改善に向けカリキュラムの整備を行うなど、教育研究の質の確保・向上を図ることが望ま

れる。 

 

 

４．全体まとめ 

大学として求める教員像や教員・教育組織編成の方針は、「教員・教員組織の方針」と

して設定されており、大学ＨＰで広く社会に公表している。各学部の求める人物像は、建

学の精神である「学問による人間形成」を踏まえ、それぞれの「理念」や「研究上の目

的」を理解していることを求め、また本学での教育研究活動を遂行する能力を求めてい

る。本学の大学全体及び各学部の基幹教員数は、大学設置基準等に定められた必要教員数

を満たし、適正な配置をとっており、教員組織の編制については、各学部のカリキュラム

に従い、その軸となる学問領域を中心に基幹教員を配置し、上記方針と教員組織との整合

性を取るとともに、各学位課程の目的に即した教員配置を実現している。 

 しかし教員の授業担当負担については、徐々に改善はされているものの、授業科目数の

削減を含めた対応を引き続き検討・実施している。これによって、教員の研究時間を確保

と教育研究の質を担保するための取り組みを行っている。 

 



 

 

  



 

 

第 7章 学生支援 

１．現状説明 

 

7.1 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に関する

大学としての方針を明示しているか。 

 

「学生支援の方針」については、大学ホームページにて以下の通り掲載している。 

◆学生支援の方針 

多様な学生が安定した学生生活を送りながら学修に専念するとともに、協創力を培うこと

ができるよう、学生支援に関して、以下の指針を定め、各部署が連携してその実現に努め

る。 

【修学支援】 

本学は、学問的知識を修得するのみならず、豊かな人格と自立した社会人として活躍する

素養を兼ね備え、自ら考えて主体的に行動することができる学生を育成するため、物的・

経済的条件を整備するに留まらず、各教育研究組織及び学生支援セクションが有機的に連

携し、学生の学修意欲の向上と豊かな人間力の醸成に向けた組織的な学修支援施策を実施

する。 

【生活支援】 

キャンパスアメニティの質的向上、奨学金をはじめとする経済的支援制度の的確な運用、

心身ともに健康に学び生活するための支援の充実等による、総合的かつ体系的な学生支援

を可能とする諸施策の推進に全学を挙げて取り組むこととする。 

【進路支援】 

1.学生が主体的に自ら進路を決めるためのサポートを行う。各学部学科には就職担当の教

員を選任し、就職委員会を組織し、教職連動の進路支援を行う。 

2.その時代のトレンドに合った就職対策講座、ゼミ別・学年別ガイダンスを実施し、学生

の進路選択能力、行動力の向上に努める。 

3.学生と社会（企業）のかけ橋となり、学生には適切な情報を提供し、社会には主体的に

判断し、行動できる学生の輩出に努める。 

【障がい者支援】 

障がいを理由に修学を断念することがないよう、平等に学修できる機会を確保するため、

法の趣旨に鑑み、建設的対話を通じて相互理解を深め必要かつ実現可能な対応策を柔軟に

検討し、合理的配慮を決定し支援を行う。 

なお、「障がい者支援」については、2024 年 4月 1日より「改正障害者差別解消法」が

施行されることに伴い、障がい学生支援委員会にて改正案が検討され、大学運営会議にて

審議・承認を経て、教学マネジメント会議にて報告され、会議報告を通じて全学に共有さ

評価の視点１：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学としての方針の

適切な明示 



 

 

れるとともに、本学ホームページにて公開された。これにより学生支援に関する大学の方

針は適切に明示されている。 

 

 

7.2 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されているか。

また、学生支援は適切に行われているか。 

 

 本学の学生支援については、修学支援については教務部教務課および各学部事務室が、

学生生活支援については、学生支援部学生サービス課が、進路支援については、学生支援

部キャリアサポートセンター事務室および生涯教育係が、障がい者支援については、学生

サービス課、保健センター、学部事務室で各部署が連携して対応している。その他、保健

評価の視点１：学生支援体制の適切な整備 

評価の視点２：学生の修学に関する適切な支援の実施 

      ・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

      ・正課外教育 

      ・自宅等の個々の場所で学習する学生からの相談対応、その他の学習支援 

      ・オンライン教育を行う場合における学生の通信環境への配慮（通信環境確保のための

支援、授業動画への再視聴機会の確保など） 

      ・留学生等の多様な学生に対する修学支援 

      ・障がいのある学生に対する修学支援 

      ・成績不振の学生の状況把握と指導 

      ・留年者及び休学者の状況把握と対応 

      ・退学希望者の状況把握と対応 

      ・奨学金その他の経済的支援の整備 

      ・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

評価の視点３：学生の生活に関する適切な支援の実施 

      ・学生の相談に応じる体制の整備 

      ・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制の整備 

      ・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

      ・人間関係構築につながる措置の実施（学生の交流機会の確保等） 

評価の視点４：学生の進路に関する適切な支援の実施 

      ・キャリア教育の実施 

      ・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備 

      ・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

      ・博士課程における、学識を教授するために必要な能力を培うための機会の設定又は当

該機会に関する情報提供 

評価の視点５：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

評価の視点６：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 



 

 

センター、学生相談室、教職課程センターがそれぞれの学生の支援・サポートを担当して

いる。また、国際部国際課や別科事務室では、外国人留学生支援や海外留学支援をそれぞ

れ担当しており、各部署は役割を分担し、状況によっては連携しながら適切に運営してお

り、学生支援体制は整備されている。 

 学生の能力に応じた修学に関する支援として、本学では全学部で学校推薦型および総合

型の合格者に入学前教育を行っており、入学後必要とされる科目の学習を課しているほ

か、全新入生を対象として英語プレイスメントテストを実施し、必修英語科目のクラス分

けを行っている。また入学後、１年次からゼミ担当教員や担任教員を配置し、適宜、個人

面談を通して学習面はもちろん、大学生活全般について状況の把握やアドバイスを行って

いる。特に薬学部薬学科では、教育支援室を設置しており、質問や学習方法の相談、勉強

会の開催などを行っている。以上の点から、本学の修学支援は、適切に実施されている。 

 図書館では、春学期と秋学期の 2回に分けて司書による卒論応援キャンペーンを実施し

ている。春学期については、卒業論文を書き始めた学生をターゲットに実施され、88件の

資料相談があった。卒業論文の資料探しをサポートすることを目的に学生が相談しやすい

よう図書館のカウンター横にイーゼルでポスターを設置し、JUNaviや HPで告知を行って

いる。秋学期については、卒業論文を仕上げる学生をターゲットに実施し、11月末現在で

35 件の資料相談があった。ミニ展示にて関連図書、電子ブック（ＱＲコード）、データベ

ース（ＱＲコード）等で告知を行っている。 

 自宅等の個々の場所で学習する学生からの相談対応、その他の学習支援としては、感染症

およびその他疾患、その他正当な理由により対面での受講できない場合、例えば薬学科では、

授業資料の配布、授業動画のオンデマンド化、確認テストを組み合わせることにより、学生

の学習を支援している。このようなケースへの配慮について、全学的なガイドラインを定め

て運用できるよう検討を始めている。 

 オンライン教育を行う場合における学生の通信環境への配慮は、コロナ禍を契機にオン

ライン授業に対応できる設備やソフトウェア等の全学的な整備を進めた。学生が所有する

端末の環境を想定したオンライン配信も可能となっている。薬学科の講義科目について

は、原則、動画コンテンツとすることとしており、再視聴の機会も確保されている。 

 学部・研究科所属学生は、国際教育センターと学部事務室が大学生活から私生活に至る

まで対応している。国際教育センターでは、本学に在籍する外国人留学生の在留資格、生

活、学業等における各種サポート、在籍管理等を中心に行っている。また、留学生用ガイ

ドブックを日本語・中国語・英語版で作成して、ホームページでも周知している（https:

//www.josai.ac.jp/media/230310ryugaku_guide.pdf）。 

 学部事務室では、外国人留学生向けオリエンテーションの実施、出欠席の管理を行い、

毎月国際教育センターに状況報告をしている。また「日本語」など外個人留学生履修科目

も開講しているが、日本人学生と一緒に学べる学習環境を提供している。各学部に外国人

教職員を配置し、外国人留学生の修学支援について適切に対応している。 

 本学の障がいを持つ学生への支援体制は、状況把握は学生支援部学生サービス課と保健

センター、各学部から選出された「障がい学生支援委員会」で対応している。支援申請書

を含めた障がい学生支援の流れ、支援例、規定・ガイドライン、相談窓口など支援体制を



 

 

HP に掲出して周知している（https://www.josai.ac.jp/campuslife/student_support/shi

en/）。 

 指導の取り組みとしては、「障がい学生支援に係る規程」及び「障がい学生支援委員会

に係る規程」により修学支援を行っており、本人のサポート希望などを聞きながら、状況

によって教務部教務課、学部事務室、キャリアサポートセンター事務室等の関係部署と連

携しながら支援活動を展開している。また、入学試験においては募集要項にて障がいを持

つ志願者は事前相談を申し出ることを明記しており、個々の状況に応じた配慮を行ってい

る。今年度、障がい者支援における申請内容の多くは、授業における対応が９割以上を占

めており、授業担当教員や学部事務職員の理解・協力により不満の声はなく、今後は全学

的ＦＤ研修会にて障がい者支援について周知していく予定である。本学では、一人ひとり

のニーズに合わせた支援を実施し、学生が充実した学生生活を送れるようサポートをして

いる。 

 成績不振の学生の指導としては、薬学部ではモニタリング科目を設定し、出席管理シス

テム情報と紐づけ、連続欠席している学生は、面談の実施を必須化している。この取り組

みを全学部・学科で実施できるよう検討している。ゼミ担当教員や担任教員は、GPAや成

績取得状況等を活用しながら成績不振者に対して常に個別面談を実施し修学指導を行って

おり、留年や退学・除籍などの防止に努めている。また、毎年開催される父母との成績面

談（地区懇談会）において、学生の修学状況の報告と問題の解消について取り組んでい

る。 

休・退学希望者に対しては、各学部・学科、研究科で対応しており、ゼミ担当教員や担

任教員が個別面談を実施し状況の把握とアドバイスを行っている。また、ある学部では退

学希望者に対してキャリアサポートセンターと協力し、キャリア相談を行い、中長期的視

点で人生を考える機会を設け、退学希望者の抑止に寄与している。留年者については、ゼ

ミ担当教員や担任教員が指導を行い、取得単位や修学状況など定期的に個別面談などによ

り確認し、再度の留年がないよう指導を行っている。 

 また退学者・除籍者の過去５年間の推移をＩＲデータを用いて確認したところ、退学率

は 2019年の 4.3％から 2023年度 3.9％となり「進路変更（他教育機関、就職）」等の理由

による退学者が減少するなど若干の成果は出ている。 

 奨学金制度については、本学独自の奨学金制度を設けて学生を支援しており、各奨学金

等の趣旨等はＨＰに掲出している。 

 経済的困窮学生を支援目的とした入試時の成績上位合格者を対象とした「特待生入試制

度」、グローバル人材育成を目的とした「グローバルチャレンジ奨学金制度」、成績優秀者

を対象とした「城西大学奨学生制度」、女子学生を対象とした「女性リーダー育成奨励生

制度」、国際的に活躍できる人材育成を目的とした「水田三喜男記念奨学生制度」、薬学部

薬学科で学ぶ学生を対象とした「株式会社セキ薬品特別奨学金制度」等、奨学金制度を整

えているが、奨学金制度については、適切かどうか検証をする必要がある（https://www.

josai.ac.jp/campuslife/tuition/support/）。 

 授業料及びその他の費用については、新入生に向けては募集要項、在学生に向けては HP

等で周知している。 



 

 

 外部の奨学金制度の利用を含め、学生の状況に応じた経済支援の充実に努めており、こ

れらについては、学生サービス課が HPや学内掲示、学生便覧、オリエンテーション時に

配布する冊子で周知している。 

 なお、学納金を納入期日までに納入できない学生に対しては、延納制度を設けており、

期限に猶予を付与している(https://www.josai.ac.jp/campuslife/tuition/)。 

 また本学では、PC 必携化を進めており、新入生の推奨機購入者に対して５万円の購入補

助を実施している。 

 私費外国人留学生に対しては、外国人留学生学納金減免制度に基づき、対象学生に対し

て授業料の 30%の減免を実施している。2024 年春学期は 102名、2024 年度秋学期は 3名の

学生を、同制度に基づき支援した。内訳は、春学期は 5学部合計 57名、大学院合計 45

名、秋学期は大学院 3名であった。 

 また、日本学生支援構が実施する学習奨励費を活用した修学支援も行っている。春学期

には、12か月採用枠で 1名の学生を支援し、秋学期には 6か月採用枠として 2名の学生を

支援した。内訳は、春学期は経済学研究科の大学院生 1名で、秋学期の内訳は、理学部数

学科の学部生 1名、経営学研究科の大学院生 1名であった。 

 人権保障とハラスメント防止については、健全で快適な教育研究環境及び労働環境を確

保することを目的とし、1999年から組織的な防止活動に努めている。ハラスメント相談室

を保健センター内に設置しており、各学部学科、事務局より選出されたハラスメント相談

員をＨＰにて掲出している。また、「ハラスメント防止委員会」を設置し、ハラスメント

防止に努めている。 

 新入生には入学時のオリエンテーションの際に「CAMPUS 2024学生生活」、「Stop! ハラ

スメント」の項でアカデミックハラスメント、パワーハラスメント、セクシャルハラスメ

ント、アルコールハラスメント等について注意を喚起するとともに、「ハラスメントのな

いキャンパスを」と題した冊子を作成し配布及び HPでも周知している（CAMPUS2024：htt

ps://bright-1975.jp/digitalbook/josei_uv/contents/handbook2024/#page=1）（Stop！

ハラスメント：https://www.josai.ac.jp/campuslife/student_support/stopharassment

/）。 

 学生の様々な相談に応じるため、学生サービス課に「学生相談室」を設けてメンタルヘ

ルスに関する相談対応を行っている。 

 学生相談室には公認心理師・臨床心理士を配置している。また、学生の健康を保持増進

し、心身共に健康な学生生活が過ごせることを目的に、休養室を備えた保健センターを設

けている（学生相談室：https://www.josai.ac.jp/campuslife/student_support/counsel

ing/）（保健センター：https://www.josai.ac.jp/campuslife/student_support/healthce

nter/）（東京紀尾井町キャンパス 医務室）。 

 学生の交流機会の確保については、本年度は４月１～１１日の１１日間をオリエンテー

ション期間とし、新学期の学生生活をスムーズにスタートできるよう、各学部学科で実施

する「履修ガイダンス」、「履修相談」の他、新入生向けイベントとして「学生生活ガイダ

ンス」、「女子学生向け交流会」等を開催した。また、全学生向けイベントとして在学生主

催「センパイ体験談」、お笑い芸人による講演会「国際コミュニケーション力」、「学長ト

ークショー」、「謎解きスタンプラリー」、「クラブ活動紹介」、同じ出身地学生と仲間づく



 

 

りイベント「相席食堂」等を開催し、学部横断型かつ上級生との交流会等、学生の交流機

会を提供した。 

 キャリア教育については、各学部学科にて「キャリア形成科目群」としてさまざまな科

目を設置している。文系学部や理学部では、「職業指導」、「キャリアデザイン」、「インタ

ーンシップ」、「ボランティア」等を設置している。大学生活がスタートする１年次から、

キャリア教育のためのさまざまな科目を設置しており、学生たちは授業を通じてキャリア

形成や社会の仕組みについて学びながら、将来の進路を考え、就職活動の進め方を身につ

ける。薬学部では、薬剤師や管理栄養士など各学科の特性にあったキャリア教育を授業の

中で行っている。 

 また、教職志望者に有能な教員になるための体験授業として、地元の埼玉県坂戸市教育

委員会と提携して、学生が市内の小・中学校で授業や放課後指導の補助に当たる「スチュ

ーデント・インターンシップ」を設置している。 

 本学のキャリアデザインポリシー「本学は、キャリア教育とキャリア支援を通して、物

事を主体的にとらえて行動する力、物事の意味・意図を理解して課題解決していく力、他

者と協創して物事に取り組める力を自ら引き出す機会を提供し、個々の学生が生涯を通じ

て社会的かつ職業的な自立を目指すことを支援する。」に従い、学生支援を行っている（h

ttps://www.josai.ac.jp/work/）。 

 キャリア支援については、キャリアサポートセンターの職員（国家試験キャリアコンサ

ルタント資格保有者）が学生に対して「キャリア形成科目」内の授業内でガイダンスを実

施している。その他、1年次では「基礎的・汎用的能力の醸成」、2年次は「仕事理解・職

業・業種理解を深め、進路の方向性を決める」、3年次は「入社したい企業群の確保とこれ

まで培った知識、経験を発揮できるよう就職活動の準備を実践的に行う」、4年次は「後悔

のない納得のいく進路決定」を目標に掲げガイダンスを実施している。学生の企業接点を

サポートするために学内企業研究会を開催し、約 200社超の企業を招致している。 

 保護者に対する情報提供にも力を入れており、父母後援会と連携し、『今の進路えら

び』を理解してもらうために保護者向けセミナーを実施した。また、スポーツ振興センタ

ーと連携し、スポーツ学生向けガイダンスを開催するなど多様なバックグランドを持った

学生に対してもキャリア形成支援を行っている。 

 障がい者支援として配慮が必要な学生の対応は、情報共有（閉鎖されたクラウド上）お

よび学生から共有の範囲を確認しながら信頼関係を構築しており、学生の社会的及び職業

的自立に向けた教育支援を適切に行っている。 

 キャリアサポートセンターと図書館が連携し、就職活動に使えるデータベース講習会を

実施している。 

 図書館では、学生アドバイザーが企画した、就職活動面接時のマナーに関する講演とグ

ループディスカッションを実施し、33名の参加があった。 

 薬学研究科において博士前期課程ならびに博士後期課程（博士課程）は、毎学年の新年

度初めに、TAの役割、目的等を説明している。さらに、各専攻の 1年次には、研究科長が

担当し、1コマ分の講義の中で、将来、社会のリーダー、教員等になるための心構え、目

的、さらに TAの考え方を講義している。また、毎年 1回以上、薬学研究科としてプレ FD

を実施し、同様に全学 FDのうち、一部をプレ FDとして実施している。 



 

 

 正課外活動としては、上部団体、学術団体、体育系部活、文科系部活、サークル等、６

８団体が活動しており、学生支援部学生サービス課がサポートをしている。各部活動の年

間行事、活動場所・活動時間、活動内容等の情報を「CAMPUS2024」の冊子内で提供するほ

か、大学ＨＰでも活動状況を周知している（https://www.josai.ac.jp/club/）。４月には

新入生勧誘活動、クラブ発表会、８月のクラブ合宿、11月には学園祭、３月にはリーダー

スキャンプなどの各行事を支援している。またクラブ活動諸団体やゼミ単位で教室や体育

館等の施設利用についても、事情が許す限り利用できるよう活動支援をしている。 

 スポーツ推薦入学試験を実施している団体には監督、コーチ（監督のみの団体あり）を

配置して学生指導を行っている。また、一般社団法人大学スポーツ協会「UNIVAS」に加盟

しており、スポーツ振興センターが担当業務を実施している。主要な大会への出場時に

は、全学を挙げて応援に参加している。大学スポーツの健全な発展を図るために、体育会

系の団体に所属する学生を対象にスポーツ振興センター主催の救命救急講習会やスポーツ

コンプライアンス研修を開催している。 

 その他学生からの要望については、各学部事務室や学生サービス課において対応してい

る。例えば、学生サービス課においては、年４回、長期休み明けに全学生に「困りごとア

ンケート」を実施し、内容によって、学生相談室、キャリアサポートセンター、学部事務

室と連携しながら学生支援を行っている。薬学部においては「学生の声」として意見箱を

設置し対応している。その他、中央委員会が主催する上部団体の長を集めたリーダースキ

ャンプに学生サービス課職員が参加しており、その中で学生からの意見・要望の聴取と対

応を行っている。また学生アンケートに記載された学生からの質問・要望を取りまとめ、

大学事務局各部署からの回答を毎年 HPに掲出している（https://www.josai.ac.jp/about

/information/）。 

 

 

7.3 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をも

とに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

学生支援の適切性については、整備された「内部質保証システム」に則り、担当部署

（学生サービス課、キャリアサポートセンター、教務課）より選出された個別点検・評価

委員（学生グループ）が各部署の自己点検・評価シートを基に点検・評価を行い、「全学

点検評価委員会」へ報告している。 

 具体的には、中期計画・事業計画、大学への満足度や学修・生活状況などの実態を把握

するための学生アンケートや卒業者数・就職者数・進学者数などのＩＲ情報を基に各部署

にて点検・評価を行い、改善すべき点があれば大学運営会議を経て内部質保証推進組織で

ある「教学マネジメント会議」にて改善実施指示とともに、次年度の事業計画への反映を

行う。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

 改善・向上に向けた取り組み事項として、キャリアサポートセンターでは、就職委員会

を「キャリア支援委員会」に改定し、関係部署が適切に情報共有できる横断型の委員会を

設置した。学生サービス課では、総務課と女性人材育成センターと連携して、女子学生か

らの要望であった「トイレ内に生理用品の設置」を行った。退学者防止対策として「学生

困りごとアンケート」の実施や教務課ではオリエンテーション時の「学生交流の場として

のイベント開催」、総務課では「シャトルバスの運行調整」「通学路の巡視」「卒煙支援エ

リアの設置」「キッチンカーの導入」「学生食堂の券売機のキャッシュレス決済機の導入」

等を行うなど、学生生活に関する満足度向上に向けた取り組みを実施した。学生支援の適

切性については、概ね適切である。 

 また全学で課題であったピア・サポート体制の整備については、学生支援委員会、障が

い学生支援委員会にて現状確認および今後の対応について検討されている。 

 

 

２．長所・特色 

修学支援については、特筆すべき事柄として、１年次からゼミ担当教員や担任教員を配

置し、適宜、個人面談を通して学習面はもちろん、大学生活全般について状況の把握やア

ドバイスを行っていることが挙げられる。 

 このことにより、④の「成績不振の学生の状況把握と指導は適切に行われていますか」

という「問い」に対して、全学科でモニタリング科目を設定し、出席管理システム情報と

紐づけ、連続欠席している学生は、面談の実施を必須化し、ゼミ担当教員や担任教員が、

GPAや成績取得状況等を活用しながら成績不振者に対して常に個別面談を実施し修学指導

を行っており、留年や退学・除籍などの防止に努める、という「答え」に繋がるようにし

ている。 

 また、⑤にある「退学希望者及び留年生、休学者の状況把握と対応については適切に行

われていますか」という「問い」に対しても、ゼミ担当教員や担任教員が個別面談を実施

し状況の把握とアドバイスを行っている。留年者については、ゼミ担当教員や担任教員が

指導を行い、取得単位や修学状況など定期的に個別面談などにより確認し、再度の留年が

ないよう指導を行っている。これらは、数値的にも、退学率は 2019年の 4.3％から 2023

年度 3.9％と表れている。 

 従って、今後とも、このような長所とすべき事柄を、さらに伸張させるような取り組み

が肝要である。  

 

 

３．問題点 

「キャリアデザインポリシーに従い、学生支援を検証し、必要な改善を行うべきであ

る」という、昨年度自己点検・評価結果に基づく「教学マネジメント会議」からの指摘に

対しては、検証・改善ともに行っているものの、本報告書に記載すべき十分なエビデンス

を得られていない。関係部署間の情報共有については、組織的（情報共有そのものの機会

を得るための組織化がなされていない）、あるいは実務的（属人化する、等）な課題は残

りっている。 



 

 

「学生支援の充実のため、ピア・サポート体制を整えることを検討すべきである」「障

がい者支援について、問題点を明確にし、適正化について検討を進めるべきである」「ス

ポーツ学生へのキャリアガイダンスなどについて、充実を図るべきである」という各指摘

に対する取り組みも、道半ば、という表現が適切であろう。 

 例えば、ピア・サポートは、他の人の役立てる役割を果たす人や、同様の経験のある当

事者同士が支え合うことを意味しており、本学に即した事で言えば、学生同士で支え合

う、メンターを配置する、というようなことを表わし、それの体制を備えることが「ピ

ア・サポート体制を整える」ことに繋がる。このことは、いわば「学生を巻き込む」取り

組みが求められることを意味している。 

 また、障がい学生の支援は、障害者差別解消法（2024年 4月 1日施行）に基づいて、合

理的配慮の提供が義務付けられていることから、本学として、何が合理的配慮の範疇で、

どこまでが可能なのかを、予め全教職員で共有出来るようにしておくことが役立つであろ

う。また、「心理的安定」を軸に、適宜、当を得た情報発信も必要となってくる。 

 さらに、スポーツ学生へのキャリア支援も重要である。競技の経験を持つ学生アスリー

ト、（社会に出た場合には元アスリートとなりえる）は社会にとっても貴重な存在である

反面、競技に全精力を集中していた学生アスリートの「燃え尽き症候群」や、就職を一般

学生とは異なるイメージで捉えているところに、時機を得た的確なガイダンスを行うこと

は、極めて重要である。 

 学生が誰一人、取り残されない形で安心して学修に取り組むことが出来る環境創りが求

められている。 

 

 

４．全体まとめ 

 2023年度大学評価結果（認証評価）によれば、「これまで各部局における改善・向上に

向けた取り組みに対する全学内部質保証推進組織による支援は十分には行われていなかっ

た。今後は、新たに構築した内部質保証体制のもと、定期的な自己点検・評価に取り組

み、その結果に基づく改善・向上を図ることが望まれる」とある（「城西大学に対する大

学評価（認証評価）結果」27頁）。 

全学点検評価情報管理部委員会は、この全学内部質保証推進組織の活動に資するため、各

部局の改善計画の達成状況を継続確認し、各部局の点検・評価が徹底されるよう支援する

ことが、本年度（2024年度）の活動方針であった（「2024年度 第１回点検評価情報管理

部委員会 議事録」1頁）。 

 また、2023年度大学評価結果内で指摘された事項に関しては、以下のように対応を行っ

ている。 

 「キャリアデザインポリシーに従い、学生支援を検証し、必要な改善を行うべきであ

る」という指摘に対しては、検証・改善ともに行っているものの、本報告書に記載すべき

十分なエビデンスを得られていない。関係部署間の情報共有については、組織的（情報共

有そのものの機会を得るための組織化がなされていない）、あるいは実務的（属人化す

る、等）な課題は残り、その認識がある一方、各部署間での個別の連携（例えば、現代政

策学部に於いては、キャリアサポートセンターと学部基幹教員全てとの情報交換会の開



 

 

催、等：「キャリアサポートセンターと現代政策学部の情報交換会会議録 20241220」）は進

んでおり、キャリアに対する学生支援そのものは着実に進めている、と言える。 

 「学生支援の充実のため、ピア・サポート体制を整えることを検討すべきである」とい

う指摘に対しては、ピア・サポート体制に関して、学生支援委員会・障がい学生支援委員

会にて現状確認、今後の対応について検討を行った。 

 「障がい者支援について、問題点を明確にし、適正化について検討を進めるべきであ

る」という指摘に対しては、キャリアについては、セクション間の共有を解消するために

BOXを使って閉鎖的に実施継続中である。学生支援の体制を伝えきれていないため、警戒

している学生がいると聞く。学生から共有の範囲を確認する仕方を検討（意図と信頼関

係）し、次年度の実施方法など秋学期中で調整する。 

 「スポーツ学生へのキャリアガイダンスなどについて、充実を図るべきである」という

指摘に対しては、実施の内容と方法を、前年度をもとに検討したが、競技によって全学で

実施するのが難しい（スケジュールがあわない）ため、規模の大きな競技ごとに実施し、

そこに他の競技を合わせていくことを検討した。 

 「各種アンケートや本人からの申し出などによる学生の要望について、各部署との連携

に基づいて対応するとともに、対応結果を公表するように努めるべきである」という指摘

に対しては、アンケート結果とともに、学生からの要望については対応結果を HPに掲出

した。 

「学生の能動的活動を促進するため、２３号館１Ｆのラウンジの有効活用を検討すべき

である」という指摘に対しては、高麗祭期間、ポスターセッション形式で地域連携活動発

表会を行った。 

 今後の課題として、（１）各部署間の有機的な情報共有のスキーム構築とエビデンス

（特に書証）の確保、（２）学生、特に障がい学生に対する「心理的安定」を伴った情報

発信の強化、（３）スポーツ学生に対するキャリアガイダンスの機会の確保と内容の拡

大、があるものと考えられる。 

  



 

 

第 8章 教育研究等環境 

１．現状説明 

 

8.1 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方針を 

明示しているか。 

 

大学および各学部、研究科の理念・目標を理解してその実現に向けて「教育研究等環境

整備の方針」を下記のとおり定め、大学 HPで公開している(https://www.josai.ac.jp/ab

out/operation/policy/)。 

 本学の理念・目標、中期計画の実現に向けて以下の指針を定め、学生が学修を、教員が

教育研究を円滑に行うことができる環境づくりに取り組む。 

１）教育研究を支援するための施設を拡充する。 

２）学生、教員が、学修、教育研究を安全に安心して進められるキャンパスを実現する。 

３）情報通信技術を活用し、図書館・学術サービスの充実に努める。 

４）研究支援体制を充実する。 

５）研究倫理を遵守するための支援体制を充実する。 

 

 

8.2 教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等の 

教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

 

 本学の理念・目標、中期計画の実現に向けて定められた「教育研究等環境整備方針」に

基づき、施設整備等の事業に関する年度及び中期的な計画を作成して整備に取り組んでい

る。近年では、2023 年 9月に JOSAI HUB（23号館）が竣工するほか、教員の研究室棟であ

る 12号館及び清光会館内事務局を改修し、教育研究環境施設の整備に努めている。いず

れも学生が学修を、教員が教育研究を円滑に行うことができる環境づくりをするため、担

当部署・該当部局が委員会等を設置し、多くの意見を取り入れながら、方針に則り計画的

に環境整備を推進している。さらに、坂戸キャンパスでは、開学時より使用していた教室

棟２・３・４号館を取り壊し、学生たちの憩いの場となる中央広場・回廊を整備し、キャ

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究等環境に関する方針

の適切な明示 

評価の視点１：施設、設備等の整備及び管理 

      ・ネットワーク環境や情報通信技術（ICT）等機器、備品等の整備、情報セキュリティの

確保 

      ・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 

      ・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境整備 

      ・学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

評価の視点２：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 



 

 

ンパスの充実を図っている。東京紀尾井町キャンパスでは３号棟の増築など新学科設置に

向けて基本計画業務を推進している。 

 本学は、メインの坂戸キャンパスは短期大学と共用し、東京紀尾井町キャンパスでは、

姉妹校の城西国際大学、短期大学と共用している。校地面積は、坂戸キャンパスが約

330,096.36㎡、東京紀尾井町キャンパスが約 5,495.73㎡であり、合計約 335,592.09㎡、

校舎面積は、坂戸キャンパスが約 121,265.50 ㎡、東京紀尾井町キャンパスが約 19,249.34

㎡であり、合計約 140,514.84㎡となり、大学設置基準等の法令要件を満たしている。

2023年 9月には、坂戸キャンパスに学生や教職員、地域との交流の接合点「ハブ」として

の機能を持った 23号館「JOSAI HUB（愛称）」が竣工した。１階は 3000 ㎡以上あるラーニ

ングスペースやカフェとなっており、2階以降は、講義室や実験室、研究室のフロアとな

っている。また、坂戸キャンパスの中央には、学生の新たな活動や憩いの場を提供するた

めの中央広場を整備するとともに、各建物間をアンブレラ・フリーな状態で移動すること

を可能にする回廊を整備中である。23号館カフェを「KOMA Cafe」と、中央回廊広場を

「JOSAI SQUARE」と学生によってネーミングが決定した。よるさらに東京紀尾井町キャン

パスでは、2025年度に予定される新学科の設置に向け、５号棟を解体し、同地に３号棟を

増築するよう計画中である。 

 学生の安心・安全な学習環境および教員の研究環境を確保するため、施設、設備等の維

持管理については、営繕課と委託会社が連携して担当しており、期初に「業務委託計画

書」にて関係者間で情報共有し、毎日の「朝会」、月度の「設備報告会」にて漏れのない

ように進捗管理、評価を行っている。防犯対策としては、総務課と警備会社が連携し、警

備員が 24時間常駐して施設巡回、受付案内、鍵貸出、入構車両の誘導などを行ってい

る。また、キャンパスと外部との主要な出入り口には守衛室を設置し、監視カメラを利用

した機械警備も取り入れ、セキュリティ強化を図っている。防火防災対策では、「防災管

理規程」に基づき、防災対策委員会を設置し、自衛消防組織、防災機器や災害用備蓄品の

整備、防災マニュアル・マップの作成、全学一斉避難訓練の実施等に取り組んでいる。 

 衛生については、「衛生管理規程」に基づき、教職員の健康診断、ストレスチェック等

を行い、学内の安全・衛生の確保に努めている。 

 本学のネットワーク環境は 2020年度より「SINET（学術情報ネットワーク）」と接続

し、研究機関の間でキャンパス無線 LAN の相互利用を実現する環境を整えた。また、

2023年 4月より教育研究システムを更新、インターネット回線速度の向上を実施し、スト

レスの無いネットワーク環境を提供している。統合映像プラットフォーム（Mediasite）

やオンラインストレージサービス（Box）を導入し、ＩＣＴ教育環境整備を行っている。

Boxに関しては、学生の利用状況を向上させるため、利用マニュアルや活用事例動画等を

整備し、利用促進を図っている。教育研究システムは 4年に一度の更新計画を実施してお

り、更新に向けて、業務効率化と多様な需要への対応の観点からシステムの選定を検討し

ている。 

 図書館では、契約している電子ジャーナル、電子ブック、データベースなどが学外から

も利用できるリモートアクセスサービスを導入し自宅学習や出張先からも電子リソースが

利用できる環境を整備している。 



 

 

 バリアフリーに関しては、「バリアフリーマップ」を HPで公開している（https://www.

josai.ac.jp/campuslife/student_support/barrier-free/）。教室等を収容する施設(体育

館含む)には、エレベーター、建物玄関スロープ、バリアフリートイレを完備、また一般

の来訪者が多く利用する図書館や美術館近傍には、身体障がい者用の駐車スペースを確保

するなど、利用者の快適性向上に随時配慮している。また、現在整備している「中央広

場・回廊」においては、荒廃したアスファルト路面を整備する等、車椅子を使用してアン

ブレラ・フリーな状態で各建物間を安全・安心に移動できる環境の整備に取り組んでい

る。 

 学生が授業の課題作成等に利用できる場として、学習スペースを整備し個別・グループ

学習ができるようにしている。23号館１階ラウンジは、Wi-Fi環境、コンセント付きタッ

チライトなどが整備され、カフェも併設されており、約 400名分のシートを保有する。ま

た、PC室の開放の他、図書館においても個人・グループでの学習スペース、ラーニングコ

モンズにおいては、電子黒板やプロジェクターを整備しており、学生の能動的な学修を促

進する場所を提供している(23号館：https://www.josai.ac.jp/josaihub/)（図書館：htt

ps://libopac.josai.ac.jp/guide/shisetsu.html）。 

 教職員および学生の情報倫理に関する具体的な取り組みとして、情報推進課では、継続

して新入生に対し情報セキュリティテストを実施している。職員に対しては、Web研修と

してコンテンツの中に情報セキュリティについて教材を揃えており、いつでも受講できる

体制を整えている。さらに日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA）の情報セキュリテ

ィへの理解度チェックを教職員に受講させ、情報セキュリティ向上のための取り組みを行

っている。教職員の情報セキュリティ理解度チェックについては、2023年度回答率

51％、得点平均 85.5 点だったが、2024年度回答率 62％、得点平均 92.4 点と成果が出て

いる。 

 図書館では年間 2回の著作権に関する講演会を学長室学務課研究支援部署と共催で実施

し、著作権に関する正しい知識を得る機会を提供している。また、教員および大学院生が

利用できる剽窃チェックツールを導入し、講習会を実施している。 

 以上のことから、教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、

かつ運動場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備している。 

  



 

 

8.3 図書館・学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。また、それらは 

適切に機能しているか。 

 

 2024年 4月 1日現在の図書館蔵書は図書約 48.5万冊、雑誌 3,722 タイトル、電子ジャ

ーナル 72,280種、電子ブック 387,710点、データベース 33種が利用できる体制を整えて

おり、受入資料は学術情報学研究所の目録情報を利用し図書館システムに取り込み蔵書管

理を行っている。安価でスピーディーに使用できるカラーバーコードのカメレオンコード

を用いた蔵書点検により適正な蔵書管理ができている（https://libopac.josai.ac.jp

/）。 

 国立情報学研究所が提供する NII-REOを利用して大学図書館コンソーシアム

（JUSTICE）で契約した電子ジャーナルコンテンツ（Springer、OUP）と貴重書コレクショ

ンである 18世紀英国議会文書（18c HCPP)、19世紀・20世紀英国下院議会文書（19/20c 

HCPP)、ゴールドスミス・クレス文庫（MOMW-I）を安定的・継続的にアーカイブ利用でき

るように整備している。 

国立情報学研究所が提供する目録所在情報サービス NACSIS-CAT/ILLに参加し、図書館

間での相互貸借サービスによる文献の入手・提供サービスを行っている。 

 蔵書検索システム OPACにおいて Web上でどこからでも図書館蔵書が検索できるように

なっている。契約電子ジャーナルや電子ブックについては大学の IPアドレスで契約し

OPACの検索結果から契約先サイトへリンクし、フルテキストが利用できる。さらに、必要

な論文・文献の適切な入手方法をナビゲートするリンクリゾルバを導入し、最適に学術情

報へアクセスできるよう整備している。電子リソースについては、学外の自宅や通学時

間・出張先からも利用できるリモートアクセスサービスを実施している。また教員と連携

し、これらの学術情報の利用方法を学ぶ図書館ガイダンスを実施し、坂戸キャンパスと東

京紀尾井町キャンパス本学所属者の学習・研究の支援を行っている。 

 図書館システムの次期リプレイスは 2028年度末のため、4年後にどのようなサービスが

必要か、また、現在の重要な機能（検索結果からスムーズに電子ジャーナルや電子ブック

が利用可能か、所蔵のない資料の学外依頼がスムーズに可能か、カメレオンコードを用い

た蔵書点検対応が可能か等）が問題なく引き継げるシステムであることも考慮し検討した

が、リプレイス時期まで期間があるため引き続き検討していく。 

 坂戸キャンパスの座席数は 870席でグループ学習室 5室、7・8階にはプロジエクター・

電子黒板・壁面ホワイトボードを配置したラーニングコモンズを設置している。開館時間

は平日は 9時から 21 時まで、土・日は 9時から 17時までで、平日は 5時限後でも利用で

きるよう配慮している。 

評価の視点１：図書資料の整備と図書利用環境の整備 

      ・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

      ・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備 

      ・学術情報へのアクセスに関する対応 

      ・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備 

評価の視点２：図書館サービス、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者の配置 



 

 

 東京紀尾井町キャンパスの座席数は 97席で城西国際大学と共同で利用している。開館

時間は平日は 9時から 20時まで、土曜日は 9時から 17時までで、平日は 5時限後でも利

用できるよう配慮している。 

 東京紀尾井町キャンパス 1号棟 2階の図書館分室の書架狭隘化への対応について、JIU

図書館と協議した。紀尾井町キャンパス図書室自体が狭いため、書架の増加は望めないた

め、かなり難しい状況である。 

 図書館員は大学専任職員 2名（司書有資格者）、嘱託職員 1名を配置し、うち 1名は管

理職である。業務委託スタッフ 17名は全員が司書有資格者で統括リーダー、利用者サー

ビス担当、情報発信担当、情報資料管理担当に分かれて配置し、東京紀尾井町キャンパス

も含めて業務を行っている。図書館長、大学職員が出席する月ごとの業務委託月例報告会

において、業務報告と利用統計を共有し改善案や新たなサービスについて検討している。 

 

 

8.4 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図ってい

るか。 

 

 大学としての研究に対する基本的な考えについては、毎年４月に開催される教学マネジ

メント会議にて発出される学長示達において、研究に対する基本的な考え「自身の研究活

動に誠意を持って取り組み、これを以て本学の教育に還元し、その質を高めること」を各

教員に明示している。また、文部科学省「公的研究費の管理・監査のガイドライン」およ

び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく体制整備を行

い、大学ホームページ「公的研究費の適正な運営・管理について」で適切に明示している 

（https://www.josai.ac.jp/about/efforts/guideline/）。 

 研究費についても適切に支給されており、「研究費等の支出」には基準を設け、配分し

た研究費を適切に管理し、各研究者が行う学術研究活動を支援している。また、教員が個

人又は共同で行なう特定の学術研究・教育を発展させ、もって本学の研究水準を高めるこ

とを目的とする、「学長所管研究費（研究奨励金）制度」を設け研究活動を促進する取り

組みを行っている。同制度の支給までのプロセスについては、教学マネジメント会議にて

基幹教員向けに募集の周知を行い、応募申請のあった研究内容を学長、副学長による審査

会にて厳正に審議を行い、採択の可否および採択金額を決定している。 

評価の視点１：研究活動を促進させるための条件の整備 

      ・大学としての研究に対する基本的な考えの明示 

      ・研究費の適切な支給 

      ・外部資金獲得のための支援 

      ・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

      ・ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント(RA)等の教育研究活動

を支援する体制 

      ・オンライン教育を実施する教員からの相談対応、その他の技術的な支援体制 



 

 

 外部資金については、科学研究費申請の促進を図るため、最新情報の提供および申請手

続きにおける説明会や科研費獲得のためのオンラインセミナーも実施している。また、

2024年度は 7月に「科学研究費助成事業について」をテーマに全学特別 FDを実施、独立

行政法人日本学術振興会の講師を招くと共に本学学長の講演も実施した。さらに、科学研

究費申請希望者に対して、学長をはじめとする学内教員による科学研究費補助金アドバイ

ザー制度による科学研究費研究計画調書のチェックを実施するとともに、外部業者による

面談や添削等も実施するなどを通じて大学全体の研究活動を支援するための取り組みを行

っている。 

 研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等については、基幹教員に対して

個人研究室（相部屋の場合もある）を整備し、机・椅子等の備品を配備している。新棟建

設やリフォーム等により環境改善に努めている。 

 研究時間の確保は、全学的に出講調査等を行い、授業が実施できる曜日・時限等の調査

を行い、極力、教員の希望に添えるよう配慮している。 

 今年度よりサバティカル制度に関する規程および海外派遣に関する規程を整備し、一定

期間にわたり国内外で研究に専念することができるよう定めた。 

 ティーチング・アシスタントについては、規程に基づき大学院生を対象に TAを募集し

教育補助業務に従事しながら奨学に資することを目的に運用している。また、学部生を対

象としてワークスタディ・プログラムを導入し、教育的配慮の下に学内の業務に従事さ

せ、職業意識を育むとともに、経済支援を行い、修学の奨励を図ることを目的として教育

活動の支援を行っている。ＴＡについては、各研究科と情報共有し、事前に研修を行うな

ど大学設置基準改訂に対応するための体制を整えている。図書館では 3年生以上の学部生

および大学院生による「学生アドバイザー制度」を設置し、学生の学習・研究支援を行っ

ている。 

 情報推進課において、オンライン教育のサポートを行っている。各種マニュアル対応と

窓口対応を随時行い、マニュアルについては学外からでも確認できるよう HPに掲載して

いる。 

（https://www.josai.ac.jp/inforesearch/joho-manual/） 

文献の検索などの実習型図書館ガイダンスを教員と連携して対面・オンライン・ハイブリ

ッドで実施し、教育・研究支援を行っている。 

 

 

8.5 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

 

評価の視点１：研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

      ・規程の整備 

      ・教員及び学生における研究倫理確立のための機会等の提供（コンプライアンス教育及

び研究倫理教育の定期的な実施等） 

      ・研究倫理に関する学内審査機関の整備 



 

 

本学および研究に従事するすべての研究者に求められる倫理規程として「城西大学 ・

城西短期大学研究倫理規程」を定め、その遵守に「城西大学・城西短期大学研究倫理委員

会規程」を定めている。 

 研究費に関しては、文部科学大臣決定ガイドラインに基づき、適切に体制整備等を行っ

ており、それらは HP で公開されている（https://www.josai.ac.jp/about/efforts/guide

line/）。 

 研究活動に関わる全ての構成員（教職員、大学院生）を対象に研究倫理教育を実施して

いる。（eAPRIN公正研究推進協会 eラーニングプログラム、eLCoRe日本学術振興会研究倫

理 eラーニングコース）。図書館では、研究倫理パンフレットの配布や講演会の開催、論

文剽窃チェックツールの導入・活用など不正防止に取り組んでいる。 

 

 

8.6 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結 

果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

教育研究等環境の適切性については、 整備された「内部質保証システム」に則り、担

当部署より選出された個別点検・評価委員（教育研究環境グループ）が各部署の自己点

検・評価シートを基に点検・評価を行い、「全学点検評価委員会」へ報告している。具体

的には、中期計画・事業計画、大学への満足度や学修・生活状況などの実態を把握するた

めの「学生アンケート」などのＩＲ情報を基に各部署にて点検・評価を行い、改善すべき

点があれば大学運営会議を経て内部質保証推進組織である「教学マネジメント会議」にて

改善実施指示とともに、次年度の事業計画への反映を行う。 

施設設備は、膨大な費用がかかることから施設設備計画（5か年）、大型投資長期整備計

画（10年）を基礎に、該当年度の実施計画を学長、事務局長と調整し予算申請を行う。そ

の後、学校法人としての調整・ヒアリングを経て具体化する。その過程で必要性の再確認

等の点検評価が行われる。その結果において施設や研究環境の改善が順次行われている。 

図書館では 2024 年度から開講される共通基盤科目に備え、グループ学習に対応できる

ように 2階視聴覚室と 6階グループ学習室に可動式の机と椅子を設置した。また、5階の

閲覧席は個人で集中して学習できるように机・椅子・仕切り版を設置した。なお、これら

の備品は 2号館、4号館の解体に伴い不要となった備品を再利用した。 

図書館書架の狭隘化のため、統計年鑑類の一部を冊子資料から電子資料の購読に変更し

た。また、継続して購読している法律関連の追録資料の効果的な利用方法について関連分

野の教員と協議をし、データベースへの変更を行った。 

また学生アンケートに記載のあった学生からの要望に対して、学内で協議し、女子トイ

レの環境改善を行った。さらに、ペーパーレス化に伴い、学内プリンターの利用状況に基

づく印刷ポイント制を導入し、一定の効果が見られた。ＰＣ必携化に関して、ＰＣ購入時

の費用補助の実施やセキュリティ対策を推進している。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 



 

 

 

 

２．長所・特色 

ここ数年に渡り、旧校舎の取り壊しと 23号館（JOSAI HUB）に象徴される新校舎建築と

いった大規模な工事行われていたため、工事の騒音やう回路の利用など多くの面で不便を

強いられていたが、2024年度はついにほぼ全ての工事が完了し、坂戸キャンパスに本来の

学び舎の雰囲気が戻りつつある。これに伴い、中央広場や回廊などで学生が語り合う姿

や、コンピューターを囲んで勉強する姿など、本学の特色である明るく伸びやかな学生の

様子が随所で見られるようになった。 

 コロナ禍以降オンライン教育の重要性が特に認知されているが、本学ではネット環境の

整備を推進しており、問題発生時にも学生及び教職員に対する支援体制も充実している。

また、例えば図書館の電子ジャーナルなどへのリモートアクセスサービスや図書館司書の

資格を有するスタッフのきめ細やかな対応など、学生の学びと教員の研究を支える取り組

みや対応が多数行われている。 

 本学では環境に配慮した教育活動への転換も積極的に行っており、前述の学内プリンタ

ーの利用状況に基づく印刷ポイント制はペーパーレス化を推進するための試みの一つであ

る。 

 

 

３．問題点 

上述の通り、キャンパスの工事がほぼ終了し学習環境が大きく改善したが、まだ十分に

活用されていない、または今後の使用方法が明らかになっていない施設もあり（例えば

JOSAI RING内のバスケットボールコート）、今後最大限に学生に還元するための学生の意

見を反映させた利用方法の検討が重要である。「Koma Café」や「JOSAI SQUARE」のネーミ

ングなど、これまで学生の声が反映されている部分もあるが、今後キャンパス全体の効果

的な使用を目指すにあたり、学生アンケートの利用や検討会の開催など更に組織だって学

生の声を吸い上げる仕組みが求められる。 

 「卒煙コーナー」という名目で１２号館横に喫煙所が設けられたが、健康増進や受動喫

煙防止のため禁煙の動きが一般化している昨今、本学キャンパスでもアンブレラフリーの

みならず、スモークフリーについても学部・研究科や学生サービス課との連携による検討

が必要である。 

 東京紀尾井町キャンパス 1号棟 2階の図書館分室の書架狭隘化への対応について、紀尾

井町キャンパス図書室自体が狭いため書架の増加は厳しい状況となるが、引き続き JIU図

書館と協議が望まれる。 

 

 

４．全体まとめ 

 「長所・特色」と「問題点」でも触れたが、本学の今年度の教育環境を考えるにあた

り、坂戸キャンパスの大規模な工事完了を抜きに語ることはできない。すでに昨年度竣工

された２３号館（JOSAI HUB）や今年度完成の中央広場や回廊（JOSAI RING）など、本学



 

 

の新たなランドマークともいえる建築物や施設は、キャンパスを利用する全ての学生、教

職員、また地域の方々との交流を容易にするとともに、ネット環境の充実した学習スペー

スや学生同士の交流の場につながり、多様な学びの場を提供するものとして期待されてい

る。旧校舎取り壊しの際には惜しむ声も聞かれたが、新たな時代に対応したこれらのキャ

ンパス施設の活用は、本学の目指す『協創力』を育てる教育推進につながる。これらの新

設校舎や施設の利用方法については今後更なる模索が必須であると同時に、それらの情報

を学生、教職員、地域の方々、また広く社会へも随時公開していく計画的な取り組みが必

要である。 

 本学の教育活動、および、研究活動は全て「教育研究など環境整備の方針」に則って、

教員と職員の協力、また、各部署の連携により、適切かつ誠実に実施されている。教育研

究活動の支援については、これまでも学長所管研究費制度や科学研究費申請の促進を図る

施策がなど、研究活動を支援する対策が実施されてきたが、特筆すべきは今年度よりサバ

ティカル制度に関する規定が整備されたことであろう。これは教員からの長年の要望にこ

たえるものであり、教員の研究時間確保という点でも本学にとって大きな一歩ではある

が、人数や年齢に制限があるなどサバティカル制度の内容については今後更なる改善が期

待される。 

  



 

 

第 9章 社会連携・社会貢献 

１．現状説明 

 

9.1 大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する方針 

を明示しているか。 

 

 「社会連携・社会貢献の方針」については、大学ホームページにて以下の通り掲載して

いる（資料 9-1：https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/）。 

 我が国では、「ヒト・モノ・情報」の首都圏への集中と一部地方都市への分散という状

況に直面している。多くの分野で国際競争力の強化とグローバル人材の育成が強く求めら

れると同時に、地域における様々な課題を発見・解決し、地域社会に貢献できる人材の育

成が必要となるのは間違いない。今後人々が、安全で安定した生活を維持するためには、

グローバル化という社会変動の中で、地域を活性化しうる革新的な発想と日本と世界との

関わりに深い理解を持つ人材が不可欠となる。城西大学は、このような地域社会に有為な

人材を育成する上で、地域との連携は不可欠であると考え、地域との共同事業を継続して

実施してきた。したがって本学の社会連携、社会貢献は、人材育成を強く意識したものと

なっている。 

 ここに、社会連携・社会貢献における指針を定め、グローバルな視野を持つ地域人材育

成を推進し、活力ある個性豊かな地域社会の形成・発展を支援する。 

1.地域に必要とされる人材を育成するために、企業・自治体との連携教育（インターンシ

ップ含む）、起業家精神の醸成、地域コミュニティに貢献する文理融合教育を推進する。 

2.大学連携ネットワーク（埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)の構成校として

他大学と協働で地域活性化に取り組むとともに、その学内支援体制を拡充する。 

3.地域の方々を対象とした公開講座、社会人教育を充実させる。 

4.地域連携センターによる地域活動への支援体制の一元化を図る。 

5.地域に特化したインターンシップ体制の強化を図る。 

6.地域社会に対する大学施設・サービスの積極的な開放を進める。 

 

 

9.2 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組み 

を実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた社会貢献・社会連携に関する

方針の適切な明示 

評価の視点１：学外組織との適切な連携体制 

評価の視点２：社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進 

評価の視点３：地域交流・国際交流事業への参加 



 

 

 学外組織との適切な連携体制については、2018年度より産学官連携ネットワーク（埼玉

東上地域大学教育プラットフォーム（TJUP））の構成校として他大学・他短期大学・自治

体・企業と協働し、その中で本学は運営幹事校として全体の運営を担うとともに、教育連

携委員会、キャリア支援委員会に所属し、様々な活動の運営に携わっている（資料 9-2：

https://www.tjup.taibokudo.jp/）。また、彩の国連携力育成プロジェクト（SAIPE）で

は、事務局担当を務めており、埼玉県内の 3大学とともに様々な取り組みを行っている

（資料 9-3：https://www.saipe.jp/）。 

 図書館では近隣の公共図書館 6館（坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、飯能市、毛呂山町、越

生町）との相互協力提携を結び、相互の利用者へより幅広い分野の資料の提供、連携事業

を実施している。連携先図書館長と主務者の協議により、本学教員による合同主催の公開

講座の開催（12月 18日開催）、図書館員の合同研修会の実施（2月に予定）、鶴ヶ島市立

図書館まつりへの参加（10月 26・27日）、坂戸市立図書館における学生アドバイザーによ

る児童への学習支援（7・8月）などの連携事業を実施している（資料 9-4：https://libo

pac.josai.ac.jp/top/whatsold5.htm）。埼玉県大学・短期大学図書館協議会（SALA）（資

料 9-5：https://sala.gr.jp/）に加盟し、相互利用サービス、合同研修、コンソーシアム

による安価での物品の共同購入、図書館活動をしている学生たちの協働交流プログラム

（5月 25日）への参加、研修会（12月 14日予定）へ参加している。埼玉県図書館協会主

催の「図書館と県民のつどい埼玉」（12月 8日）に参加し、多くの方に本学の貴重書や図

書館活動を発表している（資料 9-4：https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold5.ht

m）。 

 地域連携センターでは、本学の地域活動・地域研究により蓄積された成果を掲載した紀

要を 2020年度より刊行し、地域連携および地域を舞台とした教育・地域を対象とした研

究促進に寄与している（資料 9-6：https://www.josai.ac.jp/lifelong/cooperation/chii

kikiyo/）。前年度に引き続き全学部より投稿があり、多様性に富む紀要となる予定であ

る。 

 なお、本学の多様な主体によるさまざまな地域活動とその成果を把握・蓄積し、本学の

教育・研究活動に活用・推進するために、Microsoft 社 Formsを用いた事前・事後の情報

収集および情報公開を行っている。すなわち、「地域連携活動実施連絡フォーム<事前情報

収集>」（資料 9-7：https://forms.office.com/r/p4zuf2q2MM）と「地域連携活動報告書入

力フォーム」（資料 9-8：https://forms.office.com/r/PtQfkN3Q0L）である。前者は、教

員等が事前の情報交換やアイデア共有、協同・共創を模索する場として開設したものであ

り、後者は 2021年度から開設し、簡便に入力できる仕組みで活動成果の報告を促してい

る。 

 本学の正課外活動に積極的に取り組んでいる先輩たちが中心となり、新入生向けオリエ

ンテーションの目玉企画として「せっかくなら大学をフル活用！―城西大学を“使い倒し

た”センパイたちの話を聞こう―」を開催し、学生自身が自ら成長できた地域活動の取り

組みについて発表した（資料 9-9：https://www.josai.ac.jp/orientation/）。 次年度

も、企画段階から学生が中心となり開催する予定である。 

 前年度に引き続き、11月 3日（日）に学生によるポスターセッション形式での地域連携

活動発表会を行った。JOSAI HUB（23号館）のオープンスペースにおいて高麗祭で開催



 

 

し、本学の地域連携活動を広報するとともに、学内外の交流・情報交換の場となった（資

料 9-10：https://www.josai.ac.jp/news/j-clic20241103/）。さらに、彩の国連携力育成

プロジェクト（SAIPE）では、地域における多職種連携を学ぶ各種取り組みを行ってお

り、事務局担当として地域を活用した学びに貢献した。 

 今年度より、地域連携推進に関する活動指標およびアウトカム指標（2024.6～2025.5）

を本学の中長期計画・事業計画に基づき策定し、大学としての地域連携における将来目標

と具体化のための計画を立てた（資料 9-11 地域連携推進に関する活動指標評価（2024.6

～2025.5））。 

 図書館では、城西大学機関リポジトリ「JURA」において本学の教育研究成果である紀

要・学術論文・公開講座資料などを電子化し、インターネットを通じて世界に発信してい

る（2024年 10月末約 7,000件）（資料 9-12：https://libir.josai.ac.jp/il/meta_pub/G

0000284repository）。 

 図書館総合展のポスターセッションに学生アドバイザーが参加し、会場において図書館

活動の紹介を行っている（11月 5-7日）。また、成城大学において開催されるサポーター

ズフォーラムに学生アドバイザーが参加し、ワークショップ等を通じて他大学の学生と交

流している（11月 30日）（資料 9-4：https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold5.ht

m）。 

 地域交流への参加については、地域の方々を対象とした公開講座の実施（資料 9-13：ht

tps://www.josai.ac.jp/lifelong/kouza/）、地元の小学生を対象に「子ども大学にしいる

ま」（資料 9-14：https://www.josai.ac.jp/lifelong/kodomo_univ/）や日高市と連携し

「ひ・まわり探検隊」（資料 9-15：https://www.josai.ac.jp/news/j-clic20240723himawa

ri/）を実施。坂戸・鶴ヶ島消防組合の要請により、他大学の学生も含め、機能別学生消

防団を結成し、大規模災害時等に備え講習を受講している（資料 9-16：https://www.josa

i.ac.jp/news/j-clic20240924/）。また、北坂戸にぎわいサロンなどの事業を展開してい

る（資料 9-17：https://www.josai.ac.jp/lifelong/kitasakado/）。 

 地域支援活動に関心を持つ学生が増えており、近隣地域の祭りや行事などに積極的に参

加をしている（資料 9-18：https://www.josai.ac.jp/news/j-clic20240623/）。地域社会

の発展と人材育成に寄与する取り組みとして、地域の小中学校に学生や教職員が訪問し、

また小中学生が本学に訪れて、学びを通しての交流を行っている。 

 2022年度に Microsoft社 Officeのアプリである Teams内に JOSAI地域活動情報提供チ

ャンネルを作成した。これは地域連携活動に興味ある学生および教職員が自由に、幅広い

地域活動等の情報発信をしたり、受信したりすることができるものであり、登録者が年々

増えている。また、美術館、図書館、キャリアサポートセンターなど他部署との連携活動

の場が広がっている。 

 国際交流事業への参加に関しては、北坂戸にぎわいサロンが今年で開設 10周年を迎

え、これを記念したイベントを開催した際、留学生による母国の紹介＆世界のあそび体験

コーナーを実施し、国籍や年齢を越えて地域住民との交流が生まれた。今後も本学の国際

教育センターと連携し、地域貢献活動等の実施を検討していく。 

 図書館では、地域住民に大学図書館を開放し、資料の閲覧・学習の場を提供、さらに貸

出サービスを受けられるライブラリーカード会員制度を導入し、生涯学習に大学図書館の



 

 

資料をご利用いただいている。相互協力提携先の鶴ヶ島市立図書館まつりに美術館と図書

館が展示と体験の機会を提供し、多くの市民の方にご参加いただいている（10月 26・27

日）。また、埼玉県図書館協会主催の「図書館と県民のつどい埼玉」では本学の取り組み

について展示し（12 月）、参加する高校図書館、他大学図書館、公共図書館の司書や学生

と交流し、今後の協力事業について意見交換をする館種を超えた交流の場となっている

（資料 9-4：https://libopac.josai.ac.jp/top/whatsold5.htm）。 

 

 

9.3 社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、 

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

社会連携・社会貢献の適切性については、整備された「内部質保証システム」に則り、

担当部署より選出された個別点検・評価委員（社会連携グループ）が各部署の自己点検・

評価シートを基に点検・評価を行い、「全学点検評価委員会」へ報告している。具体的に

は、中期計画・事業計画等の達成状況等を基に各部署にて点検・評価を行い、改善すべき

点があれば大学運営会議を経て内部質保証推進組織である「教学マネジメント会議」にて

改善実施指示とともに、次年度の事業計画への反映を行う。 

地域連携センターの点検・評価においては、毎年前年度の課題点を抽出し、地域連携セ

ンター運営委員会で対応策を検討し、改善に向けた計画と数値目標を掲げている。地域連

携センターの実効性の PDCAサイクルが実現したか、評価できる点と課題を、事務室で収

集した地域連携活動報告書等に基づき、当該年度末に地域連携センター運営委員会で協議

し、意見交換とともに点検・評価を行い、改善および向上に向けて、次年度で取り組むこ

とができるよう共有を行っている。 

 2023年度の認証評価において、地域科目を明示することが望ましい旨指摘されたことに

対応して、教学マネジメント会議および教学マネジメント委員会において、「地域に係る

科目」のシラバスへの記載を全学に要請し、今年度のシラバスより全学に反映されること

となった。また、教学マネジメント委員会で、「地域に係る科目」の体系的・継続的な運

用について、科目数が減少していることや、次年度に向けた科目の検討依頼を行った。 

 図書館の点検・評価については、図書館運営・選書合同委員会において報告し、事業に

ついて協議・検討を行っている。また、JURA 運営委員会において報告し、事業について協

議・検討を行っている。 

 美術館の点検・評価については、水田美術館運営委員会において報告し、事業について

の協議・検討を行っている。 

 以上のことから、社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を実施し、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている。 

 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 



 

 

２．長所・特色 

 城西大学での社会連携・社会貢献における特色は、地域連携センターおよび図書館を中

心として、あるいは窓口として近隣地域の自治体や大学、研究機関などと連携・協働する

ことで様々な地域活動に取り組んでいる点にある。地域連携センターによる活動では、

2018年に TJUPに参画することでより地域連携が強化され、特に地域活性化に向けたミク

ロレベルでの活動が増えた。図書館による活動では、地域相互協力図書館として大学資源

の地域への還元に対しては長年の功績があり、また学生アドバイザーの制度を活用し、学

生たちが積極的に地域交流を行っている。 

 

 

３．問題点 

地域連携センターでの活動は多岐に渡っており、外部会議への参加や書類の作成、学内

アナウンス等、多くの作業を抱えているが、十分な人員が充てられているわけではない。

少ないスタッフで最大限の成果を出しているが、今後、社会連携・社会貢献が大学にとっ

てさらに重要な要素になっていくことを考えると、人的配分には考慮が必要である。 

 

 

４．全体まとめ 

 2024年度の社会連携・社会貢献については、前年度に引き続き、グローバルな視点から

地域活性化を担える人材育成を目指して、地域連連携センターおよび図書館が中心とな

り、上記 6つの活動方針が示されている。 

 これらの活動方針に沿って、まず地域連携センターは、2018年度より産学官連携ネット

ワーク（TJUP）の構成校として他大学・他短期大学・自治体・企業と協働しており、また

彩の国連携力育成プロジェクト（SAIPE）でも事務局担当として埼玉県内の 3大学と連携

を図っている。教育活動については、研究論文紀要を 2020年度より刊行し、地域連携お

よび地域を舞台とした教育・地域を対象とした研究を促進している。地域交流・国際交流

については、昨年度と同様に、公開講座の実施や地元小学生を対象としたイベントへの参

加、本学と他大学の学生による消防団の結成、地域活動を伝えるチャンネルの作成などを

行った。 

 次に、図書館は、近隣の公共図書館 6館との協力体制のもとで、また埼玉県大学・短期

大学図書館協議会への加盟を通して、地域との協力体制を強固なものにしている。今年度

の具体的な活動として、紀要論文の発行、各学部の情報収集、学祭でのポスターセッショ

ン等による情報発信、近隣地域のイベントへの参加、リポジトリ「JURA」による積極的な

情報公開などが挙げられる。地域交流・国際交流については、図書館は、地域住民に大学

図書館を開放し資料の閲覧・学習の場を提供したり、貸出サービスを受けられるライブラ

リーカード会員制度を導入したり、相互協力提携先の鶴ヶ島市立図書館まつりに美術館と

図書館が展示と体験の機会を提供したりした。その他にも、他大学図書館、公共図書館の

司書や学生と交流し、協力体制を深めている。課題もあるが、前年度の実績を継承しつ

つ、さらなる社会連携・社会貢献に努めていると言える。 

  



 

 

第 10章 大学運営・財務 

（１）大学運営 

１． 現状説明 

 

10(1).1 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必 

要な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

 城西大学管理運営に係る方針については、大学ホームページにて以下の通り掲載してい

る。 

 本学は、建学の精神、教育理念、中期計画の実現に向けて、以下に定める「管理運営に

係る方針」に基づき、円滑な大学運営に努めるものとする。 

1.明確な意思決定プロセスや権限、責任体制のもと、持続的な発展を見据えた大学運営を

行う。 

2.本学の諸規定に基づき、透明性、公正性、機能性を有した管理運営に努め、ガバナンス

を強化する。 

3.大学運営に係る資質および職能等の向上に資する研修を定期的に実施し、健全な大学運

営と、改善・改革に取り組み、新たな教育研究体制に適応するための体制を構築する。 

4.本学の教育研究の充実・発展に向け、財務基盤の強化および安定を図り、健全な財政運

営に努める。 

 「中期計画」「事業計画」及び「管理運営に関する方針」については、ホームページで

広く社会に公開している。「2024年度学校法人城西大学事業計画」については、「大学運営

会議」「教学マネジメント会議」にて審議・承認され、全教職員へ周知されている。 

「管理運営に関する方針」については、学内構成員に対しての周知方法については、大学

ホームページの他に、イントラネット、Microsoft Teams 等「教職員ページ」によりで周

知をしている（中期計画、事業計画：https://www.josai.jp/about/plan/）（管理運営に

関する方針：https://www.josai.ac.jp/about/operation/policy/）。 

 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するための大学運

営に関する方針の明示 

評価の視点２：学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知 



 

 

10(1).2 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、

これらの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営を行っている

か。 

 

 本学では、大学運営にあたり学校教育法第 92条に基づき、学長、副学長、学部長等の

要職を配置している。学部ごとに教授会（城西大学学則第 20条）を、大学院に関して

は、研究科ごとに研究科委員会（城西大学大学院学則第 11条）を置き、それぞれ所属の

専任教員をもって組織する。学部長・研究科長は、原則月１回学部教授会・研究科委員会

を招集して、議長となる。学部教授会運営に関する規程は、学部ごとに定めている。さら

に、全学的な課題について審議する「大学運営会議」と教学に関して審議する「教学マネ

ジメント会議」では各規程において、議長を学長とし、構成、招集、審議事項等について

定め、各会議の権限と役割を明記しており、適切な大学運営のための組織の整備を行って

いる。 

 学長の選任方法と権限については、「学校法人城西大学学長選出及び任命手続に係る規

程」において明示している。 

選任方法については、同規程第 2条に「学長の選出及び任命は、学長推薦委員会 （以下

「推薦委員会」という において単数又は複数の候補者を選考し、理事長へ推薦し、 理事

長は理事会の意見を聴いて学長を任命する。」と明記されている。また、学長の職務・権

限については、「城西大学業務規則」第 14条に「学長は、学務を掌り所属職員を監督す

る。」と明記されている。 

 副学長の選出方法に関しては、「城西大学就業規則」第２条に明記されており、学長と

事務局長が候補者を選出し、理事長に内申している。また副学長、学部長、研究科長等役

職者の選任方法および職務・権限については、「城西大学業務規則」に明記されている。 

 学部教授会および教授会の権限については、「城西大学学則」第 20条および第 20条の 2

に、大学院研究科委員会については、「城西大学大学院学則」第 11条に「学長が掲げる教

育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、審議をして意見を述べるものと

する。」と明記されており、学長による意思決定と教授会・研究科委員会との関係につい

ての事項が定められている。 

 なお、「城西大学業務規則」は学部長、研究科長について職制が不明瞭だったため、

2025年度改定に向け整備されている。 

評価の視点１：適切な大学運営のための組織の整備 

      ・学長の選任方法と権限の明示 

      ・役職者の選任方法と権限の明示 

      ・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

      ・教授会の役割の明確化 

      ・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

      ・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

      ・学生、教職員からの意見への対応 

評価の視点２：適切な危機管理対策の実施 



 

 

 教授会の役割については、城西大学学則第 20条に明記されており、当該学部に関し、

学長が掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うにあたり意見を述べるもの

とする。具体的な権限として、学長が掲げる教育研究に関する重要な事項について行うに

あたり、学生の入学及び卒業、教育課程及び授業の編成、学生の試験及び単位の授与、学

位の授与、学生の補導及び賞罰、教員の業績の審査等を審議して意見を述べることと定め

ている。 

大学と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化は、理事会規程第２条に「理事会

は、法人の教育・研究の充実及び向上を目的とする有効適切な経営管理を行うため、その

基本的な施策、方針、計画等の重要事項を審議し、決定する。」としている。また、理事

会のもとに常務理事会を置き、業務運営上の重要事項に関し、構成員の意見を反映した大

学運営を行っており、毎月、理事会・常務理事会を開催し、大学の課題や状況について共

有・議論している。理事会等の方針、経営に係る事項の教学組織への周知は、大学運営会

議において周知徹底を図るとともに構成員にも共有している。 

 学生からの意見への対応については、授業科目ごとに「授業中間アンケート」「授業期

末アンケート調査」を実施し、担当教員にフィードバックし対応している。課外活動に関

する意見は、学生サービス課が定期的に学友会と会議を開催し、学生からの意見に対応し

ている。更に、毎年「学生アンケート」を全学生に実施し、学生からの意見や要望に対応

している。 

 教員からの意見への対応については、大学学則第 20条及び大学院学則第 11条に基づく

学長から諮門された事項や、教育研究に関する重要事項で教授会等の意見を聴くことが必

要な事項について、教員の意見を聴取している。 

 その他、教職員からの意見への対応については、学長は毎月一回、全教職員向けに「学

長メッセージ」を配信し、教職員からの意見を匿名で直接学長あてにメールで送ることが

できる「ご意見フォーム」を用意している。教職員専用特設サイトにてご意見へのフィー

ドバックを掲出している。 

教育研究と管理運営を阻害する事態を未然に防ぐために必要な危機管理体制について

は、「コンプライアンス推進規程」や「ハラスメント防止等に関する規程」、「個人情報の

保護に関する規程」、「防災管理規程」等を整備している。有事の際には、学長や事務局長

が総務課と連携し問題発生時の危機管理を共有する体制をとっている。事務局内の迅速な

連携と情報共有のために Teamsを利用し、情報の統制と迅速化の体制も整えている。ま

た、「学校法人城西大学情報セキュリティ基本方針」「学校法人城西大学情報セキュリティ

基本規程」を策定し、情報セキュリティの確保、インシデント対応等に取り組んでいる。

また、城西大学防災マニュアル（地震・火災時等）を整備し、不測の事態において迅速な

対策を講じており、毎年 10月に教職員、学生、本学関係者を対象とした防災訓練を実施

している(https://www.josai.ac.jp/campuslife/manual/)。 

 

 



 

 

10(1).3 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

 

 予算編成については、7月 3日の法人事務局長主催の予算編成会議を受け、7月 11日の

連絡会同において各課長・事務長に予算申請要領の概要を説明するとともに、事務局長の

承認を得て 16日に細部要領等について業務連絡の文書を発出した。また、予算編成方針

については 7月 28日の理事会での承認を受け、8月 8日に連絡会同で各課長・事務長にポ

イントを記載のうえ説明した。予算申請については各部署より提出された申請に基づき 10

月 15日以降ヒアリングを行い予算調整を実施した。取りまとめた予算案について、11月

22 日に新規更新事業の学長ヒアリングを行い、11月 26日の学長・局長予算全般説明およ

び指導を経て 11月 30日に法人本部へ提出し係数登録を行った。今後は、第 1次から 3次

までの申請において、理事会での指示事項等に基づき予算調整を行う予定である。 

 予算執行については、経理規程・調達規程等に基づき執行し、財務システムにより各予

算部署の事業ごとの予算を管理し、予算額・執行額・残高を随時把握している。監査につ

いては 10月に監査法人による 1回目の会計監査を受けるとともに、11 月には内部監査室

による学内研究費に係る業務の運用体制に関する監査を受けたところであり、今後、監査

法人及び監事による監査を計画的に受け、業務の合規適切性のみならず予算執行に伴う効

果についても検証を受ける予定である。また、中間決算において上半期の検証を行ったと

ころであり、その成果を下半期の執行及び来年度の予算編成に反映させていく予定であ

る。 

 

 

10(1).4 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必 

要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。 

 

 大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置については、本学「事務組織規程」第２

条～５条に大学運営に関わる事務組織、第６条～15条に職制、第 16条～44条に所掌事務

が明記されている。本規程に則り、大学業務を円滑かつ効率的に行うことができる事務組

織を編成している。事務職員の職制は、事務局長、事務局次長、学長室長、部長、課長・

事務長、課長補佐・事務長補佐、専門職員、その他の職となっており、組織における職務

を果たすための指揮命令を行う。また、事務組織は「事務組織規程」基づいて設置されて

評価の視点１：予算執行プロセスの明確性及び透明性 

      ・内部統制等 

      ・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定 

評価の視点１：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

      ・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況 

      ・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備 

      ・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協働） 

      ・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善 



 

 

おり、適正を見極めたうえで、中長期的な展望を視野に入れた事務職員の配置により、業

務は効果的に遂行されている（https://www.josai.ac.jp/media/soshiki20240501.pdf）。

また毎年 10月に一般職員、嘱託職員に異動希望調査を行い、本人の意向も確認しつつ、

人事異動の際には、所属長にヒアリングを行うなど、組織の構成と人事配置については適

切に行っている。 

 事務職員の採用に際しては、広く公募を行い、人物像、業務上必要な知識、技能等を評

価するため、書類審査、面接試験等が実施される。また一般職員任用に関する内規を定

め、本学の教育研究活動を効果的に運営できるマネジメント能力を有すると認められる者

を採用するという指針が確定した。しかし、職員の昇格に関する指針の作成については未

整備となっており、継続課題として検討を進めている。 

 業務の多様化に伴い、管理職による「事務局部課長連絡会」を月例で開催している。さ

らに教学に関する重要事項を審議する「教学マネジメント会議」では、学長・副学長・学

部長・研究科長・各部長等の他、事務局管理職も陪席して情報共有を図っている。専門化

に対する職員の配置等整備状況については、専門的知識や経験を持つ人材として施設・設

備を管理する人材、情報化を推進する人材、図書館業務を対応する人材等の他、保健セン

ター職員、学生カウンセラー、ハラスメント対応職員等を契約採用・委嘱している。 

 教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係については、「大学運営会

議」、「教学マネジメント会議」など大学運営・教学運営における重要事項を審議する会議

に事務局長、学長室長、事務局管理職が出席または陪席しており、教職員間の協働を促進

している。また、事務組織内の部長・副部長職に教員を配置している部署もある。例え

ば、教務部長・教務副部長等部長職には教員が配置されており、教務部が主体となってい

る「教学マネジメント委員会」では各学部学科、センター等から推薦を受けた教職員と教

学に関する事務局管理職員が参加し、両者が協働して、検討、企画立案、審議又は調整を

行っている。 

 職員の適正な業務評価と処遇改善については、「城西大学及び城西短期大学職員評価実

施規程」に則り、職員の業務評価及び処遇改善については、評価制度を導入し適切な評価

を行っている。具体的には、目標達成度評価と能力評価についての評価を 2020年度から

行っており、目標達成度評価は、各部署の業務目標や個々の職務分掌に基づいた目標を上

司と面談を行ったうえで立て、期末に 1年間の評価を受ける。能力評価は責任感や積極性

などの項目について自己評価し、上司が面談を行ったうえで決定している。さらに 2次評

価者が評価の客観性を確認し最終評価をつけるなど、人事考察に基づく、職員の適正な業

務評価と処遇改善は行われている。 

 

 

10(1).5 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の 

向上を図るための方策を講じているか。 

評価の視点１：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（SD）の組織的な実施 



 

 

 本学においては、事務職員及び教員の意欲及び資質の向上を図るため、また共通の意識

を持つために、全学的な FD研修会に職員も参加することとしている。2017年より、教員

も含めた SDを実施し、教職員の資質向上に努めている。 

 2024年度においては、本学の運営に必要な知識・技能を身に付け、能力・資質を向上さ

せるため、4月下旬に特別 SD研修会として管理職向けにテーマ「学生の新しい進路選択ニ

ーズと学校の取組事例」で実施した。また 8月下旬に SD研修会として全教職員向けにモ

チベーションに関する理論を用いて意識改革という観点からテーマ「学校法人における多

様性の重要性と教職員のエンゲージメント向上」で実施し、210名の教職員が参加した。 

 

 

10(1).6 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果 

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

大学運営の適切性については、改訂された「内部質保証システム」に則り、担当部署

（人事課・経理課）より選出された個別点検・評価委員（大学運営グループ）と事務局長

が各部署の自己点検・評価シートを基に点検・評価を行い、「全学点検評価委員会」へ報

告している。 

 月に１度開催される「部課長連絡会」での情報共有や各部署で取りまとめる業務評価制

度、予算申請及び予算執行状況、事務局長とのヒアリング、中期計画・事業計画の達成状

況等を基に各部署にて点検・評価を行い、改善すべき点があれば「大学運営会議」を経て

内部質保証推進組織である「教学マネジメント会議」にて改善実施指示とともに、次年度

の事業計画への反映を行う。 

 今年度より見直しされた事務組織体制については、有効性・実効性を検証するべく各所

属長との面談をし、実態を掴み、次年度に向けた事務室内の課題や要望を共有し組織活性

化につなげる。また、課題であった業務に対してモチベーションを高めるためＳＤ研修の

テーマとして取り上げた。一般職員任用に関する内規を定めたことにより本学の教育研究

活動を効果的に運営できるマネジメント能力を有すると認められる者を採用するという指

針が確定した。 

 

 

２．長所・特色 

 本学は、建学の精神「学問による人間形成」や教育の理念・目的を踏まえ、法人本部で

は業務運営上の重要事項に関し、構成員の意見を反映した大学運営を行っており、毎月、

理事会・常務理事会を開催して大学の課題や状況について共有・議論している。また大学

では理事会等の方針等の提案により、学長の意思決定の下、教員と職員が連携しながら、

「中期計画」「事業計画」の達成に向けた取り組みを行っている。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：監査プロセスの適切性 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 



 

 

 FD研修、SD研修については相互に教員・職員が参加することにより、共通の問題意識

を醸成するとともに、学生にアンケートを行うことにより、学生の意見もくみ上げ、多様

な視点からの気づきを得る活動を行っている。また、毎年度、自己点検・評価の手法につ

いても改善を試みることで、点検・評価プロセス自体の向上も図っている。 

 

 

３．問題点 

 一般職員任用に関する内規を定め、本学の教育研究活動を効果的に運営できるマネジメ

ント能力を有すると認められる者を採用するという指針が確定したが、職員の昇格に関す

る指針の作成については未整備となっているため、早急の対応が必要である。さらに中長

期的な視点で人事計画を策定し、事務組織の強化と効率化を目指し整備を行う必要があ

る。 

 また事務組織体制については、各部署の課題や要望を共有し、引き続き組織活性化につ

なげていくことが望ましい。 

 

 

４．全体まとめ 

本学は「2020～2024 年度中期計画」の実現に向けて、「管理運営に係る方針」に基づ

き、最終年度となる今年度の事業計画の達成するために大学全体で積極的に取り組んでき

た。大学運営を円滑に進めるために、各規程に基づき、法人と教学組織、事務局との意思

疎通を図っている。また、本学の特色である「協創力」の涵養をめざす教育を推進し、改

善改革を実行にうつすための体制や予算編成・執行のプロセスも整備されている。さらに

本学「事務組織規程」に則り、大学業務を円滑かつ効率的に行うために事務組織を再編成

した。     

 

  



 

 

（２）財務 

１．現状説明 

10(2).1 教育研究を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定している 

か。 

 

 一昨年 3月に承認を得た「城西大学中期財務計画」について年度の更新を行い、2022年

度実績及び 2023年度予算の状況を踏まえ、課題と対応策を案出した。現在、2023年度実

績及び 2024年度予算の状況を踏まえ、2025年度に向けた計画を 3月までに更新するよう

進めている。 

財務計画の中で財務指標を設定しており、財務計画の年度更新において経常収支の黒字

を確保するため目標値の再設定を行った。 

 

 

10(2).2 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立してい 

るか。 

 

 2023年度の財務関係比率についてみると、人件費比率は全国平均に比し低く、教育研究

経費比率はかなり高くなっている。また、経常収支差額比率も予算ではマイナスを計上し

たが、決算では 3.6％となり引き続き収支を確保していることから総じて適正であると評

価する。 

 特定資産のうち施設設備引当特定資産において、施設設備費を計画的に積み立てており

現状及び将来に渡り必要な資金は確保できている。  

 教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組みについては、予算編成及び予

算執行業務フローに基づき重層的な会議・調整等の場で適正に手続がなされているものと

評価する。 

 外部資金の獲得については、学長主導により科学研究費補助金の獲得に向けた説明会・

個別指導等の取り組みにより採択件数は 2022 年度までは増加傾向にあったが 2023年度は

減少に転じたこともあり、2024年度では外部委託による申請書の添削依頼や学内で採択さ

れている教員のアドバイザー制度を発足した。採択者数は前年並みのものの、採択率は

評価の視点１：大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の策定 

      ＜私立大学＞ 

評価の視点２：当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定 

評価の視点１：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するために必要な財

務基盤（又は予算配分） 

評価の視点２：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

評価の視点３：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共同研究費等）の獲

得状況、資産運用等 



 

 

2023年度 19％から 2024年度 21％へと改善が見られた。なお、受託研究費・共同研究費等

の獲得金額については増加傾向にある。 

 経常費補助金については、昨年度より学長主導で獲得のための取り組みが強化されてい

るところであり、「教育の質」について▲４％から 0に改善するという成果を得た。寄付

金については、毎年度父母後援会と同窓会より一定額を得ているものの新入学生のご父母

からの寄付は低調である。 

 資産運用については内閣官房が策定した「アセットオーナープリンシプル」に基づき、

持続的な物価上昇が見込まれる中で将来的にわたって購買力や安定した財務基盤を維持す

るため、債権、定期預金以外の金融商品も運用対象に拡大することを理事会決定した。な

お元本毀損リスクを伴う金融商品を選択する場合は、専門的知見に基づく管理が重要とな

り、外部金融機関等に運用を委託するなど、外部組織を活用する方向である。 

 

 

２．長所・特色 

 特定資産構成比率は 28.1％であり、かつ内部留保資産比率が 29.0％あることで、中長

期的な財政支出に対する備えが充実しており、計画的な学校法人経営を可能としている。

また、長期にわたり無借金経営を継続しており、内部留保資産比率がプラスであること

で、すべての有形固定資産が自己資金で調達されていることは財務上の長所である。 

 

 

３．問題点 

 内部留保比率は高いものの、2024年度予算及び 2025年度予算（1次）申請において

は、赤字予算を計上している。収入においては、学納金の安定的な確保と外部資金の獲

得、資産運用による運用益の最大化は喫緊の課題といえる。また、施設設備の更新による

減価償却費や保守費関係増に加え、近年の物価・賃金の上昇によりあらゆるサービスが値

上げされており、支出は上昇傾向にある。 

 

 

４．全体まとめ 

 学納金安定確保については、2025 年度生より物価上昇分の学納金値上げを実施する。外

部資金の獲得については、引き続き科研費採択者数の増加施策を継続する。資産運用につい

ては、外部金融機関の助言および運用委託を依頼することで収益の最大化を目指す。支出に

ついては、個人研究費、学生による卒業研究費の見直し、高額機器の計画的な更新により支

出抑制を目指す。あらゆるサービスの値上げへの対応としては、一部の事業において新規業

者を開拓することにより経費削減効果があったことから、業者選定の見直しを継続的に実

施することで価格を抑制する。 

 

  



 

 

第 11章 グローバル化 

１．現状説明 

 

11.1 大学の理念・目的を踏まえ、大学としての国際化の方針を適切に明示・公表をしてい

るか。 

城西大学は教育システムの国際化の方針を HPで公開している（https://www.josai.ac.

jp/about/operation/policy/）。 

 現代社会は、グローバル化の進展を背景に、情報通信技術の更なる進化が新たなサービ

スや価値の創造をもたらしている。今後はさらにボーダーレス化が加速すると同時にグロ

ーバリゼーションとローカリゼーションが共存して、均質化と多様化が並列的に進行す

る。 

 特に経済活動における国境は更に希薄になり、世界的視野の醸成は、次世代に必要とさ

れる重要な要件となっている。 

 一方、我が国では「ヒト・モノ・情報」の首都圏への集中と一部地方都市への分散とい

う状況にも直面している。 

 今後、多くの分野で語学力のみならず、異文化を理解・尊重しながら様々な問題提起や

課題可決ができるグローバル人材の育成が強く求められると同時に、地域における多種多

様な課題を発見・解決し、地域社会の発展や活性化に貢献できる人材の育成が必要となる

のは間違いない。このような「世界および地域」の両面おいて貢献できる人材を育成する

ためには、教育システムの国際化が不可欠である。 

 本学では、中期計画に基づく「教育システムの国際化の方針」として以下の指針を定め

る。 

1.留学生確保のため国際戦略組織の整備を検討する。 

2.留学生比率 10％を目指し、留学生受け入れ体制の充実を図る。 

3.海外留学派遣制度の充実を図る。 

4.次世代グローバル人材育成のため、語学教育の充実はもとより姉妹校との共同教育体制

を推進する。 

5.海外協定校との学術交流の強化を図る。 

6.世界および地域の課題を発見し、解決策を探る授業を拡大・強化する。 

 

 

11.2 定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取

り組みを行っているか。 

 国際教育センターでは、毎年 12月の国際教育委員会の審議事項で当該年度の自己点検・

評価報告書の担当部分を諮っている。国際教育センターの活動を下記 10項目に分類し、当

該年度の活動内容を振り返るとともに、各委員との意見交換を通じて改善点を見出しなが

ら、次年度の目標を設定している。 

 ①留学生派遣、②外国人留学生受入、③海外からの短期研修／訪問団受入、④姉妹校との

国際交流強化、⑤姉妹校訪問、⑥姉妹校関係者受入対応、⑦外部資金、奨学金の獲得、⑧キ

ャンパス内国際交流（JIST (Josai International Supporters' Team)）、⑨外国人留学生の



 

 

適切な在籍管理、⑩外国人留学生各種サポート 

 

 

11.3 「国際戦略組織」の整備に向けた国際教育センターの各小委員会、JIST 等の組織構

成及び適切性について。 

国際化の方針の 1.に定める「留学生確保のため国際戦略組織の整備を検討する」に関し

ては、2024 年度から「国際部」が発足した。まずは国際教育センター事務室と別科事務室

という事務組織が統合されたが、方針に沿って展開できていることから、適切であると言え

る。この統合において、国際教育センターには該当する小委員会が存在しないことから、小

委員会の関与はない。ただし、国際教育委員会は月に 1度の定例会議を実施しており、全学

の国際教育活動についての情報共有を行っていることから、小委員会の機能も網羅してい

る。 

 JIST は、外国人留学生たちをサポートする日本人学生によるボランティアグループとし

て活動している学生組織である。国際交流イベントやスポーツアクティビティなどのプチ

イベントを企画立案してくれており、毎年選出するリーダー、サブリーダーを中心として機

能している。学生の構成についても、特定の学部や学年に偏ることなく、留学生たちとの国

際交流活動だけではなく、日本人学生たち同士が学部学年の垣根を越えて交流できる組織

となっていることから、適切であると言える。 

 

 

11.4 外国人留学生の適切な在籍管理及び別科教育プログラムについて 

 留学生支援センターの最も大きな役割として、すべての留学生の在留期間中の適切な在

籍管理、指導がある。また、外国人留学生が卒業後に在留資格変更を希望する場合のサポー

ト等も随時行っている他、文科省や入管に対しても在籍者数や管理状況等の報告を定期的

に正しく行っている。 

 まず、留学生の受入に際しては、漏れなく必ず留学生オリエンテーションを実施し、留学

生として日本で生活を送る上で重要な学業面・生活面で必ず守るべき注意事項を周知して

いる。これら説明には、自身の在留カードの取り扱いという基本的な事柄だけではなく、資

格外活動や週の上限時間、在留期間更新の手続き方法、一時帰国をする際の学内のルールや

みなし再入国に関する案内など、およそ必要な項目を網羅している。 

 別科教育プログラムは、春学期・秋学期の入学生に対して日本語専修課程・日本文化専修

課程という 2つの課程で日本語教育を展開している。国内、国外での入試を通じて、多くの

国々からの学生に対して、日本語教育を展開している。日本文化専修課程には、本学の協定

校である台湾・淡江大学から毎年交換留学生を複数名受け入れている。日本語専修課程は

2024 年度からカリキュラムを改正し、基礎と発展の 2 つにクラスを分け、レベルに応じた

きめ細やかな日本語教育を展開している。また、別科生だけではなく、学部に所属する留学

生のうち、日本語能力に不安を覚えている留学生や、学部で受け入れている中欧奨学生の希

望者にも別科授業の聴講を認め、日本語能力を高められるようなサポートを行なっている。

なお、別科では定年退職教員の公募による補充と、教育プログラムの継承及び見直しを進め

ている。 



 

 

 

 

11.5 留学生の受け入れ状況と入試部との連携状況「について 

本学では、グローバルな視点での人材育成、国際教育・交流の推進、国際的キャンパス環

境の整備、及び海外からの優秀・良質な学生の確保等を目的に、さまざまな国から多くの外

国人留学生を受け入れている。 

 2024年 5月 1日現在、本学（城西大学、大学院、別科）の在籍状況は、257名である。 

 外国人留学生の受入は、主として、①協定校との協定に基づく各種プログラム（交換留学、

共同教育プログラム等）による受入、②国内の日本語学校経由等の一般私費外国人留学生受

入、及び③別科における受入の 3つに大別される。ここでは、主に国際部が所管している①

及び③について述べる。 

 ①協定校との協定に基づく各種プログラムのうち、交換留学生については、2024 年度は

合計 17 名の留学生を受け入れた。内訳は、ハンガリー1 名、ポーランド 2 名、スロベニア

1 名、台湾 6名、韓国 4名、マレーシア 2名、タイ 1名である。 

 ①協定校との協定に基づく各種プログラムのうち、共同教育プログラムについては、2024

年春は 7名、秋は 4名の留学生を受け入れた。内訳は、春は大連外国大学から 2+2プログラ

ムで 1名、3+1プログラムで 6名を受け入れた。秋は 2＋2プログラムで 4名を受け入れた。 

 ③別科における受入について、2024年春は 26名、秋は 5名の留学生を受け入れた。内訳

は、春は日本語専修課程に 6名、日本文化専修課程に 20名を受け入れた。秋受入れの 5名

は全て日本語専修課程である。なお、別科は、日本国内の関係性の深い日本語学校と指定校

関係にあり、それら日本語学校からは主に日本文化専修課程へ受入れをしている。 

 これらの他、薬学部では、３ヶ月以内の短期滞在ではあるが、タイのチュラロンコン大学、

シラパコーン大学から合計 3名の留学生を受け入れた。 

 国際部と入試部は、上記①の協定校との協定に基づく各種プログラムのうちの共同教育

プログラムと、③別科における受入において連携を図っている。前者においては、国際部国

際課で協定校との折衝や募集要項の作成を担い、入試部とは協定校からの出願者見込み数

などを情報共有している。入試部は出願書類の受付、現地入試の手配、合否発表関係の業務

を担当しており、合格発表後は、入試結果情報を再度国際部へ情報共有し、国際部において

在留資格認定証明書（COE）申請の手続きを行なっている。2024年度からは、これまで大連

外国語大学、東北財経大学が中心であった共同教育プログラムの協定校を拡大し、入試部と

連携の上、中国長春の長春科技学院、中国広州の広州科学技貿易職業学院と初めて共同教育

プログラムによる入試を実施した。 

 後者の別科における受入については、入試部とは主に国外入試で連携を図っている。別科

から城西大学の学部、大学院への内部進学ルートを強化していく構想のもと、2024 年度は

入試部と連携の上、東南アジアのベトナムのハノイとホーチミンで開催された現地入試説

明会に入試部職員が参加した。また、国際部でもホーチミン市内の大学、日本語教育を展開

している現地高等学校や現地日本語学校への訪問を行い、城西大学独自の国外入試のルー

ト開拓に向け、両部署連携の上で取り組んでいる。 

 

 



 

 

11.6 国際教育センターの各小委員会の適切性について・JISTの活動状況について 

国際教育センターの小委員会については、私費外国人留学生授業料減免の審査委員会が

挙げられる。同委員会は、国際教育センターの中から国際教育センター所長が選出した委員

を以て構成される。学部、大学院に所属する在留資格「留学」を有する私費外国人留学生に

対し、毎年度作成する募集要項に記載の所定の条件を満たしているかを各種資料から判断

し、減免の適用の可否を決定する委員会である。 

 JIST の活動状況については、コロナ禍以降、留学生数の低下や交換留学生の受入中止に

伴い、所属するメンバー数も減少していたが、現在は 102名の学生が所属し、非常に活発な

国際交流活動が行われており、日本人学生たちと留学生たちの交流機会を創出している。毎

年リーダー、サブリーダーを選出し、国際課との定期的なミーティングを行っている。また、

リーダー、サブリーダーを中心に、JIST メンバーが独自に、留学生たちの生活面でのサポ

ートも行ってくれている。 

 

 

11.7 「グローバル人材育成」のための多様な学生に対する修学支援等について 

留学生に対しては、大学ホームページでの情報提供・発信や留学生ハンドブック（日本語・

中国語・英語）を作成・配布、入学時にオリエンテーションを実施し、日本に不慣れな多く

の外国人留学生が、宿舎やゴミ出しなどの地域のルール、資格外活動、交通規則や各種法規

を遵守して安全で健康に留学生活が送られるように各種情報を提供、生活指導等を行って

いる。 

 外国人留学生が不慮の事故や事件にあった場合は、状況に応じて学生サービス課や学部

事務室と情報を共有・連携し、国際教育センターとしては主に在留管理や生活支援の点から

対象の外国人留学生をサポートしている。また、JASSO学習奨励費の支給運営、私費外国人

留学生授業料減免制度運営、その他各種法人、自治体等の奨学金情報の発信と応募窓口活動

等を通じて、経済的支援も行なっている。 

 海外留学や、国際交流活動を主な目的とした日本人学生たちの支援制度として、本学は、

次のような独自の奨学金制度を設けている。 

（１）水田三喜男記念奨学生 

この制度は、中欧ヨーロッパに位置するハンガリーのブダペスト商科大学と共同で実施し

ているプログラムであり、毎年与えられる専門的なテーマに沿って、日本人学生たちが現地

のハンガリー人学生たちと合同で調査・研究を行い、現地ハンガリーへの訪問を通じてその

知識をさらに深め、研修の最終日に、現地において成果報告会を実施する異文化理解を目的

としたプログラムである。2024年度で 19回目を迎える。 

（２）女性リーダー育成奨励生 

この制度は、ポジティブ・アクション（積極的格差是正）およびジェンダー公平の視点にも

とづき、日本社会でいまだに意思決定の地位に少ない女性を対象に実施している。本研修で

は、コミュニティや組織のリーダーにとどまらず、グローバル課題や世界平和に貢献しうる

リーダーシップの育成を目指している。 

（３）グローバルチャレンジ奨学金制度 

この制度は、2018 年４月入学者からスタートした制度であり、海外留学や海外研修制度、



 

 

外国人留学生との交流等、本学独自の国際教育を通じて世界を体験し、そこで培われたグロ

ーバルな視野で物事を考え行動できる人材の育成を目的としている。2024 年度からは対象

学生数の枠を 50名に広げ、より多くの学生を対象とする制度へと生まれ変わった。 

より内容の充実した国際交流活動推進のため、文部科学省等の外部資金を効率的に獲得

することも、重要な活動の一つである。その最たるものが、JASSOの「海外留学支援制度プ

ログラム」である。国際教育センターが申請に関する全学会議を実施して各学部・部門の申

請を促し、各学部の申請プラグラムの調整や連携を行うとともに、申請窓口としてすべての

プログラム計画書を取りまとめ JASSO への申請を担当している。2024 年度はタイプ A、タ

イプ B併せて 5プログラムを申請し、XXプログラムが採択された。 

 この他、外部資金には該当しないかもしれないが、日中友好協会による中国への短期研修

の招待があった際に、学生たちへの周知や、申請窓口を担当している。 

 私費外国人留学生に対しては、外国人留学生学納金減免制度に基づき、対象学生に対して

授業料の 30%の減免を実施している。2024 年春学期は 102 名、2024 年度秋学期は 3 名の学

生を、同制度に基づき支援した。内訳は、春学期は 5学部合計 57名、大学院合計 45名、秋

学期は大学院 3名であった。 

 また、日本学生支援構が実施する学習奨励費を活用した修学支援も行っている。春学期に

は、12 か月採用枠で 1 名の学生を支援し、秋学期には 6 か月採用枠として 2 名の学生を支

援した。内訳は、春学期は経済学研究科の大学院生 1名で、秋学期の内訳は、理学部数学科

の学部生 1名、経営学研究科の大学院生 1名であった。 

 

 

11.8 海外留学派遣制度の充実・海外協定校との学術交流の強化など姉妹校との国際交流

について 

 世界的な物価高や円安といった影響が相まって、これまで城西大学が短期・長期で学生を

派遣してきたアメリカやオーストラリアといった国々への留学費用が高騰し、学生たちの

選択肢となりにくい状況が生まれている。このような状況を打開するために、2024 年度か

らは、新たな派遣先として、留学費用が比較的安価なフィリピンのラプラプセブ国際大学と、

中国の大連東軟信息学院への短期派遣、長期派遣をスタートさせた。 

 国際教育センター所長が中国出身であることから、中国の協定校とは密な連携が可能で

あり、本学における中国人留学生の学習や生活面での細やかな支援につながっている。 

 海外協定校との学術交流の強化として、2024 年度は、中国の大連外国語大学と、東北財

経大学から、1名ずつ外国人研究員を受け入れた。学内で開催する研究会などを通じた学術

交流だけに留まらず、これら大学から受入れた共同教育プログラム生や中国の留学生たち

の定期的なサポートも担ってもらっているなど、国際交流の面での連携も促進している。 

 協定校との国際交流については、2024年度は 2回実施した。一つは、11月に実施した韓

国・建陽大学の学生たちの来学に伴う、城西大学経済学部の学生との国際交流である。経済

学部の学生と、建陽大学の学生たちが、韓国文化をテーマにプレゼンテーションを行い、そ

の後全体でディスカッションを行なった。もう一つは、12 月に実施した中国・大連外国語

大学の学生たちの短期受入研修である。20 名の学生が来学し、城西大学のキャンパスツア

ー、日本語授業の見学、JISTメンバーとの国際交流などを行なった。 



 

 

 その他、2024 年度は大連外国語大学、長春人文学院、吉林農業大学など各協定校からの

視察団を受入れ、新しく整備された坂戸キャンパスの見学や、今後の両学の協力関係につい

て意見交換を行った。 

 

 

11.9 地域交流・国際交流事業への参加について 

 坂戸市の筑波大学附属坂戸高等学校の高校生からの要請により、10 月に本学交換留学生

が国際交流を行なった。体育の授業参加、ホームルーム見学、及び同高等学校の料理サーク

ル所属学生との和菓子製作を一緒に行った。 

 また、11 月には本学の近隣に位置する日本医療科学大学の保健医療学部の学生たちと、

本学の交換留学生たちが国際交流を行なった。日本医療科学大学とは初めて国際交流活動

を実施したが、アイスブレイクを兼ねた「だるまさんが転んだ」、「ボール運びゲーム」や、

医療をテーマとしたディスカッションなどが活発な交流が行われた。 

 同じく 11月には、在日中国大使館で行われた、日本の各大学の教職員と中国政府や大学

関係者との交流会に、国際課の職員と学部生 1名が参加し、意見交換を行った。 

 

 

11.10 教職員の海外派遣研修等について 

 城西大学では、外国人留学生の増加に伴って想定される英語等による対応やグローバル

な感覚の涵養を目的として、人事部と国際部が連携し、年に 1回程度、職員の語学研修を実

施している。2024 年度は、人事部と国際部が連携して学内選考を行い、フィリピンのラプ

ラプセブ国際大学へ 1名の職員を派遣した。 

 この他、国際部独自の派遣として、例年 2月に実施しているハンガリー研修へ国際課の職

員を引率補助として派遣するとともに、ハンガリーのブダペスト商科大学やエトヴェシュ・

ロラーンド大学、デブレツェン大学といった協定校関係者との意見交換等を実施した。 

 また、東南アジア圏で共同教育プログラムによる連携が可能な協定校の模索と、別科への

入学者確保を目指し、11 月に国際教育センター所長と国際課の職員 1 名がベトナムのホー

チミン市を訪問した。ホーチミン市師範大学のほか、越日高等学校、ドンズー日本語学校、

ドンミン日本語学校といった各種教育機関を訪問し、関係者との意見交換を行った。 

 

 

２．長所・特色 

本学の国際化への取り組みは、主に国際部(国際教育センター事務室及び別科事務室）、

学生ボランティア組織等の連携によって行われており、具体的な長所・特色としては、主

に下記①～⑦が挙げられる。①グローバル人材の育成を目的に本学独自の海外教育プログ

ラム“JEAP”を展開し、姉妹校・協定校への留学生(日本人学生)の派遣に積極的に取り組

んでいる。②グローバルな視点での人材育成、国際教育・交流の推進、国際的キャンパス

環境の整備、及び海外からの優秀・良質な学生の確保等を目的に、さまざまな国から多く

の外国人留学生を受け入れている。③国際交流活動をサポートする学生ボランティアグル

ープ「JIST」(Josai International Supporters’Team)が年間を通して組織的にキャンパ



 

 

ス内の国際交流活動を促進している。④外国人留学生に対して、JASSO 学習奨励費や私費

外国人留学生授業料減免制度の支給運営などにより、経済的支援を行っている。⑤海外留

学や、国際交流活動を主な目的とした日本人学生たちへの支援制度として、本学独自の 3

つの奨学金制度（水田三喜男記念奨学生、女性リーダー育成奨学生、グローバルチャレン

ジ奨学金制度）を設けている。⑥語学教育に力を入れ、英語を含む 11 言語の教育を提供

しており、特に他大学ではあまり教育が行われていないと思われる東ヨーロッパ諸国の言

語(ハンガリー語やチェコ語)も学ぶことができる。⑦毎年英語、中国語、留学生による日

本語のスピーチコンテストを実施し、言語のグローバル化を促進している。 

 

 

３．問題点 

 本学の国際化への取り組みは、留学生の派遣・受け入れ、学術交流、国際交流(含地域

交流)とも年々進化発展しているが、外国人留学生の受け入れ体制については、未だ不十

分な点もある。具体的な問題点としては、下記①～⑤が挙げられる。①日本語力が十分で

ない外国人留学生(特に学部に於ける短期交換留学生、研究生、スポーツ留学生)へのサポ

ート(初級・中級日本語科目、英語等での授業）が十分整っていない。②多文化共生のた

めの環境が整っていない(例：対イスラム圏の学生など)③ほとんどの学部・大学院ともに

秋入学を受け入れていないため、秋入学の別科生の進学先が学内にあまり無い。③海外か

ら直接入学する私費外国人留学生に対する住居探し(情報提供、紹介、保証等)や銀行口座

開設のサポートなどが不十分である。④現在協定を結んでいる海外校の内、実際に交流の

ある学校がまだ少ない。⑤外国人留学生対応が可能な語学(多言語)能力や経験を有する事

務職員の育成・配置が十分ではない。 

 

 

４．全体まとめ 

 本学では「世界および地域」の両面において貢献できる人材を育成するために、「学校

法人城西大学中期計画」に基づく「教育システムの国際化の方針」として 6つの指針を定

め、ＨＰで公開し、多言語の語学教育を充実させ、国際教育センターを中心に、留学生の

派遣・受け入れとそのサポート及び管理、海外姉妹校・協定校との協働教育体制の推進や

学術及び国際交流の強化、キャンパス内国際交流活動(含地域交流)などを実施し、全学を

挙げて学内のグローバル化に努めている。自己点検・評価については、毎年 12月の国際

教育委員会で当該年度の活動内容を振り返り、改善に努めている。「留学生確保のため国

際戦略組織の整備」に関しては、2024年度に国際教育センター事務室と別科事務室が統合

された「国際部」が発足し、現在、日本人学生組織 JISTの活動と共に適切に機能してい

る。留学生の在留期間中の在籍管理、指導に関しては、留学生支援センターが、オリエン

テーションの徹底などにより正しく行い、別科は 2024年度より日本語専修課程のカリキ

ュラムを改正し、春学期及び秋学期に国内外から入学した留学生や一部協定校からの交換

留学生に対して充実した日本語及び日本文化教育を展開している。また、本学では、毎

年、英語、中国語、留学生による日本語スピーチコンテストを実施し、言語のグローバル

化を促進している。近年は、国際教育センターの努力により、留学生(日本人)派遣プログ



 

 

ラムの数が増え、内容も手厚く充実したものとなり、学術交流や国際交流も進んでいる。

しかし、外国人留学生の受け入れ、入学後のサポート体制については、まだ十分整ってい

ない部分もあり、留学生の数も少ない。今後の本学独自の国外入試のルート開拓にあたっ

ては、事前に入学後のサポート体制を見直し、改善しておく必要がある。 

 

 

  



 

 

終章 

 

本学が自己点検・評価活動を始めてから、17 年あまりが経過した。2023 年度に、3 回目

の大学評価（認証評価）を受審し、そこで受けた指摘事項に基づき、2024 年度は第 3 期認

証評価の最終年度として、2025 年度からの第 4 期認証評価において求められている内部質

保証体制の基礎の確立に努めてきた。具体的には、教育の質保証を担保するための学部・学

科、研究科レベルでの PDCAサイクルの定着と学習成果の可視化を行うための形成的評価や

ポートフォリオ評価の活用法の確立をめざした。以下に 2024年度の報告書において特筆す

べき事項を挙げる。 

 

第 1章（理念）で特筆すべきこと 

建学の精神に基づいた大学の理念・目的をはじめ、各学部・研究科において理念・目的が

連関して設定されている。2024 年度からは新たな 3 つのポリシーに基づき、改めて建学の

精神や理念・目的と、入学学生のニーズとのマッチングを図りつつ各学部・学科、研究科の

特色を反映させたディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシーの見直しを各年度末に行

うこととした。さらに、2024 年度は、これらのポリシーに基づく教育効果の見える化並び

に教育の質保証を担保することを目的としたアセスメントプランの実質的運用を、初年次

教育に限定的ではあるものの開始した。 

 

第 2章（内部質保証）で特筆すべきこと 

2024年度は 2023 年度において実施された基準協会による実地調査の指摘を受けて、全学

的な課題の改善向上を指標とした適切性の検証を全学委員会の検証プロセスに含めた体制

を、3年前後をかけて確立することとした。具体的には以下の 3点について検討した。 

① 「個別委員会」の役割、権限が不明瞭であること、また、学部、研究科、部局において

PDCA サイクルを回すことに責任を持つ委員会等が不明瞭であることの改善策を全学委

員会で検討した。 

② 2024年度入学者に対する三つのポリシーの大幅な改訂を実施し、学習成果の検証を含め

た自己点検・評価の実施体制を学位プログラムレベル（学部、研究科レベル）、全学レベ

ルで構築するための、学部・研究科・部局の構成員からなる「教学マネジメント委員会」

を設置することで、内部質保証の各レベルの PDCAサイクルの連携強化を進めた。 

③ 2022 年度までは、内部質保証システムの中に、IR 情報を利用可能な体制が整っていな

かったことから、2024年度より学長室 IR 推進課を立ち上げることで、一部ではあるが

全学的な教育情報を点検・評価に役立てる環境を整備した。 

 

第 3章（教育研究組織）で特筆すべきこと 

本学は、建学の精神に則り、理念・目的、教育方針を定め、社会科学系と自然科学系が融

合した教育研究組織とすることで、社会の要請等に応じて発展してきた。また教育研究施設

として多くの附置組織があり、理念・目的の達成及び地域社会国際社会に貢献し得る人材育

成に向けて有効に機能している。2024年度は本目的のもと、以下の組織改編を行った。 

① 大学事業計画、中期計画に基づき、語学教育センターを改編して全学共通の教養教育を



 

 

行う「リベラルアーツセンター」を設置した。この組織再編成は、単に語学の知識に留

まらず、学生に幅広い教養を提供し、専門分野に偏らない総合的な知識と独立した思考

力を育む一歩となっている。 

② 学問分野の動向、社会的要請等に留意しつつ、中期計画で示された通り理学部では、以

下の３つの組織改編を行った。 

2-1 数理とデータサイエンスを駆使した課題解決力養える「情報数理学科（入学定員  

60名）」の 2025年 4月からの開設により、二校地制だった数学科を坂戸キャン

パスのみとした（入学定員 120名→60名）。 

2-2 化学科は、化学と生命科学を中心に幅広い知識と技能を身につけ、社会で活躍 

きる人材を育成することを目指した「化学・生命科学科」へ名称変更を行った。 

このほかに、2026 年度には現代政策学部は名称変更、薬学部薬学科は収容定員変更、経

営学研究科は博士後期課程設置に向けた対応準備など、大学運営会議、教学マネジメント会

議で審議しながら教育研究組織の改善・向上に向けて取り組んでいる。 

 

第 4章（教育課程・学習成果）で特筆すべきこと 

本学の教育理念の中核である「協創力」は、個々の専門性を発展させるだけでなく、他者

と協働して社会課題を解決する力を養成することを目的としている。この理念は、建学の精

神「学問による人間形成」を具体化するものであり、全学的な教育方針に組み込まれている。

2024年度の取り組みとしては特筆すべき事例としては以下の２つがあげられる。 

① 「協創力体験演習」では、本学の全学共通基盤科目として、学部横断型のチームでの現

実の課題へ取り組むことで、学生の「協創力」と問題解決能力の向上を目指した。 

② 授業時間を 105分に設定したことにより、グループディスカッションやプロジェクト型

学習など、より高度な教育手法の取り入れを可能とすることで、従来の授業よりも深い

学びの実現を目指した。 

 

第 5章（学生の受け入れ）で特筆すべきこと 

 学部に関しては、オープンキャンパス、進路説明会、高大連携等を行うことで本学の学部

学科に関する理解を深め、特に年内入試（総合型選抜や学校推薦型選抜）では志願者数が増

加した。各学部では、アドミッションポリシーに基づき厳正に選抜を行い、評価配点を面接

審査に重点を置くことで学部学科のミスマッチ等の解消や学習意欲低下による除籍・退学

の減少、学生満足度の向上等を目指した。 

 

第 6章（教員・教員組織）で特筆すべきこと 

本学は 2024年度より基幹教員制度を導入した。導入にあたっては、教職員に基幹教員制

度について理解を深めるため、2024 年 2 月に特別ＦＤ研修会を開催した。基幹教員となる

専任教員は各学位プログラムの編成に責任を担うため、教授会規程の教授会構成の見直し

を行った。なお、大学全体及び各学部の基幹教員数は、大学設置基準等に定められた必要教

員数を満たし、適正な配置となっていることを確認した。 

第 7章（学生支援）で特筆すべきこと 

修学支援については、2024 年度の特筆すべき事項として、１年次からゼミ担当教員や担



 

 

任教員を配置し、適宜、個人面談を通して学習面、大学生活全般について状況の把握やアド

バイスを行っていることが挙げられる。具体的には以下の 2つの項目を中心に進めた。 

① 連続欠席している学生は、面談の実施を必須化し、ゼミ担当教員や担任教員が、GPA や

成績取得状況等を活用しながら成績不振者に対して常に個別面談を実施し修学指導を

行うことで、留年や退学・除籍などの防止に努めた。 

② ゼミ担当教員や担任教員が個別面談を①の出席状況と関係なく全体の学生に対して実

施し、修学から生活までの全体的状況の把握とアドバイスを行った。特に留年者につい

ては、ゼミ担当教員や担任教員が指導を行い、取得単位や修学状況など定期的に個別面

談などにより確認し、再度の留年がないよう指導を行った。その結果、退学率は 2019年

の 4.3％から 2023 年度 3.9％と着実な減少傾向を示しており、2024 年度も最終時点で

さらに減少している（＝改善している）と考えている。 

 

第 8章（教育研究等環境）で特筆すべきこと 

 ここ数年に渡り、旧校舎の取り壊しと 23号館（JOSAI HUB）に象徴される新校舎建築とい

った大規模な工事行われていたため、就学環境においては、工事の騒音やう回路の利用など

多くの面で不便を強いられていたが、2024 年度はほぼ全ての工事が完了し、坂戸キャンパ

スに本来の学び舎の雰囲気が戻ってきた。これに伴い、中央広場や回廊などで学生が語り合

う姿や、コンピューターを囲んで勉強する姿等、本学の特色である明るく伸びやかな学生の

様子が随所で見られるようになった。具体的には、2024年度の改善点は以下の 3つである。 

① コロナ禍以降オンライン教育の重要性が特に認知されてきたが、この流れに対し本学

では SINET, eduroamなどを利用したネット環境を整えてきた。また、問題発生時にも

学生及び教職員に対する支援体制も確立した。 

② 図書館の電子ジャーナルなどへのリモートアクセスサービスや図書館司書の資格を有

するスタッフのきめ細やかな対応など、学生の学びと教員の研究を支える取り組みや

対応のさらなる充実を図った。 

③ これら学生サービス体制の充実に加え、環境に配慮した教育活動への転換も積極的に

行った。具体的には、学内プリンターの利用状況に基づく印刷ポイント制を導入するこ

とで、ペーパーレス化の推進を試みた。 

 

第 9章（社会連携・社会貢献）で特筆すべきこと 

城西大学での社会連携・社会貢献における特色は、地域連携センターおよび水田記念図書

館を中心として、あるいは窓口として近隣地域の自治体や大学、研究機関などと連携・協働

することで様々な地域活動に取り組んでいる点にある。 

地域連携センターによる活動では、2018年より TJUPに参画することでより地域連携が強

化され、特に地域活性化に向けたミクロレベルでの活動が増えた。 

水田記念図書館による活動では、地域相互協力図書館と連携し、地域連携活動に関しては、

埼玉県図書館協会のイベント、埼玉県大学・短期大学図書館協議会の学生交流会に参加し、

学生アドバイザーの地域連携活動を支援している。坂戸市立図書館協議会においては「坂戸



 

 

市立図書館を使った調べる学習コンクール応援講座」の講師として学生アドバイザーを派

遣し、7-8月に 4回にわたり坂戸市の小学生の研究活動支援を行った。その他、鶴ヶ島市図

書館祭りへの参加や近隣の公共図書館６館との合同主催公開講座を 12 月に開催した。 

 

第 10章（大学運営・財務）で特筆すべきこと 

 本学は、建学の精神「学問による人間形成」や教育の理念・目的を踏まえ、法人本部では

業務運営上の重要事項に関し、構成員の意見を反映した大学運営を行っており、毎月、理事

会・常務理事会を開催して大学の課題や状況について共有・議論している。また大学では理

事会等の方針等の提案により、学長の意思決定の下、教員と職員が連携しながら、「中期計

画」「事業計画」の達成に向けた取り組みを行っている。 

 FD研修、SD研修については相互に教員・職員が参加することにより、共通の問題意識を

醸成するとともに、学生アンケートを行うことで、学生の意見もくみ上げ、多様な視点から

の気づきを得る活動を行った。また、2024 年度も自己点検・評価の手法に関する改善を試

みることで、点検・評価プロセス自体の向上も図った。  

財務の面においては、特定資産構成比率は 28.1％であり、かつ内部留保資産比率が 29.0％

あることで、中長期的な財政支出に対する備えが充実しており、計画的な学校法人経営を可

能としている。また、長期にわたり無借金経営を継続しており、内部留保資産比率がプラス

であることで、すべての有形固定資産が自己資金で調達されていることは財務上特筆すべ

き点である。 

 

第 11章（グローバル化）で特筆すべきこと 

本学の国際化への取り組みは、主に国際部(国際教育センター事務室及び別科事務室）、学

生ボランティア組織等の連携によって行われている。2024 年度は、下記①～⑦の観点に基

づく成果を上げた。 

① グローバル人材の育成を目的とした本学独自の海外教育プログラム“JEAP”の展開と、

姉妹校・協定校への留学生(日本人学生)の派遣。 

② グローバルな視点での人材育成、国際教育・交流の推進、国際的キャンパス環境の整備、

及び海外からの優秀・良質な学生の確保等を目的とした、外国人留学生の受け入れ。 

③ 国際交流活動をサポートする学生ボランティアグループ「JIST」(Josai International 

Supporters’Team)の年間を通した組織的キャンパス内国際交流活動。 

④ 外国人留学生に対する、JASSO 学習奨励費や私費外国人留学生授業料減免制度の支給運

営などによる経済的支援。 

⑤ 海外留学や、国際交流活動を目的とした日本人学生への、3 つの奨学金制度（水田三喜

男記念奨学生、女性リーダー育成奨学生、グローバルチャレンジ奨学金制度）の設置。 

⑥ 英語を含む 11言語（ハンガリー語やチェコ語を含む）教育の提供。 

⑦ 英語、中国語、留学生による日本語のスピーチコンテストの実施による言語のグローバ

ル化の促進。 

 

大学としての今後の展望 

2024年度は、①2023年度における基準協会の受審結果に基づく指摘事項の改革と②2025



 

 

年度からの第 4期認証評価対策としての教育の質保証体制の完備を念頭に、大学運営・大学

教育体制の改変を進めてきた。特に、2023年度までに大学運営における PDCAサイクルは体

制が確立し、2024年度から PDCAサイクルに沿った改善が行われてきているが、大学の教育

の質保証に対して責任を持つ、学部・学科、研究科における教育の質に対する PDCAを回す

システムは 2024年度から整えられてきたが、その運用は未だ完全な状態ではない。 

2025年度においては、この教育の質保証に関する PDCAの運用体制を大学全体として確実

なものとするとともに、大学運営における PDCAとの連携が計られることで、大学が定める

3 つのポリシーが教育の現場で学部・学科、研究科の特徴を取り入れた形で教育に反映され

る体制を確立することが今後の目標となる。具体的には、 

１）「教育の質保証」にあっては、授業内容のレベルの達成だけではなく（形成的評価）、授

業を聴講した本人がそのことにより自身の成長を自覚できる（ルーブリック評価）の 2

面からの達成度の保証 

2) 本学の DPである「学問による人間形成」を現在の社会の中で体現するための「協創力」

を身に着けるための授業「協創力体験演習」の充実 

3) 各学部の DP,CPにおける独自性を社会（特に受験生）へ発信するためのアセスメントプ

ランの策定と大学広報による社会への周知 

が直近の検討課題である。 

 

以 上 

 


